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は じ め に

わが国 の産業界 にお ける情報化 は、企業 内利用 にとどま らず、業界 、業 際にま

たが る企業 間において 、 これ までの書類 を中心 と した取 引形態か らネ ッ トワーク

を利用 したEDI(電 子 データ交換)へ の動 きが活発化 してお り、企業系列 を越 え、

業種 を越 え、そ して国境 を越 えて グローバル に自由に展 開され よ うとして いる。

また、最近 ではオー プンな コンピュータネ ッ トワークを用 いた電子 商取 引等が注

目され 、企 業間での利用 も検 討 され始めて いる。EDIを 円滑 に推進 す るに当た っ

ては、各種 取 り決め につ いての標準化やルール化 が必要不 可欠で あると ともに、

法 的諸 問題 への対処 を検 討、整備す る必要が ある。

当セ ンターで は、昭和63年 度以来、法律 の専門家および企 業等 の実務家 による

委員会 を設 けて 、法的側面か ら電子取 引の実態把握 と問題 の分析、対策等 の検討

を行 ってお り、平成7年 度 には、デー タ交換協定書(参 考 試案)と して と りま と

めた。昨年度か らはク ロー ズなEDI取 引を中心 とした検 討 に加えて、最近注 目さ

れて いるオー プ ンネ ッ トワー ク環境で の電子 デー タ 交換 につ いて も視野 に入れ検

討 を始 めて いる。

本年度 は、昨年度 に引き続 き新 しい企業 間電子取 引につ いて検討 を行 い、最近

イ ンターネ ッ ト上の企業 のホー ムペー ジでよ く見か けるようにな った資材 調達 の

実態 につ いて ア ンケー トおよび ヒア リングを通 して調査 を行 うとともに、海外 の

各種機関で検討 されて いる企業 間取 引に関連す る法制度的な検 討 について調査 し

て いる。海外 の調査 では、特 に、貿易金融EDIと して注 目されて いるBOLEROシ ス

テム につ いて は、 ヒア リングを含 め調査 を行 った。 また、 これ らの調査結果 を踏

まえた形で 、平成7年 度作成 した 「デー タ交換協定書(参 考試案)」 の見 直 しを

開始 した。以上 、本年度 調査検 討 した内容 について 「新 しい企業 間電子 デ ータ交

換 につい ての検討(2)」 と して と りまとめてい る。

この報告書が 、わ が国EDIの 更 なる発展 に寄与すれ ば幸 いで ある。

最後 に、本調査研究 の実施 にあたって ご協 力を頂 いた委員 をは じめ、関係各位

に対 し、深 く感謝 の意 を表す る。

平成10年3月

財団法人 日本情報処理開発協会

産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ー
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1.企 業間データ交換 に関連す る

法制度 ・海外の動向





1.企 業 間デ ー タ交換 に関連す る法制 度 ・海 外 の動 向

(担当)室 町正実

1.1概 観

1.1.1イ ンターネ ッ トを中心 とす る近時 の展 開

電子商取 引において、企業間のデータ交換が重要な地位 を占めることはいうまで も

な く、現実の商取引の中でも着実 に進展 しているものと思われる。 しか しなが ら、 こ

こ1、2年 の間、 こと特定当事 者間における商取引デー タの交換、いわ ゆる 「closed

EDI」 の法律的検討は、欧 州諸国の一部で新たにデータ交換協定モデルが公表 され た

のが 目立つ程度で、特 に注 目すべき動向が少ないよ うに思われる。

これは、

(1)特 定企 業間のEDIに 関 して法律的な論 点の整理や実務 的な対応、 シス テム面

での整備がある程度進展 し、データ交換が実装化 の段階とな りつつある ことの

反映であるとともに、

(2)企 業および政府 ・国際機関の関心がインターネッ トの商用利用(こ れ には企業

間データ交換 も含 まれる)に 向けられていること、

に理 由があるように思われる。

このような観点に照 らせば、グローバル なネ ットワークを実現 したイ ンターネ ッ ト

と、EDIの 関係、企業 にとっては、とりわ け、その商用利用の可能性 の模索が必要 と

される こととなろう(た だ、同じrclosedEDI」 といって も、BOLERO(こ れ について

は、本報告書3.BOLEROシ ステム を参照)の ように、多数当事者が参加する形のEDI

プ ラッ トフォームな どrEDI」 の発展的なモデルが実装化 され つつ あることには留 意

が必要であろう)。

1.1・2イ ン タ ー ネ ッ トの 商 用 利 用 の 可 能 性

イ ンターネ ッ トの商用利用のための模索は、概ね次のような視点か ら検討されて い

るもの と思われる。
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(1)企 業 間商取引デ ー タの伝 送 ツt・一ル と して の利用

イ ンターネッ トは、その技術的 アーキテ クチャーか らオープン性があ り、文字情

報のみな らず、画像情報等 も比較的少な い技術的制約 のもとで伝達する ことが可能

である。また、よく知 られて いるように、イ ンターネ ッ トは他 の情報伝達手段 に比

べ ると、コス ト的にも安価であるとい う特性がある。さ らには、技術的にも大量 の

情報を高速で処理す るいわゆる商 用IeX(「 アイエ ックス」 と読み 、イ ンターネ ッ

ト ・エクスチェンジの略称である)は 、 アメリカ、 ヨーロッパのみな らず、わが 国

において も実装されつつあ り、 このような技術革新が 日々進行 し、新たな需要 を創

設 しているという点も着 目すべき特徴であろう。

このような新 しいイ ンターネッ ト ・テク ノロジーを企業間データにどのように利

用す るか、また、その場合のシステム的 な リスクの評価や、 これに関連する法律 的

問題の検討は、今 まさにその検討が始 まろうとしている。

(2)リ テ ィル ・セー ルス の ツール と して の利用 可能 性

現在 、企業 が最 も関心 を持 って いる のは 、おそ らく、 消費 者 を対 象 とす る リテ ィ

ル ・セ ール スの ツー ル と して のイ ンター ネ ッ トで あろ う。イ ンター ネ ッ トは 、 い わ

ゆる 「worldwideweb/www」 や ブ ラウザ ー ・ソフ トの普及 発 展 によ り、 ホーム ペ ー

ジの利用 を可能 にし、 いわゆ るダイ レク ト ・マ ー ケテ ィングに関する企 業戦略 に とっ

て 重 要な手段 と して 認識 され つ つ あ る。 この点 につ いて 、 イ ンター ネ ッ ト ・ドメ イ

ン名 の問題や 、イ ンタ ーネ ッ トを利 用 した 商品や 役務 の販 売方法 に関す る法 的規 制

の問題 は、消費者保 護 の問題 を中核 と しつ つ 、大 きな 法的 問題 とな りつ つ ある。

な お、 リテ ィル ・セ ール ス と は直 接 の 関係 は な いが 、イ ンター ネ ッ トは 、そ の 技

術 的特性 か ら、企業 情報 開示 の手段 として も注 目され て いる ことには留 意が 必要 で

あ ろ う。

(3)情 報 の商 品化 の ツール と して のイ ンター ネ ッ ト

広範 に利用 され るイ ンター ネ ッ トは 、従前 の技 術を前 提 としては、実 現 困難で あ っ

た ビジネス を可能 に しつ つ ある。 これ は よく知 られ て いるrmicro-paymentSbusiness」

といわ れ る分野 で あるが 、そ の普 及 に と もな って 、 いわ ゆ る電子 マ ネー な どの新 し
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い形態の決済手段 も開発されつつあ り、場合によっては、その進展 は、企業間取 引

にも影響 を与える可能性がある ことには留意 しなければな らない。

以上のように、企業にとっても、情報伝 達手段 としてのイ ンターネ ットは様々な

可能性 を有するシステムであ り、現在、各種の分野 にお いて世界的な法律的検討 が

行われて いるが、本稿 において は、そ の諸問題 の うち、いわゆ る 「closedEDI」 に

も共通するいくつかの課題のうち、電子 署名 に関す る問題を中心として取 り上げ る

こととしよ う。

1・2電 子 署 名 ・電子 認証制 度 の検 討

1・2・1電 子 署 名 ・電子 認証 に期待 され る役 割

1970年 代 の電子 資金移 動に関す る法 制度の検 討に始 まった 「電子 的」取 引は、そ

の利用の拡大や技術的発展 に伴い、 「電子取 引のための法的基盤」の整備 を必要 と認

識 され るに至 って いる。 この法的基盤の整備 には、例えば、意思表示の電子化 に伴 っ

て契約法、証拠法な どの既存の法体系につ いて どのような手当が必要か とい う問題 が

あり、また、現在では、取引に付随する税務 ・会計情報の電子化 に伴う法制度の整備、

取引に付随す る行政 申請などの電子化に伴 う法制度の整備な どの重要な課題が ある。

その中で、電子署名 ・電子認証に関す る法制度の検討は、電子商取引の発展 にとっ

て重要な役割 を果 たす ものと考え られる。

EDIの デー タ交換協 定モデル においても、メッセー ジの作成 者の同一性 を確認 した

り、メッセー ジの改頁が行われていないこ とを確認す るなど、いわゆる 「トランズ ア

クション ・セキュリティ」はEDIに 関する基幹的な法律的課題として認識 されていた。

そして、イ ンターネッ トのアーキテクチャにお ける経路のオープン性という観 点か ら、

伝送内容の秘匿の問題 も含めたこれ らの基幹的な課題の重要性 をますます増加 させ る

もの ということができる。

電子署名 ・電子認証制度 につ いて は、 ドイツ、マ レーシアなどのよ うに、すで に国

内法的な整備 を行 った諸国もあ り、また、 アメリカ合衆国のように連邦法の制定はお

こなっていないものの、多数の州が これに関す る法制度を設け、またそ の制度化を検

討 して いる法域 もある(1998年3月 時点 にお いては、36州 が電子署 名に関連する何

らかの立法を行い、または、その準備をお こな っている。)。 これ と対照的に、現 時
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点では、ガイ ドライ ンを作成 して対処す る という考 え方を採用 している法域 もあ り、

その法制度化への対応はまちまちで ある。 しか し、電子署名や電子認証が、国際取 引

を含 む商取 引情報の流通の基盤 となる制度 であるという認識は、各法域 においてほ ぼ

共通 と思われ、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)に おいて も、電子署名に関す

るモデル法の検討が行われ 、国際商工会議所(ICC)は 、公開鍵暗号方式(非 対称型

暗号方式)を 前提 とした電子署名 に関するガイ ドライン ・GUIDECを 公表 している。

1.2.2電 子 署 名 ・電子認 証 に関す る当面 の検 討課題

電子署名 ・電子認証 に関 しては、きわめて多様な問題が存す るが、 さしあた り、 こ

れを制度化する場合 にお いては、

(1)い わゆる技術的中立性 をどのよ うに確保す るか、

(2)免 許制を導入するか否か

(3)電 子署名に関する証明証(oerthicate)の 効 力をどのように規定す るか、

(4)い わ ゆる法人認証をどのよ うに制度化するか、企業内の個々人の属性認証 や

サーバ認証をどのように規定するか、

な どが重要な検討課題 ということができよう。

「技術的中立性」の問題は、電子署名に関する法的制度 を創設する場合に、そ の制

度 を技術的進歩にどのように対応 させるか という問題である。いうまでもな く、ネ ッ

トワークに関する技術は、急速 に進展 して お り、電子署名の基盤 となる暗号技術や そ

の他の技術 において も、そのような可能性 を否定できない。た しか に、電子署名は、

公開鍵暗号方式(非 対照暗号方式)技 術 を背景 として進展 してきた議論ではあるが 、

このような可能性 に着 目すれば、この方式 を前提 としないで、公開鍵方式(非 対照 暗

号方式)の 有する機能、すなわち、メッセ ージの作成者の同一性確認機能、メッセ ー

ジの変更 ・改窟等 の確認機能、メッセージ の秘 匿機能な どを実現す る可能性 も否定 す

る ことはできない。 このよ うな可能性 を前提 とす る限 り、電子署名に関す る法的基盤

は、できるかぎ り技術 的進展 を吸収 し、 また、特定技術のみに依存 して、技術的進展

や市場の実状を阻害することがない基盤で あることが望ましい。 この ことに着眼す る

のが 「技術的中立性」の議論であ り、具体的には、 「電子署名」や 「安全な電子署名」

の定義の技術要件や機能要件 をどのよ うに規定す るか とい う形で議論が行われている

(現在の立法例 ・立法案 のなかには、 「電子署名」 と 「デジタル署名」 を区分 し、例
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えば、 「電子署名」 については、 「電子的方式 ・光学的方式 によ り署名 と同様の効 力

を有するもの として使用 されるもの」とし、さらに、電子署名のなかの一定の機能 を

実現で きる方式 を 「安全 な電 子署名」 と規定し、 「デ ジタル署名」は、公開鍵方 式

(非対照型暗号方式)を 使用す る 「安全な電子署名」の一方式 とす るという考 え方 を

とるものが見受けられ る。

次いで、電子署名 に関する 「免許制」の議論は、主 として、公開鍵方式(非 対照 暗

号方式)を 中心 とす る議論であ り、特定人(法 人)の 暗号鍵 を登録 し、第三者に対 し

て登 録 され た暗号鍵 の使用 者 が誰 で あるか を証明 す る機 関 、 いわ ゆる認証 機 関

(oertificationautlority)につ いて、許認可制度 を導入す るかの議論で あ り、周知の と

お り、電子商取引に関する市場先導型の基盤整備の問題 として議論がされて いる と こ

ろである。現時点にお いて、 このような免許性 を導入す るか どうか につ いての国際的

な動向は必ず しも明 らかではない。ただ、免許制を導入す る場合であって も、認証機

関と しての業務 を行 うために は必ず 免許が必 要で あ る(必 要 的免 許制 ・mandatory

U㏄nsing)と いう制度 を導入する法域は、比較的少な く、免許 を有する認 証機関の証

明(oertificate)に 対 して一定の法的効果を付与するとい う考え方(voluntarylicensing)

を導入す る法域が比較 的多いよ うである。

第三 に、電子署名に関する証 明(㏄rtificate)に どの よ うな効 力を付 与す るかにつ い

ては、多様な提案 ・議論がなされている。 問題になるのは、例えば英米法系の法域 の

詐欺防止法(statUteoffraud)の 要請に基づいて、商取 引 に関する電子的メ ッセー ジ に

ついて署名要件を充たす制度 を創設す る必 要があるか どうか(ち なみにわが国にお い

てはその必要はない)、 電子署名に関する証明に証拠法的にどのような効 力を付与 す

るべ きか(推 定的な効力を認めるのか、一定 の事由が ある場合 には推定的効力を否 定

するのか、な ど)、 さらに、実体法的な効 力を付与す るのか、な どが、議論の骨格 で

ある。 この問題は、各国の証拠法や これ に関連する法制度が相違する こと、また、電

子署名に関 しては様々な技術水準があって、推定的効 力の前提 となる技術 的安全性 ・

信頼性を一概に論ずる ことが出来ない こと、さらには、前述 の免許性 の導入 と関連 す

ること、な ど様々な問題があ り、国際的動向を把握 しに くい問題 のよ うに思われる。

電子署名 に関す る最後 の問題は、いわゆ る 「法人認証」等 の問題である。電子署 名

につ いては、 「署名等価 性(equivalenCyforsignatUre)」 の議 論 に見 られ るように、手

書きの署名(manualsignature)と 対比された議 論が行われ てきた。 これ を前提 とす る

と、電子署名 も手書きの署名 と同様 に自然人が顕出す るものであ り、法人は代表者 等

の 自然人を通 じて これを顕出す るという考 え方 も出て くる。 この考え方 に従 えば、例

一5一



えば、株式会社Xは 独 自の電子署名 を保有 する ことができず、その代表取締役Yの 個

人としての電子署名(に 関す る証明)の 付随情報 として、YがXの 代表取締役であ る

旨の情報を併記す るという方式 によ り、法人の電子署名 を顕出す るという方式 も考 え

られる(ド イツ法はそのような方式 を採用 している)。 しか しなが ら、いうまでもな

く、電子署名は、手書 きの署名そのもので はな く、その顕出方法 も手書 きの署名とは

異な り、自然人でなければ電子署名を保有できな いという必然性はない。 したが って、

法人の電子署名の保有 ・法人(電 子)認 証 を認め るか否かは、制度論の問題に過ぎな

いのであって、電子商取引における必要性 の推移 をみなが ら柔軟 に対応す る必要が あ

るように思われる。 この点、企業 内の個々人の属性証明やサーバ証明な どの問題 と と

もに、国際的な検討を促す必要があろう。

1.3そ の他 の分野 の検 討

前述のとお り、イ ンターネ ッ トの普及によ り、電子商取引は、単 に特定の企業間にお

けるデータ交換の範疇を超えて、様々な利用可能性 を内在するシステムにな りつつある。

しか しなが ら、イ ンターネ ッ トは、そ のプ ロ トコル 自体 も公的機 関の関与の もとに形 成

されたものではなく、また、技術的発展が 日々行われている分野であ り、静的な法律 的

検討 に親 しみにくい分野であるとい うこともできる。 こうした理 由か ら、世界の政府 機

関や 国際機 関な どによ る検 討は、 イ ンターネ ッ トに関す る様 々な検 討を、 「market

drivenfor㏄」を中心 としつつ、必要な制度的対応 をとる、 という基本的なスタンスをとっ

ているものと思われる。

アメリカ合衆国については、この検討状況 については、比較的多 くの紹介がなされて

いるので、 ここでは、ヨーロッパに拠点を有す るい くつかの諸機 関の検討状況の概略 を

紹介す ることとする。

1.3.1EC・ISPO(lnformationSocietyProjectOffice)の 活 動 状 況

欧州評 議会 は 、1996年 、 いわ ゆ るバ ンゲ マ ン報告 を 公表 し 、情 報 化 社会 戦 略 は 、

欧州 にとって最 も重要 な戦略 的課 題 で ある 旨 を認 識 して いる。 そ して 、 この分 野 に つ

いてDG.5、DG・13、DG.15が 関 与 す る統 合 的 な 政 策 検 討 機 関 で あるrlnformation
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SodayProj㏄tOffi㏄ 」 を設 け、 種 々 の政策 的検 討 を行 って い る 。そ の検 討 は、 前述 の

商用IeXの 検 討か ら、電子 小切 手 の検 討が 多 岐 にわ たって い るが 、そ の 中心 にあ るの

は、市場 適 合性 とい う ことが で き る。

1.3.20ECDの 活 動 状 況

OECDは 、 電子商 取 引 につ いて 、micro-paymentbusinessの 発 展性 な どに早 くか ら着

目し、前述 の 電子認 証 に関 して も、1997年3月 、 「暗号 政策ガイ ドライ ン」 を公 表 し、

この分 野 に関す る重 要 な政策 課題 であ った いわ ゆる 「鍵 回復 シス テ ム」 な どにつ い て

政策 的提 言 を行 って きた 。そ し て、1998年1月16日 には 、InterNICを 含 む30機 関 が

採 用す るイ ンター ネ ッ トの ドメイ ン名制 度 に関す る調査 結果 を公 表 して い る。 この 調

査 は、 ドメイ ン名 の調 査 を公表 し、 ドメイ ン名 の知 的所 有権 の 関係 、 ドメイ ン名 登 録

の地域 的制 限 、 ドメイ ン名 登録 数 に関す る制 限な どにつ いて の最 もま と まった報 告 と

い うことがで き よ う。

な お、 ドメイ ン名 と知 的所 有 権 との 関係 につ いて は 、ア メ リカ 合衆 国 内で40を 超

え る訴 訟 が提起 され 、 また、イ ギ リス にお いて も、す で に2件 の判 決が 言 い渡 され て

お り、電子 商取 引に関 す る法律 問題 と して 重 要性が 増 しつ つ ある。 この問題 につ いて

は、従 来 の商標 権や 不 正競 争 防止 法の議 論 で は解決 で きな い問題 を含 んで い るが 、 世

界知 的所有 権機 構(WIPO)そ の他 の国際機 関 も関与 したIAHC(lnterNationalAdHoc

Comrnittee)に お いて 、 「gTm(genericTopLevelDomain)」 の創 設 が 検 討 され 、 こ

の制度 にお い て、 知 的所 有 権 と ドメ イ ン 名の 関係 を調 整す る こと が試 み られ て い る

(た だ し、gTLDの 枠 組 み に対 して は 、1998年3月 、 ア メ リカ 合 衆 国が これ とは必 ず

しも一致 しな い枠 組 み を提 起す るグ リー ン ・ペーパ ー を公表 して お り、 この分野 にお

ける国 際的 な 合意形 成 が必ず しも容易 でな いこ とが示 唆 されて い るよ うに思われ る)。

1.3.3EDIプ ラ ッ ト フ ォ ー ム

国際 的 ・業際 的な 適用 可 能性 を もつEDIプ ラッ トフォーム と して 、BOLEROが 計画

されて い る。 また、 東南 アジ アを 中心 と して 、貿易 手続簡 易化 との 関係 で のナ シ ョナ

ル ゲ ー トウ ェ イ プ ロ ジ ェ ク トが 実 装 され て い る 。 この こ と に つ い て は 、 後 述 の

3・BOLEROプ ロジ ェク トの論 考 を参 照 された い。
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2.イ ン タ ー ネ ッ トに よ るEDIの 展 開

2.1EDIと イ ン タ ー ネ ッ トの 利 用

2.1.1こ れ ま で の 企 業 間EDI(ク ロー ズ ドな 世 界)

(担当)永 田 眞三郎

EDIは 、特定企業 間の取 引データを交換 するものとして始 ま り、今 日までその進 展

をみてきたが、それは、次のような二つの特色を有 している。

第一は、これ までのEDIは 、特定企業間における取引上のデータ交換 をその 目的 と

してきた ことである。 しかも、ほとん どの場合、すで に継続的取 引関係 にあるかそ れ

を新たに開始す る企業間において、売買な いし請負契約等の個別契約の受発注 に関す

る取引データの交換 を 目的とす るもの として進展 して きた。 したが って、EDIに よ る

受発注取引の係 る法的関係は、その特定企 業間の 「取 引基本契約」 と併せて、新た に

合意された 「電子データ交換協定」のうち の契約の成否等 に関する条項 によって規 定

される ことになる。

第二 は、 これまで のEDIは 、 このような受発注 に関する企業間のデータ交換 を、

VANシ ステムや専 用回線等 を介す ることによって 行ってきた ことである。 したが っ

て、そ こでは、あらか じめ、その企業間で、メッセージ、データエ レメン ト、シンタ ッ

クスルール等 の情報表現に関するビジネス プロ トコルや情報伝達手順である通信プ ロ

トコルについてあ らか じめ合意 してお くことが不可欠である。また、実際にシステ ム

を稼働 させるためには、運用時間や通信 トラブルへの対応等のシステム運用に関す る

取決めが必要となる。

2.1.2EDIと イ ン タ ー ネ ッ トの利 用(二 つ の オ ー プ ン化)

コンピュータ間の通信 ・伝達手段として今日急速に普及 ・拡大 してきたインターネ ッ

トは、上記の ような これ までの企業 間EDIの あ り方 に対 して、次の二つ の注 目すべ き

流れを産みだ しつつ ある。そのいずれもが 、プロバイダを介 してコンピュータをイ ン

ターネ ッ トに接続す るだけで、何人であれ 、 自己のデータを同様 に接続 して いるコ ン

ピュータに対 して伝達 し、かつその間で相 互にデー タ交換できるということと、そ の

ネ ッ トワー クが ワール ド・ワイ ドに私たちの社会 ・経済生活を網羅 していることに よ
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るものである。

第一には、イ ンターネ ット上の資材調達 の実施 という流れが挙げ られる。企業は、

イ ンターネ ッ トによって、特定企業間 と基本契約を前提 にした取引データ交換 を行 う

だけでな く、同様 にイ ンターネ ッ トと接続 して いる、あらゆる企業に対 して、あるい

はあ らゆる消費者 に対 して、あらゆる ビジネス関連データを伝送 しそれ らとデータ交

換できる ことになる。 この伝送やデータ交換 は、消費者取引にお いては、そのシステ

ムの技術的な問題や法的な問題に対する十分な検討や整備 を置き去 りにして、す でに、

イ ンターネ ッ トによる通信販売 という形で広 く普及 しつつある。

企業間取引に関わる領域において も、周 知のように、企業や商品の紹介 あるいは広

告 ・宣伝 の場として、このインターネ ッ トが用 い られている。さ らに、 このよ うな販

売のための広告や宣伝の場を越えて、イ ンターネ ッ トは、継続的取引の取引先、と く

に資材調達先(ベ ンダー)の 開拓 のためのツール としても用 いられ、その成果が注 目

され始めている。企業間取引では、現段階 では、 いきな り不特定 の相手方企業 との受

発注データ交換そ のものを行う手段 として ではな く、取 引開始に向けた優 良ベ ンダー

の募集 ・調査 ・審査のプロセス を対象 とす るデータ交換のための手段 として、その可

能性が探 られつつある。

第二 には、EDIを イ ンターネッ トを用 いて実施 するという流れが挙げ られ る。企 業

は、 これ までの特定企業 間と基本契約を前提に した取引デー タ交換を、VANシ ス テ

ムや専用 回線等 を介す るのではな く、インターネッ トという通信 ・伝達手段 を用 いて

行 う方向が考 え られる。そ こでは、イ ンターネ ッ トのルールに従 ってデータ交換を行

な うことになるので、 これ までのEDIの ように、あらか じめ ビジネスプロ トコルや通

信プロ トコルについて合意を し、協定 を結ぶ必要 はなくなる。

この報告は 、インター ネッ ト普及 ・拡大 にともなう企業 間EDIに 係る上記 の二つ の

流れに着 目し、作業部会が行った ヒアリングとアンケー ト調査の結果を紹介 して、そ

の問題の整理を試みるものである。

2.2イ ン ター ネ ッ トによ る資 材 調 達 の 展 開

2.2.1イ ンタ ー ネ ッ トに よ る 資 材 調 達 の 動 き

「インターネッ トによる資材調達」の動 きが、取引の電子化 と市場経済の確立 を背

景 に、製造業を中心 に注 目されてきて いる。
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この 「イ ンターネ ッ トによる資材調達」 は、前記の第二の流れである、資材の受 発

注EDIを イ ンターネ ッ トを介 して行 うという意味で、す なわち、EDIの ための通信 ・

伝達手段が専用回線ではな くイ ンターネ ッ トであるとい う意味で用い られることも少

な くない。 この意味でのEDIの インターネッ ト化の問題 につ いては後述 するとして 、

ここでは、企業が、資材調達 に際 して不特定 ・多数の企業(ベ ンダー)に 向けて、 イ

ンターネ ッ トを用いてその申込ないし提案 を求める活動 について、整理 ・検討する こ

ととす る。その整理 ・検討は、本研究委員会の作業部会が行 った、製品メーカー(A

社)に 対するヒア リングとイ ンターネ ッ ト上で調達活動 を行っている製造業(調 査対

象35社 のうち有効 回答数23社)に 対するア ンケー ト調査(後 掲資料参照)の 結果 を基

礎 とする ものである。

2.2.2イ ンターネ ッ ト上 の資材調 達 の実際

イ ンターネッ ト上の資材調達が どのような形で始 ま り、現在、 どのよ うな状況 を呈

しているかについて、以下、上記のアンケー ト調査 の結果 を中心 に整理 し、そ の概 要

を示す。

(1)イ ンターネ ッ ト利用 の 開始

イ ンターネッ ト上の資材調達 の開始の時期 については、上記の調査 によると1994

年度以前 とす る回答 もあるが、1996年 度な いしそれ以降 とする回答が8割 以上を 占

めてお り、 この動 きがきわめて最近のものであることがわかる。ネ ッ ト上の資材 調

達を採用 した狙いとしては、 「コス ト削減のための新規取 引先の開拓」を挙げる 回

答がほとんどすべてであ り、 「自社の社会的イメージの向上」を挙げる回答は数 社

である。おおかたの企業において、 この導入が、企業経営上の戦略 を出発点 として

いる もの といえる。

(2)対 象 とす る取 引の範 囲

イ ンターネッ ト上の資材調達がその対象としている取 引に関 して は、その地域 に

ついてみる と、 「海外取引を中心」 とす る回答が約半数、 「国内取 引を中心」 とす

る回答が約四分の1、 国内のみ、海外のみ、その他 の回答は、それぞれ1社 ない し

数社である。新規取引先の開拓の狙いも、かな りの部分が海外 に向け られている も

の と判 断され る。

調達 の対象品 目(複 数回答)と しては、 「汎用部品」 とする回答が8割 強、 「専

用部品」が6割 弱である。 「部品以外の資材」が約7割 であったが、 「間接部門で
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利用する資材」 とする回答は1社 にすぎない。

(3)業 務 処 理 の範 囲

イ ンターネッ ト上の業務処理 について は、現在 の状況 としては、 「調達 に関す る

広告 ・告知のみ」とす る回答が約2割 、 「調達 に関する取引交渉 の申込みの受付 け」

を行っているとする回答が約8割 である。その うちのそれ以上に進んで 「形式的 な

審査 まで」、 「契約関係の成立 まで」、 さらに 「個別契約の発注 まで」 とする回答

はそれぞれ1社 にすぎない。

将来 的には、約9割 が少な くとも 「申込 みの受 付けまで」にな るとしてお り、

なお 「広告 ・告知」 にとどまるとす る回答は1割 弱 となっている。さ らに、半数 以

上が 「形式的な審査」の段階まで進む としてお り、 「契約関係の成立 まで」 とす る

回答 も数社 にのぼっている。

(4)イ ンター ネ ッ ト上 の資材調 達 の実績

イ ンターネ ッ ト上の資材調達 を開始 したのちのその実績 については、開始 して間

もない企業が多 く、データとしての評価 に注意 を要す るが、概ね、現段階ではそれ

ほど明確な成果 にまで結びついているとはいえない。

まず、ホームペー ジないし調達ページに対す るア クセス数 については、約四分 の

1が ログをとっていないので 「不明」 とする回答である。それ を除 くと、 「100件

以下」 とす る回答が約2割 、 「500件以下 」 とする回答が累積 して約6割 、500件

以上か ら2万 件までについては、段階的 に1社 ない し2社 ずつの回答であ り、併せ

て約4割 となっている。

資材調達 の募集 に対 して、ベ ンダー側 か ら 「問い合わせ ・応募」があった件数 を

みる と、 「50件以下」 とする回答が6割 強(10件 以下 とす る数社を含む)と なって

お り、 「51件以上100件 まで」 とする回答が1割 弱(2社)、 「100件以上」 とす

る回答が約3割 となっている。進んで 「交渉段階」 に至った件数は、 「10件以下」

とする回答が大半で、その他は 「41件か ら50件」 とする回答が2社 あるだけである。

さ らに、 「成約」 にまで至 った とするのは、すべてが10件 以下であると回答 して い

る。

このように、ホームページないし調達ページにアクセスしている件数 については、

実績 としてある程度の数にのぼるが、 「問い合わせ ・応募」の件数 となる と著 し く

減少する。 さらに、 「交渉 ・成約」の段 階にいたっては、いずれの企業 も10件 以 下

とする回答 となっている。コス ト削減のための新規取引先の開拓 というイ ンターネ ッ

一12一



ト上の資材調達の狙いか らみて、この数値をどう理解すべきかは議論の余地がある。

(5)将 来 への展望 と進展 の た めの課題

将来への展望 につ いては、 「現状のまま維持する予定である」とす る回答が半数

強であ り、 「拡大す る予定である」が三 分の一強 とな って いる。残 りは、 「現在 の

ところ明確な方針はな い」 とす るもので、中止ない し縮小するという回答はゼ ロで

あった。 また、その進展のために必要な事項 について は、もっとも重要な もの とし

て、イ ンターネ ットの普及等の 「技術上ない しシステム上の課題」を挙げる回答 と、

取 引慣行の改善や内外 の法制度 の整備等 の 「制度上の課題」 を挙げる回答 とが、そ

れぞれ半数ずつであった。

β

2.2・3イ ンター ネ ッ ト上 の資材 調達 と法 的な 問題

(1)資 材調 達 シス テ ムの一 環 として のイ ンター ネ ッ ト利 用

以上のアンケー ト調査の結果の整理か らみるかぎ り、インターネッ ト上の資材 調

達が、これか ら、 どのような態様を基本 型として進展するか、必ず しも明 白ではな

い。上記のA社 に対す るヒアリング調査 の結果 も、ほぼ同様である。A社 の場合は、

ある調達部品のスペ ックを自社 の資材調 達ホームペー ジに開示 し、それによって 、

世界最廉価の部品と世界最良のベ ンダー を発掘する ことを狙 いとす るものである と

され る。 このよ うに、 「イ ンターネ ッ ト上 の資材調達 システ ム」は、 これ まで の

EDIの システムか らみる と、その前段階の、す なわち、取 引関係 に入 るのか否か と

いう受発注以前のプロセスをターゲ ッ トにしているものといえる。

この新規調達先の開拓 を目的 とするイ ンターネ ットの利用は、A社 の例 のように、

多 くの場合、資材に係る統合情報データベースの一環 として位置づけ られ、個別 契

約の受発注 のためのEDIや 他 の資材情報 とともに、資材調達 システムの一環 をなす

ものとして構築 されてい く傾向 にある。

(2)法 的 問題 につ いて の基本 的視点

インターネ ッ ト上 の資材調達が資材調達 システム一般 と統合 して運用 されて い く

として も、イ ンターネ ッ ト上の資材調達を一つのオープンEDIと みて、そ こでの問

題点 を受発 注取引にお けるEDIの 問題 に準 じて議論する ことは、とくに、法的な 問

題点 についていえば、ほ とん ど的外れ といえる。それは、継続的取引関係を前提 と

した契約 の成否 に始 まるEDIの 議論は、 ここでの取 引関係の形成へ向けてのプロセ
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ス とおよそ異質のものだか らである。

前記のアンケー ト調査で も、イ ンター ネ ッ ト上の資材調達の進展 を阻害 してい る

要因としては、多 くの企業か ら種 々の事 項が指摘 されている。 しかし、そ こでネ ッ

クとして指摘されている事項の多 くは、前述 のように、通信 ・伝達技術 としての安

定性やセキュリティ等 に関わるイ ンター ネ ッ トの側の技術上の問題である。また 、

最廉価の部品と最良のベ ンダーか ら購入 する という市場経済のメカニズムの妨 げ と

なっている、系列間の取引等の 日本的取 引慣行である。 これ らは、いずれ も、法 的

な問題に直接かかわるものではない。

ここで問題 としているインターネッ ト上の資材調達の固有の法的問題点 は、将 来

それが受発 注EDIと 連動 する統一システム とな る場合があるとして も、すで に本 研

究委員会の報告書で指摘 されているように(小 川憲久 「EC法 的問題調査研究報 告

書 一 新 しい企業間電子データ交換 につ いての検討 一」平成9年3月 、14頁)、

資材調達企業の募集とそれに対するベ ンダーの応募に係る問題 に尽きる ことになる。

(3)当 面 の法 的問題点 一 成約 まで の信 義則 上 の義務

イ ンターネ ット上の資材調達の現状か らみ ると、その法的商題点 としては、次 の

2点 がとくに留意されるべきである。

その第一は、募集する側の資材調達企業 と応募する側のベ ンダー との取引関係 の

形成過程における、信頼 関係 の保護の問題で ある。

資材調 達企業は、 自社のホームページ に調達部品 の仕様、数量、納期等の情報 を

掲載 して、応募する企業に対 して電子 メール による応募を求める。ベ ンダーは、 こ

れ に対 して、納品可能な資材、数量、見 積価格、生産能力等に係る自社の概要を電

子 メールで送ることになる。両者は、イ ンターネ ット上の これ らの情報について 、

それが虚偽のものであってはな らない ことはもちろん、誤解を招 くようなことのな

いよう配慮する必要がある。また、信義 に反す るような態様 によるそれ らの撤 回や

変更は許 されないことになる。

た しか に、成約 に至るまで は契約上の拘束 は生 じない。 しか し、 これ らの信義 則

上の義務 に違背すれば、いわゆる 「契約 締結上の過失」の法理によって、両者の 関

係 の契約成立への成熟の度合いをも勘酌 して、損害賠償責任 を負担す る結果 とな り

うる。

その第二は、両者の秘密保持ない し守秘義務 の問題である。これは、本質的には、

この第一の信頼関係の保護の問題に含 まれるものである。しかし、この守秘義務は、
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上記 に例示 した一般的な義務 とは異な り、交渉 当事者に課せ られたよ り具体的な 義

務 として認識 され位置づけ られるべき義務である。すなわち、資材調達の募集 と応

募に始 まる両者の間では、当初インターネッ トを通じて開示 された情報だけでな く、

それ以外の企業情報が、イ ンターネッ トを介 して、あるいはイ ンターネ ッ ト外の場

で交換 される ことになる。そこでの情報 は、営業秘密 として不正競争防止法 の規 制

の対象 となる場合もあ り、また、信義則上の守秘義務の対象 ともなりうる。そ して、

その違反 に対 して、損害賠償責任等の法的責任を問われ ることにもな りうる。 さ ら

には、その情報の内容 によっては、交渉の過程のある段 階で秘密保持契約 を交わ し、

この合意 によって守秘義務 を担保することが必要となる場合 もある。

(4)将 来 の法 的 問題点 一 デ ー タ伝 送の安 全保護

将来、イ ンターネ ッ ト上の資材調達が広 く行われ るよ うにな り、成約ないし成 約

にかぎ りなく近 い段階まで、インターネ ッ ト上のデータ交換で行われ ることが常 態

化す るよ うになると、受発注EDIやEFTあ るいは電子マネー等で問題 とされてきて

いるように、データ伝送の安全保護の問題への対応が必要 となる。すなわち、前 記

の報告書でも指摘 されているように、応募するベ ンダーの同一性や資格を担保す る

認証手続 きが必要 とな り、暗号化等 による内容の改変 に対する安全性の確保が問題

となる。そ して、その手続 きを履践す る ことと契約関係形成の法的効果 との連動 が

法的問題 とな りうる。

2.3イ ン ダ ーーネ ッ トに よ るEDI

2.3.1イ ン タ ー ネ ッ トEDI導 入 の 背 景 とそ の 要 因

(1)イ ンターネ ッ トEDI導 入 の状況

これまで のEDIは 、当事者である特定企業間 によって、 ビジネスプ ロ トコルや 通

信プロ トコル につ いてあ らか じめ合意 された協定の も とで、VANシ ステムや専 用

回線等(ク ローズ ド ・ループ)を 介 して 、データの交換が行われていた。 しか し、

この特定企 業間のEDIを 、イ ンターネ ットとい う通信 ・伝 達手段(オ ープン ・ル ー

プ)を 用 いて行 う方 向が展開されつつある。 この報告書では 、 このEDIの イ ンター

ネ ッ ト化 について、本研究委員会の作業部会が行 った製品 メーカー(B社)に 対 す

るヒア リングを基礎 に、その状況 と法的問題 を整理する。
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(2)イ ンター ネ ッ トEDI導 入 の要 因

企業がイ ンターネ ッ トEDIを 導入 した契機 については、前記 の ヒア リングによる

と、端的にいえば、経営戦略的な要 因とイ ンターネッ トの通信手段 としての機能 な

い し特性 とが相応 したことによるものと解 され る。

第一に、製品メーカーの多 くは、生産 コス トの削減に向 けて、最良の資材を最 も

廉価で購入するため、調達拠点 のグローバル化をめざ している。インターネッ トは、

まさに、 ワール ドワイ ドなネ ッ トワークであ り、その拠点 をどこにで も求め うる こ

とになる。

第二に、生産 コス トの削減の成否は、資材単価の低減化 とともに、部品調達業務

の省 力化 と納期短縮が大き く左右す る。 その ことは、調達拠点 のグローバル化に と

もない、とくに資材 輸入業務 にお いて主要な課題 となる。それは、BOLEROの プ ロ

ジェク トの例 にもみ られ るように、輸出入業務全般を連繋す るネ ットワーク処理 に

収敏されていくことになろう(本 報告書 第3章 参照)。 まず は、受発注 にかかる国

際取引のEDI化 が期待 されるが、現 段階では、それについても、必ず しも大 きな進

展 をみせていない。そのような状況 のなかで、一方では、インターネ ッ トが急速 に

普及 してきた。そ こで 、 この国際EDIを 試みる にあた って 、通信 ・伝達手段 として

は、これまで国内のEDIで 用 い られて きたクローズ ド ・ループのVANシ ステムを介

するのではな く、オープン ・ループのイ ンターネッ トを用いるという選択が現れて

きた。イ ンターネッ トは、VANシ ステムの場合 と異な り、ワール ドワイ ドなネ ッ ト

ワー クであるというだけでな く、あ らか じめビジネスプロ トコルや通信プロ トコル

について合意をし協定 を結ぶ必要 もな く、パ ソコンと電話回線 さえあればだれで も

容易に接続でき、通信 コス トが安 いというメ リッ トもあ り、それ らが、企業 に国際

EDIの 実施に踏み切 らせ る契機を与えている ともいえる。

2.3・2シ ス テム の仕組 み と問題 点

(1)イ ンター ネ ッ トの利用 へ の転 換

本作業部会が ヒア リングを行った製品メーカー(B社)の 国 際EDIの システムに

お いて、部品の発注についてイ ンターネ ッ トの利用 に転換 した業務処理の内容 は、

およそ、次の通 りである。

① 発注前の段階での業務処理

発注見込み情報
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製品メーカー⇒⇒部品 メーカー(従 来はファックス)

② 発注段階での業務処理

注文書(注 文データ)

製品メーカー⇒⇒部品メーカー(従 来 はファックス)

納期 回答(&受 信確認)

部品メーカー⇒⇒製品メーカー(従 来はファックス)

③ 発注後 の段 階での業務処理(集 荷指示 ・督促管理 ・受入れ)

送 り状(ベ ンダー ・ボイス)

部品メーカー⇒⇒製品メーカー(従 来は郵送)

なお 、将 来 的 にイ ンターネ ッ ト利用へ の転 換 を考慮 してい る業 務の処 理 として は、

現 在 はデ ィスバ ッチ ャー に対す る ファ ックス で行 って いる シ ッ ビング ・ス ケジ ュ ー

ル 〔製品 メー カー⇒⇒部 品メー カー〕 と、現 在 は郵送で 行って いる送 り状(ベ ンダー ・

ボイ ス)〔 部 品 メー カー⇒ ⇒ デ ィスバ ッチ ャー⇒ ⇒製 品 メー カー 〕 とが あげ られ て

い る。

(2)イ ンター ネ ッ ト利 用 の問題 点

国際EDIに おけるイ ンターネ ッ トの利用を実際に実施 して、そのメ リッ トとして

あげ られているのは、導入に際 してその 目的としていたもの と一致 している。す な

わち、部品の調達業務の省力化 と納期短縮お よび通信コス トの低減が、明白な形で

実をあげているとしている。また、注文 書等 の着信確認 の便宜性、すなわち、電話

や ファックスによる確認が不要 となった点 も強調 されている。 もっとも、 これ らの

諸点は、イ ンターネ ットEDIを 導入したことのメリットというよりも郵便ないしファッ

クスか らEDI化 した ことによるメリッ トにすぎないともいえる。

これ に対 して、イ ンターネ ッ ト利用の問題点 としては、デ ータ着信 の不安定が指

摘 されている。具体的 には、伝送 されたパケ ッ トの順序 の逆転等の トラブルの経験

があるとされる。 もっとも、 このような トラブルは、電話や ファックス等による確

認 によって補正が可能であるし、受発注 に関わ るものであるかぎ り、そのデータの

内容か らしても、取 引上致命的な問題 とはな らないとされている。そのよ うな事 情

もあ り、 ヒア リング の段階では、EDIと ファックスとが併用 されてお り、業務省 力

化が不徹底な結果 となっている、 という。そのような問題が技術的に克服 されデ ー

タ着信が安定 した ら、ファックス との併用は廃止する方針である、とされて いる。
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このヒアリングで指摘 されたイ ンター ネ ッ トのデー タ伝送の安定性等の技術的 な

信頼性については、前述のアンケー ト調 査でも複数の企業が指摘 して いる問題で も

ある。イ ンターネ ットのユーザー の急激 な増加 とその多様な利用の普及によって ト

ラフィックは著 しく増加 し、EDIに 限 らず、渋滞等を含む伝送上の トラブルは大 き

な問題 となってきている。

しか しなが ら、 このような技術的な問題は、いわゆるNGI(次 世代イ ンターネ ッ

ト)の 構築によ りそれほど時 を経ず して解決 され るものと考え られる。すなわち 、

現在、光 ファイバーによる大量で高速の伝送を可能 とし、ダウ ン ・ロー ドの高速処

理 を可能 とする等 の技術革新 を含 むNGIが 開発 されその構 築が進 みつつある。 こ

のNGIは 、 これまで指摘 されてきたようなインターネ ッ トの技術的な信頼性に関 わ

る不安を克服するもの として期待 されている。

(3)イ ンター ネ ッ トEDIの 法 的問 題点

今 回の ヒア リング調査 によって 、イ ンター ネッ トEDIに お ける固有 の法的問題 を

とくに見 いだす ことはできなかった。

まず、特定企業間のEDIに お いてイ ンターネッ トを利用する場合 には、従来のEDI

との違 いは、そ の伝 送 のツー ルがVAN間 接続等 の クロー ズ ド ・ル ープかWWW

(WorldWideWeb)の オープンループかの違 いにす ぎないといえる。 したがって、イ

ンターネ ット固有の法的な問題 としては、 システム管理者のあ り方 と伝送方式の違

いを配慮 した、 トラブルへの対応 の取決めが中心となろう。

また、資材調達におけるインターネ ッ トの利用 について も、現状では、個別契 約

の段階 まで不特定企業に対 して完全 にオープ ンなものが実施 されて いるわけではな

い。また、一般的には、アンケー ト調査か らもうかがえるように、将来的にもそ の

ようなオープンな資材調達が想定 されて いるわ けではない。その際、前述のような

契約交渉過程 における信義則上の問題は あるにして も、イ ンターネッ ト利用 に固有

の法的問題 というわけではない。

法的問題 としては、 これ までのクローズ ドな企業間EDIに お けるもの と基本的に

は同質の ものである。
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3.BOLEROプ ロ ジ ェ ク ト

(担当)大 野 幸夫

始めに

昨年度は、貿易金融EDIの 実務契約上の法的問題点 に主眼をおいて議論 を進 めた。本

年度 は、世界的規模 で新規 プロジェク トが進んでいるrBOLERO」 についての現状 を紹

介すると共 に、今後の問題点 と課題を取 り上げることとしたい。

3.1BOLEROの 概 要

3.1・1BOLEROの 発 展 と現 状

BOLEROプ ロ ジ ェ ク トは 、 現 在 、SW【Fr*(TheSocietyforWorldwideInterbank

FinancialTelecommunications.c.:国 賊 行 間金 融通信 協 会)を 利 用 す る第2段 階(以 下 で

は これ を 「新BOLERO」 と い う)に 至 って い る。 そ の原 形 は 、貿 易取 引手 続 の 電子 化

を 目的 と して 、 欧 州 委 員 会(EC)主 導 のコ ン ソー シ アム が1994年4月 ～1995年9月 に

か けて行 ったパ イ ロ ッ トプ ロジ ェ ク トに遡 る(米 ・英 ・香 港 ・ス ウ ェーデ ン等 の輸 出

入 、船 会社 、運 送事 業 者 、銀 行 の26組 織 が 参加)。 この プ ロジ ェ ク トの 目的 は、第 一

に、 船 荷 証 券そ の 他 の 貿 易 関 連 書 類 の 電 子 化 を実 現 す る 為 の 第 三 者 機 関(TII):

Trusted'lhirdParty)を 利 用 す る実験 、第二 には、セ キ ュ リテ ィ要 件 を満 たす 為 にTII)

システ ム に要 求 され る機能 、第三 には、電 子 サ ー ビス実 施 上発 生 す る法 的 ・商 業 的 問

題解 決策の検 証(電 子 署 名発行 ・認証 手 段 によ る電子 的裏 書譲渡 の可能 性確 認)で あ っ

た。

3.1.2BOLEROの 機 能 とシステ ム

a)当 事 者 の メ リッ トと機 能

EDI構 築によ り、貿易関連書類の共 通基盤設定(標 準化 ・ペーパー レス化)が 実

現すれば、書類作成 の錯誤、配送遅延、偽造 ・変造等 の リスクを回避 しコス トの削

減 もはかる こζがで きる。1995年 のAPECレ ポ ー トでは、貿易取引一件当た り最大

27の 取 引当事者 と最大40種 類の貿易関連書類が必要と指摘 されている。書 き込 まれ
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るデータは、上記の ように最大200項 目もあ り、そ の内30項 目は、実 に30回 以上 の

反復記入が行われている。 また、全項 目中一回以上反復記入(転 記)が 必要なデー

タは、60～70%に も達 す ると報告 されている。EDIに よる 自動処理機 能によって 、

紙の束か ら解放され転記 ミス をな くすだ けでも、多 くの取引当事者が、効率化 とコ

ス ト削減 メリッ トを享受できることが理解 されよう。

b)パ イ ロ ッ トプ ロ ジ ェ ク トの シ ス テ ム 構 成

(1)中 央 登 録機 関(CR:CentralRegistry)

CRは 、貨物 と船 荷証 券 等 の 貿 易 関連 書類 の デ ー タ ベ ー ス を 保 全 して 、取 引 に

伴 う貨 物 を追跡 し船 荷証 券 の所 有 権 変更 を処 理す る。ユ ーザ ー**と 送付 され て く

るメ ッセ ー ジの署 名 の正 当 性確 認 は、RSA方 式 によ る暗 号 とデ ジタル署 名 を利 用

す る。

(2)ユ ーザ ー登録 機 関(サ ブス ク ライ バ ーデ ィ レク トリ)

ユー ザ ー のパ ブ リッ クキー 証 明書 の 登録 を行 う組 織 。CRに 保管 され て い る詳

細な証 明事 項 は、定 期 的にサ ブスク ライバ ーデ ィレク トリの内容 と同期化 され る。

(3)認 証機 関(CA:CertificationAuthority)と 登 録機関(RA:RegistrationAuthority)

多 く のユー ザ ー(輸 出入 者)の 参 加 が見 込 まれ るの で、本 人確 認 の為 のCAは

不 可欠 とな る。CAは 、 ユ ー ザ ー のパ ブ リックキ ー 証 明 書 の作 成 を行 い 、サ ブ ス

ク ライバ ーデ ィ レク トリへ 送 付 す る。パ イ ロ ッ トプ ロジ ェ ク トにお いて は 、CA

が 、ICカ ー ド(秘 密 キ ー 内蔵 の ス マー トカ ー ド)を 発行 しユ ーザ ーへ 渡す 役割 も

果 たす形 を とって い る。但 しこ れ は、 図1に 示 され るよ うに本 来 は別 組織 で あ る

登録機 関(RA:RegistrationAuthority)の 機能 で あ る ことに注 意す るべき であ る。

lTh・B・ler・M・d・]

Accredited

networks

Interface

Users

図1Boleroの 構造(出 典:東 京三菱銀行)
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(4)ネ ッ トワー ク

メ ッセー ジは 、EDIFAcrを 利 用 し、X.400の ネ ッ トワー クを用 い て いる 。デ ィ レ

ク トリ相 互 間 の通 信 にはX.25プ ロ トコル が使 用 され る。

(5)ユtザ ー プ ラ ッ トフ ォー ム

ユ ーザ ー プ ラッ トフォー ム は、貨 物 と貿易 関連書 類 のデー タベ ース を保 全 し、 ユー

ザ ー のデ ー タ入 力 とCRか らの メ ッセ ー ジ受信 とによ って更 新 され る。

1一ー ー 一 一

経営1

1

　講 烹⊃ll
HarmonisationLayer

1
X400

Is&F
Http

C/S

SMTP

S&F

|

プ
一

/一[…－

USER

Domain

PublicX25 lP

lnternet

巨

●

＼
ToolkitlSec卜

lDi・e・tAccess User

Gateway
lT・ ・lkitl 一→Secl

■

Certification

Authority

CENTRAL

DISTRIBUTED

中央統括

㊥
Registration

Authority

lSWIFTDomainl

図2ProposedSystemArchiteCture(当 初 案)(出 典:東 京 三 菱 銀 行)

*SWIFTは
、1973年 に欧米15カ 国の239の 銀行 によって設立された非営利 の共同組合組織で ある(本 部

は、ベルギ ーLaHulpeに ある)。 国際銀行間の決済情報交換(銀 行間振替顧客 送金等のデータ通信)

を目的としている。1996年 現在 の参加国151、 ユーザー数は5917で あり、世界の大手国際銀行 の大 半

が加入 している。ユーザ ーは以下の3つ に分類され る。 「メンバー」は出資銀行、 「サ ブメンバー」

はメンバーの海外 支店 ・現地法人 、 「パーテ ィシパ ン ト」は証券 会社 、取引所、 投資顧問 ・証券 預

託機関等である。 「年次総会」が最高意思決定機関であ り、その下 に 「理事会」がおかれその下で4

つの委員会組織が活動 している。各国毎 にユーザーグループが組織 され、 日本 には 「スイ フ ト・ユー

ザー ・グループ連 絡協議会」 と 「ナショナル ・メ ンバー ・グルー プ協議会」が設 置されている。 現
'在のSWIFTシ ステムは

、1992年 に稼動 したSWIFTIIで ある。信頼性の高いメッセー ジ交換 システムは、

一 日あた り約2 .5兆米 ドル以上の金額 のペイメン トメッセージを交 換 している。その他証券 ・外国為

替 ・デ リバティブ、貿易取引等 のシステムを提供 している。年間600百 万 を超える膨大な メッセー ジ

がsw[FT経 由でや り取 りされて いる。

**ユ ー ザ ー と し て は、 貿 易 業 者 、 運 送 会 社(Carrier)、 海 貨 業 者(FreightForwar〔kr)、 銀 行 、 保 険 、

税 関 ・港 湾 当 局 を 含 め 貿 易 関 連 事 業 者 が 想 定 さ れ て い る 。
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3.2新BOLEROの 展 開

3.2.1中 立的 な プ ラ ッ トフォ ーム の実 現

新BOLEROのBRS(BusinessRequi「ementsSpecification:業 務 要件仕様→詳細は後述)で

は、貿易関連書類の電子的環境の構築は、複雑なジグソーパズル と捉 えられている。

パズル の部品 の幾つかが欠 けてお り、 これを繋 ぐ技 術要素 の一 つが電子デー タ交換

(EDI)と 考 えられているが、実際には1970年 代以来遅々として進まずEDIを 利用 して

いる企業は、全世界で5%に 満たない状況 にある。

一方で、外 国貿易手続実務では200を 超え るデータ要素が必要 とされ、 これに要す

る事務管理 コス トは国 連の推計で は、実に貿易総額 の7%(わ が 国の輸 出入総額約80

兆 円とすれ ば5兆6千 億 円 となる)に 達 している。BOLEROサ ー ビスの目的は、電子 的

文書 を共通のアプローチで繋ぎ合わせて価 値 を創 出することにある。特定の手続や排

他的 ・専用 システムに依存せず取引連 鎖(TradingChain)を 実現できる法的環境 とオー

プンなネ ッ トワーク技術(UN/EDIFAcr等)が 求 め られている。

このよ うなユ ーテ ィリテ ィ ・プラッ トフォームが実現すれ ば、参加企業は、事業単

位や取引先毎に複数のシステムを構築する苦労か ら解放 され、顧客(ユ ーザー)は 埋

め込まれたツールキ ッ トを利用 しての接続が容 易とな り、大きな効用(SWIFrの 試 算

では、事務管理コス トの30%が 削減可能 とされて いる)が 期待できるのである。

3.2.2貿 易実 務EDI化 と新BOLERO

a)グ ローバルな運営機能

上記 の取 引連鎖(TradingChain)を 実現する為 に、貿易実務参加者 の全てが利用 で

きるものである必要が ある。

b)法 的枠組

貿易取引面では、企業は特定 国の法律 には拘束 されず、データ交換 による電子 的

取 引が行われ るが不 明瞭 さがつ きまとった。そ こでそのデー タが契 約、流 通証券

(negotiabledocument)や 支払いに関わる場合 は、明確な法制度が求 め られる。

c)規 格

電子的環境では、文書 ・運用 ・安全 ・ネッ トワーク規格が必要 となる。 これ には、

国内外のグループや公共 ・民間セ クター、様 々な利害団体等 が関わって くるが統 一

に向けて主導的な力が必要である。
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d)セ キ ュ リテ ィ

セ キ ュ リテ ィ を ほ とん ど考 え な くて い い情 報 もあ るが、 商取 引上重 要 な情報 や 流

通証 券 の場 合 には 、認 証(authentication)、 否 認不 可性(nonrepudiation)、 秘 密 保

護 が必 要 とな る。

e)ハ イ ブ リッ ドな環 境

紙 か らEDIへ の過 渡的期 間 にお いては 、EDIと そ れ以前 迄 の情報 交換 につ いて 、ハ

イ ブ リッ ド(併 用 可能)な 利 用 環 境 の提 供 が決定 的 に重 要 にな る。 このよ うなハ イ

ブ リ ッ ドな環 境 自体 が 、一つ の シス テムへ の統 合 を従 来か ら妨 げてき たか らであ る。

f)ビ ジネ スケ ース

EDIの 利 点 は 、 電子 的取 引 を介 し 、価 値 連 鎖(valuechain)に よ り情報 が統 合 さ

れ る点 にあ る。 全 て の 当事 者 に共 通す る アプ ローチ が な けれ ば多 くの企 業で は 投 資

を正 当化 す る ことは で きな い。

*こ れ らの問題 が解決さな い限 り
、効率 ・顧客サー ビス ・収入 を改善する可能性があってもEDIは 中々

進展 しないとみ られる。

3.3新BOLEROプ ロ ジ ェ ク ト とSWIFT

3.3.1SWIFTと 国 際 金 融EDI

SWIFTは 、1991年 よ りEDIサ ー ビス のテス トを開始 してお り、1995年3月 の理事 会 に

お い て 、 金 融 取 引EDI(FinancialEDI:支 払 及 び 関 連 情 報 が対 象)と 貿 易 取 引EDI

(TradeEDI:貿 易取 引 に関す る全 て の 書類 を対 象)の 二 つの タス ク フォー ス を作 り、

新 た な 国 際 金 融EDIへ の取 組 み を始 め た 。貿 易 取 引EDIタ ス ク フ ォー ス は 、BUA*

(BoleroUserAssociaton)の 要請 もあ り、BOLEROプ ロジ ェ ク ト実用 化 に向 けて の協

力 を行 って きた 。 この要請 の基 礎 には、貿 易取 引実務 電子化 のデー タ フ ロー の過程 に

銀 行 を明確 に組込 む必 要 が ある との 目的が あ った。

3.3.2SWIFTとBOLEROと の 提 携

1995年12月 、パ イ ロ ッ トプ ロジェ ク ト終 了後 、BOLEROコ ンソー シ アム は、次 の 事

業 化 に 向 けての推 進主 体 としてSWIFTが ふ さわ しい との声 明 を出 した。SWIFTは 、 上

記 の事 情 もあ り、BOLEROに は、事 務 局 と して参 加 して いたが これ を契機 と して組 織

内 に理 事 を含 め たBoardTaskForceを 設 置 した他 、 そ の諮 問機 関 と してBankAdvisory

Group(日 本 を含 め て10カ 国 の銀行 代表 メ ンバー で構成)を 結 成 し検討 を進 めて き た。
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1997年 、SWIFTは 、 両 組 織 を 解 散 し 新 た にTrClub**(ThroughTransportClub:

ThroughTransportMutUalInsuranceAssociationLtd .)と 共 に 、 各 々3名 ず つ(合 計6名)

のBOLEROプ ロ ジ ェ ク トの 為 の 暫 定 理 事 を 選 任 し、 今 後 の 事 業 化 シ ス テ ム の詳 細 を 検

討 ・決 裁 で き る 体 制 づ く りが な され て い る 。

*BUAは
、銀行 、海運業者、保険及び一般企業 を会員 として、BOLEROプ ロジェク トの商業的実用 化

を目指 し結成 された団体で、1996年6月 時点、世界各国の45の 銀行が参加 している。

**TTCI
ubの 本部 はバ ミューダにあり、1970年 に設立 され コ ンテナ運送に関わる リスクを補填する保

険業務 の運営 目的で作 られた相互保険協同組合で ある。 メンバー は、貨物 ・運送 取扱人、コンテナ

船オペ レター、航路オペ レター 、港湾当局等で ある。メンバー数は30(1970年)か ら5000余 の保 険

金受取人迄拡大 している。理事会は、総 勢23名 で 日本の川崎汽船 も理事会社 となっている。

3.4新BOLEROの 構 想 と事 業 化

3・4・1推 進 母 体(SWIFTとTTCIubに よ る新 事 業 会 社 設 立)

新BoLEROの 事業 化 に 向 けて、推 進 母 体 とな る機 関設 立 が必 要 とな り、swlFTとTr

Clubと が1/2ず つ出 資 し て 合弁 会 社(JointVenture)を 設 立 す る方 針 で あ る。 当 初 、

1997年4～6月 に、新 合弁 会社 が 設 立 され る予定 で あ ったが 、事 業化 の詳 細 な検 討 に 時

間 が かか り、航 空貨 物 の他 にオ イル タ ンカ ー も加 え る等 対象 範 囲が拡 大 された こ と も

あ り予 定 が遅 れて い る。

3.4.2新BOLEROサ ー ビズ の使 命 一一「安全な伝送確保の為のプラットフォームの構築」一一

3.2項 で述べた様 に、パイ ロッ トプロジェク トの成果 やEDI化 の課題 を踏まえて、一

つには機能が実証され、信頼性の高いテクノロジープラッ トフォームによる情報伝送 ・

機密 ・正確な指図の保証が求め られ る。 この為 には、各参加者(ユ ーザー)は 、ル ー

ルブックに基づ く契約 に従 い厳格 な責任 と義務 を負担する こととな る。二つには、安

全な伝送の提供である。情報の完全 なセキ ュリテ ィを提供す るには、個別システム や

ネッ トワークか ら独立 した認証 ・否認不可性 ・完全性 の保証が必要 となる。 ここでは、

当該 国の法律が許すな ら情報 を暗号化する ことも可能 とされねばな らない。 「安全 な

伝送確保 に向けた中立的でグローバルなプラッ トフォームの構築」が、新BOLEROサ ー

ビスの目標 となる。
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3・4・3新BOLEROシ ステ ム成 功 の要件

本 プロ ジェク トを成功 させ る には、 上記に加えて、以下に示す要 件が必 要とみ ら

れ る。

○グローバル性:新BOLEROの 提供す るシステムは、世界的な広が りを持ち(グ ロー

バル性)、 産業 ・国家 ・利用者企業を超 えたサー ビスを提供する。

○中立性:サ ー ビス提供者として、中立な立場 を保全する。係争解決手段 を提供 し、

秘密 を守 り、いかなる組織や産業セ クターの利害にも関わ らない。

○法的環境の整備:ユ ーザー間の多角的契約(multilateralcontraCt)で あるルール ブッ

クによって、電子的文書 を安全に授受す る法的枠組が提供され る。

○共通手順の提供:共 通 のプラッ トフォームが提供されるので、ユーザーは定め ら

れた手順 に従 い一つの画面で相手 と送受 信ができる。 この手順 とは、文書規格 で

はな く、ユニバーサルな技術的規格 の提供を指す。

○業際的サー ビスの提供:新BOLEROで は、実用的な情報蓄積 機能が提供されるの

で、共通の産業規格 も併せて利用すれば様々なサービス相互 間(ア プ リケーシ ョ

ン ・イ ンテグ レーション ・ネ ッ トワー ク等の分野)に おいて、競争的な市場の発

展 を促進する。即 ち付加価値サー ビス開発のプラッ トフォーム としての役割 を果

たすので ある。

3.4.4シ ス テ ム 構 成(図3参 照)

新BOLEROシ ス テム構 成 は 、 パ イ ロ ッ トプ ロ ジ ェク トの場合 と基 本 的 に変 わ らな い

が 、以下 の4点 に特 徴 が あ る(1997年10月 時点)。

Boler

User

Bo|er

User

ValueAdded

Services

図3Boleroの シ ス テ ム ・ア ー キ テ ク チ ャ ー(出 典:BoleroBRS1.0)
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(1)共 通 の安 全対 策

電子化 され た貿易文 書の安全 な授受 の為 に認証機 関(CA:CertificationAuthority)

と登録 機 関(RA:RegistrationAutlority)を 設 置 し、非対 称 暗号 を用 い る電子署 名

等 の安 全策 を提供 す る。

(2)拘 束 力 の あ る法 的環 境

ユ ーザ ー は、 シス テム に参 加 す る にあ た り、ル ー ル ブ ック(lntemationalBolero

RuleBook)と 称 す る統 一 約款 に署 名 ・同意 す る こ と を要 求 され る。国 際取 引や

電子 商取 引につ いて は統 一 的基準 が な く各 国法 制 、国 際取 り決 め も異 な るので 、

このルー ルブ ック の承 認 ・署名 によ って 、新BOLEROシ ステ ムを利用 す るユ ーザ ー

全員 が法 的 に拘束 され る形 を と って い る。

(3)通 信 サ ー ビス

新BOIJiROシ ス テ ム は、認 定 された ネ ッ トワー ク(AccreditedNetWork)を 経 由

して、EDI・ イメー ジ ・テ キス ト ・VAN・ イ ンター ネ ッ ト等 あ らゆ るタイ プ の メ ッ

セ ー ジ交 換 を可能 にす る。 ま た、 ツー ル キ ッ トを提供 してユ ーザ ー の ア クセ ス を

支 援す る。

(4)タ イ トル ・レジス トリ(TitleRegistry)

従 前 の シス テム にお け る 中央 登録 機 関(CR:CentralRegistry)に 該 当 し、権 原

証 券で あ る船荷 証券 の内容 と権 利 関係 を 電子 化 した デー タ ベー ス を保 全す る機 能

は、 同様 で ある 。但 し、 従来 はCRで 船 荷 証 券 以 外 の貿 易 関連 書 類 も管 理 す る こ

ととされ て いたが 、現 時点 の構 想 で は 、管 理 対象 は船 荷証 券 に絞 られ て い る点 に

注意す べ きで あ る。

3.4.5事 業 化 に 向 け て の 作 業 状 況

(1)BRS(BusinessRequirementsSpecification:業 務 要件 仕様)

新BOIEROプ ロ ジェ ク トの基本 的 な考 え方 や システ ム の大 綱 を記 した 資料 と し

てBRSが 作 成 され 、1997年9月 に 公 表 さ れ た 。 実 際 の 業 務 内 容 を展 望 して 新

BOIJ2ROサ ー ビス のシス テ ム構築 とそ の骨 格 を示す もの で あ る。

今後 は、 これ を基 に して産 業 団体 や個 別 企 業、 各 国 当局等 に、貿 易 関連 書類 取

扱 上 の問題点 の レ ビュー を行 い評価 を受 け た後 、改定 版 が作 成 され る予 定 とな っ

て い る。

(2)事 業化 へ の評 価(CommercialAssessment)

新BOLEROシ ス テム の 稼動 に よ って 、関 係 者 が どの程 度 の メ リッ トを受 ける か
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につ いて具 体 的 ・数 量 的 に分析 が な され た(輸 出入業 者 、船会 社 。金 融機 関 、 石

油 ・コ ン ピュー タ メー カー 等)。 大 幅な コス ト削 減 、合理 化効 果 が確 認 され た と

い うが詳細 は明 らか に され て いな い。

(3)ル ール ブ ック

全ユ ーザ ー が拘 束 され る法 的取 決 めで あ り、新BOLEROプ ロジ ェク トの大 き な

特徴 の一 つで あ る。第1版 につい て、世 界 の主 要 な法 体 系 の 中か ら18カ 国 の法 律

専 門家 、 関係者 か ら意見 を聴取 して、妥 当性 を検 証 し条文 改定 の作業 が行 わ れ て

い る。

(4)技 術 的検 討

BRSの 内容 に従 い、新BOLEROシ ステ ムで 利 用 され る 暗号 やセ キ ュ リテ ィ シ ス

テ ム 、 タ イ トル ・レ ジ ス トリ の デ ー タ ・ベ ー ス に つ い て の 技 術 面 の 検 討

(FunCtionalandTechnicalValidation)が 、 この分野 を担 当 して いるSWIFTの ス タ ッ

フによ って 進 め られ て い る。

3.5新BOLEROプ ロ ジ ェ ク トの 法 的枠 組 と契 約

3.5.1ル ー ル ブ ッ ク(RuleBook)の 定 め る 法 的 枠 組

BOLEROプ ロジ ェ ク トで は 、 国 内外 の貿 易取 引 と関 連す る国際 協 定 に準拠 し、ユ ー

ザ ー に対 し、予測 可 能 で安 定 か つ公 正 な(predictable,stableandequitable)法 的環 境 を

提供 す る 目的でル ー ル ブ ック を策 定 中で あ る。策 定 作 業 の参 考 とす るため 、 これ ま で

に世界 の18カ 国 を選 び 、 法制 上 の 問題 が調 査 されて いる。 以下 で はル ール ブ ッ クの 定

め る主要 項 目を掲 げ る。

a)「 機能等価アプローチ」 の採用

貿易取 引の各場面(販 売 ・輸送 ・金融 ・信用状 ・貨物保険等)で 、新BOLEROシ

ステムを利用す るユーザーが、相手方 との関係 において紙形式(書 面)と 同等 の機

能 を保証する。 この機能 は、国連国際商取 引委員会(UNCITRAL)が 電子商取 引モ

デル法案作成 に際し提案 した考 え方 に立脚 している。権原証券の取扱 と権利移転 は、

法律的に拘束力があ りかっ紙(証 券)上 に化体 された権利は、電子的環境にお いて

も現 に存在す ると説 明される(UNCITRAL電 子商取 引モデル法17条(3)参 照)。

b)貿 易取 引関係 当事者 間の微妙なバ ランスの維持
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c)デ ータメッセージの証拠能力 と証拠 の重 さの取扱

d)送 信者の送ったメ ッセー ジにつ いては、否認不可性 を採用

e)「 原本性 の保証」

メッセー ジ上の権利 が、同 じユーザー によって何度 も移転できない ことを保証 す

る。新BOLEROシ ステムでは、データメッセージに基づき権利移転がなされるので、

そ のメッセージが原本 である こと(唯 一性保証)の 証明 に必要なシステム面 の防護

強化条項を設 ける。

f)多 くの基本契約の中か ら、特 に輸送 契約 と信用状に関する標準 条項を直 接或い は

参考資料 として組込む。

g)準 拠法を指定する。

h)ル ールブックの解釈 上の争いについて、解決手続 を定める。

基本契約 には干渉 しないという目的に沿 って、ユーザー に対 しては争いの原 因

がルールブ ックの解釈上の疑義だけな らば、特定国の裁判所 の救済 に委ね るこ と

を義務づけず、ルール ブック自体 に解決できる手順 を定 める。

3.5.2サ ー ビス 契 約

この中 には、サ ー ビス の利用 、 ア クセ ス 要 件 、価 格設 定 、サ ー ビス の実 行 に関す る

項 目が盛 り込 まれ て い る。

ユ ーザ ー は、BOLEROと の契約 書(直 接 又 は間接)及 び サー ドパ ー テ ィ のセ キ ュ リ

テ ィサ ー ビス提供 者 と の契約 書 に署 名す る。BOLEROは 、BOLEROシ ス テム の認 定 サ ー

ビス提供 者 との契約 書 に署 名 す る。 これ らの契 約 は、 サー ビス ・セキ ュ リテ ィ ・責 任

の レベル 拘束 す る。サ ー ビス契 約 は 、ユ ーザ ー とBOLEROの 間 の義 務及 びBOLEROと

サ ー ドパ ーテ ィサ ー ビス提 供者 間で の義 務 を詳 細 に定 め るの に必 要 とな る。

ユ ーザ ー に直 接提 供 され るサ ー ドパ ー テ ィサ ー ビス は 、BOLEROサ ー ビス の対 象 と

は な らず 、ユ ーザ ー の責任 にお いて行 われ る。 同様 に契約 もBOLEROを 経 由 しな い。

3.5.3責 任 と義 務(R&L:ResponsibilityandLiability)

ユーザ ー の基 本 業務 を保 護 し、 シス テム 運 用 の信 頼 性 を 確保 す るに は、 厳格 なR&

L方 針 が必 要 とな る。R&L方 針 は 、BOLEROサ ー ビス のあ ら ゆる面 に妥 当す る。R&L

方針 は、以下 の点 を保 証す る こ とが 検 討 され て い る。

a)ユ ーザーか ら受信が確認 された全ての情報 は、 その指示 に従 って管理される。

b)全 ての情報 は、ルール ブック、サー ビス契約叉 はユーザ ーの指定す る期間中安
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全 に管 理 され る(シ ス テム故 障 時 の限定 され た デー タ喪 失 は除 く)。

c)ユ ーザ ー は 、BOLEROサ ー ビス か ら要 求 され る全 て の情 報 の受信 を確認 で き る。

d)予 定 さ れ た停 止 時間 と一 定 の連続 時 間枠 内の予 定 しな い停 止時 間 との場 合 を 除

き 、BOLEROサ ー ビス は 、1週7日 、1日24時 間利 用 可能 で あ る。

e)災 害時 には 、一定 時 間経 過後 、利 用可 能 とな る。

f)セ キ ュ リテ ィイ ンフ ラは、送信 者 の証 跡 、否 認 不 可性 、指 図/文 書 内容 の完 全 性

を提 供 し、外 部 か らの攻 撃 にも対 処 で きる。

g)運 用 上 の対 処 で 、 改窟 は防止 され る。

h)受 信 情 報 は全 て機 密 が 守 られ る。

i)ネ ッ トワー ク とソ フ トウェア との アプ リケ ー ショ ンイ ンター フ ェイス(APIs)は 、

BOIJiROサ ー ビス の趣 旨に合 うよ う に正 し く開発 ・保 守 され る。

j)登 録 され る 全 ユ ー ザ ー は、 認 証 さ れ 、資 格 のあ るユ ーザ ーだ け が 自分 自信 の セ

キ ュ リテ ィ情 報 に ア クセス で きる。

これ らの責任 を果 たす為 には、明確 な賠償義務が必要 となる。BOLEROサ ー ビス で

は、他 のサー ビス提供者 とは、全 く異なった視点か ら賠償 を実行する。通常、貿易書

類サー ビス提供者 の契約では、その賠償義 務は トランザ クシ ョン価格の倍額か或い は

低い方の固定金額 に限定 される。BOIEROの アプローチは、ユーザーの料金ではな く、

基本 となるビジネス トランザ クシ ョンに従 って計算 される。例えば、BOLEROサ ー ビ

スの故障が原因で貨物 の通関に必要な書類 が遅れた場合 には、契約に定め られた限度

内で遅延 に関わる債務が発生することにな る。 これが電子取 引文書市場 の発展 に必要

な正当な基盤確立 に必要な保証 となっていくのである。
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3.6新BOLERO展 開 上 の 問題 点

新BOLEROシ ス テム の概 要 を説 明 した が 、全 体 の整理 をかね て 、 このプ ロジ ェク トの

基 本 枠 組 た るBRSに 対 す るFISC(TheCenterforFinancialIndust「yInfomationSystems

(Japan):(財)金 融情 報 シス テム セ ンター)の 評 価(要 旨)を 紹介 してお き た い。(「 ク

ロス ボー ダー取 引にお け る金融EDIに 関す る研 究 会 」FISC;平 成10年2月 ,22～25頁)

3.6.1貿 易金融EDI導 入 の メ リ ッ ト

●書類 ・データ関係

ペーパーレス ・自動化 による迅速かつ効率的処理実現 とコス ト削減(搬 送 ・保管 ・

点検簡 素化等)。 電子情報 によるデータ保存の一元化 、偽造 ・変造の防止。

●人的側面

輸 出入書類 に関与す る人員削減 、教育費の負担軽減。

3.6.2今 後 の検 討課題

●法的側面

a)BRSや ルール ブックの規定の抽象性や 不明確 な記述の為に、タイ トル ・レジス

トリ(TitleRegistry)、 認証機 関(CA)、 登録機 関(RA)、 認定サー ビス提供 者

等の役割 ・機能や責任分担が不 明確で ある。

b)メ ッセージのデ リバ リーの みを保 証する といって も、内容 につ いてBOLEROが

責任 を問われないとはいえない。否認不可性(nonrepudiation)に ついても、その

意義が不明確である(メ ッセージの同一性 、メッセージ成立 ・作成者 の真正性 、

メッセージ発 ・受信の確認なのか等)不 明で ある。 メッセージの証拠能 力はど こ

迄保証されるのか。

c)貿 易取 引相手方 との関係で、紙形式(書 面)と 同等 の機能 を保証す る 「機能 等

価アプローチ」を採用 しているが、ルール ブックに署 名 しない荷受人に対 して は

どのような扱 いをするのか?又 、書面 とデー タが混在す るとき電子署名や認証 書

の取 り扱 いが国によって異なる場合 どうす るのか(原 産地証明のよ うに最後迄紙

で残 る書類でもデータ化 を巡 り同様 の問題が生 じる)。

d)B/Lが 、電子署名 による裏書 によって転 々流通す る場合、署名の信葱性 を確認 ・

遡求する手法は どのようにす るのか?メ ッセージに表示 された権利の二重譲渡不
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能 は登録 システム ・再使用禁止技術 いずれで対処するのか。

e)そ の他 、荷為 替手形 の扱 い、紛 争の裁判 管轄、税(印 紙代)の 取 り扱 いや営業

秘密 ・プライバ シー保護 も問題 となって こよう。

●技術的側面

a)偽 造 ・変 造 ・本 人確認 に関 し、新BOLEROで はいかなるセキュ リテ ィ対策が な

され るのか。タイ トル ・レジス トリ、CA、 利用者間で電子署名 ・公開キー ・IC

カー ドをいかなる手順で用 いるのか。技術革新への対応策 は どうす るのか。

b)安 全運用 を確 保する為のツールキ ッ ト等 の保守 ・安全対策 や体制整備はどうな

るのか。

c)各 国 の主要な ベンダー(大 口ユ ーザーの為の接続 をサポー ト)に 対 し、ツール

キ ッ トやインター フェイスの仕様 を早 い時期に公 開すべきである。

d)原 産地証 明のように最後迄、紙形式で残 る書類でも電子化す るには、EDIの 手 法

による標準 メッセージの利用向上に向けた具体的施策 が必要ではないか。

●運営方法 について

a)シ ステムがダウ ンした場合のコンテ ンジェンシープランを明確にすべ きである。

b)RA、CAの 運営 は どのように行われるのか。また責任分担 はどうな るか。RAが

複数存在す る とき(CAは 単数)、RAに は どのような資格 ・能力が 必要になるの

か。

∋ 電子署名の利用 は、 グローバルに会社 ・組織単位で行 うのか、そ こに属す る個々

人単位 で行 うのか。

d)中 立性 という表現が見 られるが、具体的には何を意味す るのか。

e)認 定 されたネ ッ トワー ク(accreditednetWork)と は何 か。accreditの為の要件は何

か。 アクセスポイ ン トは、 どのように設定 されるのか。CR、CA、RA、 認定サ ー

ビス提供者 の資格要件 はどのような ものか。

f)参 加 者間の公 平性確 保 のため 、運営 サー ビス の質 ・料 金 ・参加資格等 の具体 的

ルールが必要ではないか。使用料金体系 ・課金方法決定 については、ユーザー の

参加 を認 めるべきであろう。参加資格や 除名条件も誰が どういう基準 を作 り管 理

をす るのかが明 らかにされるべきである。
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3.7新BOLEROと 日本 の 取 組

事業化 に向けての第一陣の参加国になるか否かで今後 の国内の動 きも変わって くる と

見 られる。アジア諸 国の中でも日本は この分野で遅れてお り、新BOLEROプ ロジェク ト

を契機 として、官民での取組 とインフラ整備 は、急務 となっているか らである。

当初は、ルール ブックが英国法との適合性が高い こともあって、 日本 は不利 と見 られ

たが(EDI化 の先進国台湾が有力視 されていた)、 最近の積極 的対応が効 を奏 した為か、

第一陣の対象国 となる可能性が高 いとされている。

新BOLEROプ ロジェ ク トを、省力化 ・効率 化あるいは 「B/Lの危機」 に備え る為の シ

ステム と近視眼的 にみるべきではない。生産 ・物流 ・金融あ らゆる側面で閉息的状況 に

陥っている日本 にとって物と金の流れを再 編成 し、グローバルスタンダー ドの潮流 に乗

る為のスプ リングボー ドとして取組 むべきである。

このプロジェク トは、貿易だけでな く、金融 ・産業全般の競争力へ も多大 の影 響力が

あることに留意すべきであろう。特にアジ ア諸 国との貿易 ・投資を通 じての相互依存 関

係 を前提 とすれば、アジア諸国と共同での貿易金融EDI推 進*も 重要課題 とな ってい る

ことに留意すべきである。

*1997年12月 よ り情 報 処 理 振 興 事 業 協 会(IPA)の 「貿 易 手 続 電 子 化 実 証 実 験 」(EDEN:Electronic

DeliveryofNegotiableDocumentプ ロ ジ ェ ク ト)も 開 始 さ れ て お り、1999年3月 に 成 果 が 出 さ れ る こ と

とな っ て い る

【参考 資料 】

「アジアにおける貿易金融EDIに 関す る研究会報告書」FISC;平 成9年3月

「EC法的問題調査研究報告書」産業情報化推進セ ンター;平 成9年3月

○ 「BOLEROの 現状 と課題」奈良順司 ㈱ 東京三菱i銀行;平 成9年11月(ヒ アリング資料)

○ 「クロスボーダー取 引における金融EDIに 関す る研究会」FISC;平 成10年2月

「金融情報 システム白書」(平 成10年 版)FISC;平 成9年12月

「貿易取引の基礎知識」八尾晃(平 成10年2月)

(○ を付 した もの は、文 中で 引用 させ て いた だ いた 。)

一32一



データ交換協定書の見直 し

 

4





4.デ ー タ交 換協定 書 の見 直 し

は しが き

(1)電 子 商取 引 をめ ぐる環 境 の変化

データ交換協定書(参 考試案)は 、平成8年3月 に公 開されて以来 、ほぼ3年 が 経

過 して いる。そ しで、電子商取 引をめ ぐる環境が 日々変化 している状況 に応 じた参 考

試案の改定 を検討すべ き時期にあるか もしれない。

その状況変化の主要な部分は、インター ネ ッ トの商用利用を中心 とす る状況変化 に

基づ くもので あるが、fさらには、BOIJIROプ ロジェク トのよ うなEDIプ ラッ トフォー

ムの構築への試み もある(第1章 か ら第3章 参照)。

さ らには、参考試案 の検討 ・公表 当時 は、一 部で しか検 討が行 われ ていな か った

「電子署名」に関する制度 も徐々にそ の骨格が検討 され、国際的な合意形成 に向 けた

様 々な努力が行われつつある。そ して、ア メリカ合衆国統一商法典 の改定作業 のよ う

に、特定 の業務分野 のEDI化 を前提に した法律的検討 も行われている ことは周知 の と

ころである。

わが国において も、政府は、平成6年6月 に 「高度情報通信社会推進本 部」 に関 す

る閣議決定 を行 い、 また、平成9年9月 には、内閣総理大臣の私的諮 問委員会 として

「電子商取 引等検討部会」が設置され、商取 引の電子化がわが国の経済発展 に とって

必要不可欠であるという認識のもとに、関連諸制度の整備 に着手 しつつある.そ して 、

今国会 においては、平成10年7月1日 の施行実施 される 「電子計算機 を使用 して作 成

す る国税 関係帳簿書類の保存方法等 の特例 に関す る法律」が成立 し、また、国際貿 易

取引に関 しては、すで に電子化 されているNACCSが 、そ の適用範囲をさ らに広 げ る

計画を実施 中である。

(2)見 直 しの視 点

このような状況変化、特に、法制度の変更が ある場合には、契約で定 める事項 も、

それに適応 した変更 を必要 とする。例 えば、参考試案第9条 で規定す る 「データの保

存」 に関す る規定 にお いては、上述の 「電子計算機 を使用 して作成す る国税関係 帳 簿

書類の保存方法等の特例 に関する法律」第10条 に適合する内容 に変更する必要があ る

し、また、参考試案 に基づいて授受す る取 弓1関係情報 も、 これに適合する内容 の伝 送

を必要 とす ることとなろう。
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こうした観点か らすると、参考試案 の見 直 し作業にあたっては、電子商取 引に関 連

す る法制度の整備 に伴 う内容 の修正 を中心 とす る種々のアップデー ト作業が必要 とな

ることはいうまで もない。

さらに、参考試案逐条解説 にのべ るよ うに、そ もそ も、参考試案 は、汎用性や 中立

性 を基幹 として起案 されたいわば 「骨格条 項」である。そのため、現実の商取 引にお

いてデータ交換協定を作成す る場合 には、参考試案そのものを利用す るのではな く、

その骨格に肉付けをし、具体的な当事者の利害関係 の調整をはかるとい うのが不可欠

な作業であった.た だ、 この肉付 け作業や利害関係の調整 を行 うためには、法律分野、

技術分野や取引実務慣行に対す る理解や経 験 を必要 としてお り、必ず しも、 「骨格 」

の提示 をす るだけでは十分でないという側面 もあ りうる。

また、参考試案 は、 「背景 とな る取 引契 約」 の存在 を前提 として、データ交換に必

要な最低限度 の事項 を規定 したため、これ を利用すれば 「電子商取引基本契約」 にな

るという形式 はとっていない し、主 として 国内取 引に適用す ることを想定 しているた

め、国際取引に必要な事項 も規定 していない。

このような背景を前提 にすると、今回着手した参考試案 の見直 し作業 にあたっては、

前述 のアップデー トの作業に加え、電子商取 引モデル契約的な試案 の作成 も、そ の作

業に加える必要が あるか もしれない。

ただ、上述のように電子商取引をめ ぐる環境 の変化は急速であ り、かつ、今 回の見

直 し作業ではこのよ うな全面的な見直 しを行 うための時間には恵まれなか った。そ こ

で、今回の報告では、公表時の原文 を引用 しつつ、将来 の検討への地な らしを視野 に

入れ、その 「逐条解説」の部分にアップデー トに関連す る若干 の補筆を加えるにと ど

めた。

作業の関係 で、公表時の原文 と補筆 を加 えた部分は区別されていないが、 この趣 旨

を ご理解いただければ幸いである。
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4.1EDIに 関 す る標 準 契 約

4.1.1EDI標 準 契 約 の概 要

我が国にお けるEDIに 関する標準契 約やモデル契約について は、 日本 電子機械工 業

界(EIAJ)の 「オ ンライ ン取引標準 システム契約 書」、 石油化学 工業協会(JPCA)

の 「企業間データ交換 に関する覚書」、そ の他 いくつかの業界団体で、標準契約書 、

モデル契約書が公表 されている(こ れ らについては、平成8年 に公表 された報告書 に

参考資料 として収録 されている)。 ただ し、 これ らの標準契約書、モデル契約書は 、

各業界 ごとの商慣行や特性 も加味して作成 されているため、必ず しも、業界や業種 を

異にするEDI取 引には適用 しうるもの とはいえな い。すなわ ち、これ らの契約書 に含

まれ る条項は 、既存 のシステムを前 提 としたモデル契約で あ り、EDIの 対象取 引分野

について も広範かつ多様 な取引を対象 としている。 これ らに共通かつ普遍的に適用 す

ることが可能 な 「標準契約書」を作成する ことは不可能である。

そ こで、EDIに 関す る標 準契約 を策 定す るにあたって は、そ の前 提 として、 どの よ

うな内容 の標準契約 を定めれば、それが有 用なものとして、実務において採用 され る

のか を検討す ることとした。そ のた めには、EDI標 準契約が どのよ うな場所で利用 さ

れるのか、また、 どのよ うな標準契約書が望ましいか、な どいくつかの基本的な要 素

につ いて検討を行 った。

その一方で、EDIに 必要な契約事項を明確にすることな く、EDIを 導入することは、

いざ障害や トラブルが発生 した場合に、法 的な解決を困難 にす るおそれがあるばか り

でなく、取引 の公正や安 全 をはかる うえか らも問題 とな る。 また、EDIに 特有な必 要

最少限の法的事項を記述 した何 らかの汎用 的な参考契約を提示する ことは、法実務 の

観点か らEDIに ついて検討 する場合において も重要な課題 で ある。 このよ うな問題 意

識 のもとに、本研究委員 会では、特 定の取引分 野を前提 とす ることな く、EDIに 特 有

な必要最少限の法的な事項 を定めたデータ交換協定書(参 考試案)を 作成す ることと

した。 このデータ交換協定書の作成にあた っては、以下 のような事項 を前提 として い

る。
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4.1.2デ ー タ交 換協 定 書 の前 提 条件

4.1.2.1取 引基本 契 約 と個別 契 約

① 取 引基本 契約

企業間の継続的な取 引契約にお いては、契約当事者の基本的な権利義務 を定め る

「取 引基本契約」 が締結 され ることが広 く行なわ れている。 この取 引基本 契約 に盛

り込 まれ る内容 は多岐にわたるが 、当該 契約 の 目的、個別 契約の成立方法 、契約 目

的物(商 品)の 所有権の移転時期、代金決済方法、暇疵担保責任、損害賠償、解除、

裁判管轄な どが規定 されて いる。

ところが、た とえば支払条件 にっいて 、取引基本契約においては 「支払条件 につ

いては別 に定める」 とされ、取引基本契約 とは別 に 「支払 条件 に関する覚 書」が取

り交わされ るような場合 もある。 このような覚書 によって約定され る内容 としては、

支払条件のほか に、商品 の価格 ・仕様 ・納期な どが挙 げ られる。 こういった覚書は、

取 引基本 契約を補 充する ものであ るか ら取引基本 契約の一 部 と考 える ことができ よ

う。

② 個 別契 約

取引基本契約を締結 した当事者が、実 際に取引の受発注 を行 うことで、当事者 が

目的とする具体的な契約が実現す る。 このような一回一回の受発 注を取 引基本契 約

と区別 して 「個別契約」 と呼んで いる。取 引の実務 においては

、発注者 と受注者の間で口頭 ・電話 によ る連絡または郵便 ・ファクシミリによる書

面 の交付あるいはそれ らを組み合わせた方法な ど、予め取引基本契約で約定 され た

個別契約の成立方法 に従 い受発注が行われ、個別契約が成立す ることとされている。

なお、商品の数量 ・価格 ・仕様 ・納期 などにっ いては、取引基本契約 あるいは覚

書 においては約定 されず、個別 契約 を侯 って決定 される場合 も多 い。

発注 ごとに数量 ・価格(相 場性 のある商 品な ど)等 が変動す る場合 には、そのよ う

な対応が実際的である。

③ 取 引基 本契 約 と個 別 契約 の関係

EDI取 引の 「背景 とな る取 引契約 」は、伝統 的に上述の ような取引基本契約+個

別契約 という形態 を採 っていることが多 いと思われる。 この方法 は、安定 した権 利

義務関係の要請(基 本契約)と 商品価格 な どのように変動が予想 される内容(個 別

契約)を うまく組み合わせてお り、取 引実務 に適合 してい

るといえる。
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4.1.2.2背 景 とな る取 引契 約 とEDI標 準 契約

現実に行われているEDI取 引では、契約 当事者 間にお いて取 引の様 々な レベルで 合

意が形成されてお り、これ らの合意によって取引の内容、データ交換 に伴 う各種の技

術 的事項などを具体的 に定めている。 このよ うな様々な レベルの合意(契 約)は 、 次

の3種 類 に整理する ことができ、 これ らの合意(契 約)が 一体 となって継続的な取 引

契約 の仕組みを構成す るものと考 え られる。

本試案では基 本方針(4.1.3)と して、EDIを 前提 としない従来 の取引の場合に も想

定 され る取引基本契約 を前提 とす るもので あり、 これを 「背景 となる基本契約」 と呼

び、 この背景 となる基本 契約 を前提 としてEDIを 導入す る際 に付加 され ることが想 定

される部分 を 「EDI標準契約」 と呼ぶ。そ して、このEDI標 準契約は 「データ交換協定

(書)」 と 「運用マニュアル」か ら構成 されるものとした。

① 背 景 とな る取 引契 約(基 本 契 約)

それぞれの継続 的な取 弓1の実体的な契約内容を定める契約であ り、取引に応 じて

基本的に定める必要 のある各種 の事項 を定めるものである。た とえば、受発注の方

法、検収 の時期および方法、蝦疵担保責任、代金の支払方法および時期その他 の事

項が定め られる。す なわち、従来 の継続 的取 引契約 と呼ばれてきた契約そのもの と

いえる。

② デ ー タ交換 協定(書)

データ交換協定(書)は 、電子的な手段 によって取 引にかかわるデータの交換 を

行 う場合 に、そ のよ うな手段 を取 ることに特有な法的問題 について基本的な合意 事

項を規定す るものである。この協定(書)で は、必要最少限の基本的な原則を定め、

システムの運用方法、電子データの内容 など細部に関する事項は、運用マニュアル

で別 に定める こととしている。 したがって、運用マニ ュアルで定 める技術的合意 に

基づ いてデータの交換が行われた場合 に、そのデー タ交換 の効果等 に関する合意 な

どが この協定(書)に 定め られる ことになる。

③ 運用 マニ ュ アル

運用マニュアルは、取引に用 い られる電子的なデータ交換 を行 うために必要な技

術 的諸事項(メ ッセージの受信処理方法 、システム の運用 時間、セキュ リティに関

する事項等)を 具体 的に定め るものであ り、従来の運用規約 な どと呼ばれていた も

のに相 当する ものである。すなわち、運用マニュアルでは、データ交換 を行 うた め

に必要な技術 的および手続的要件 をすべ て規定することになる。また、データ交 換
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協定(書)に 規定すべき事項 と、運用マ ニュアル に規定すべき事項 とは必ず しも厳

密 に区別されるものではない。そ こで本来な らデータ交換協定本文中に記載すべ き

事項 も、いわば下位規範である運用 マニ ュアル に記載する ことも考え られる。特 に

データ交換協定(書)に 規定 されていな い事項 について、運用マニュアルで追加す

る こと、あるいは、データ交換協定(書)に 規定 されている事項について、運用 マ

ニュアルで変更することも考 え られる。

なお、本 研究会は、 データ交換 協定(書)に 付属す る独 自のEDI運 用マニ ュアル

の作成を行 ってこなかったが、今回、取 り扱われ るべき項 目をよ り詳細 に掲 げた。

運用マニュアル の具体 的な内容 についてはそれを参照 されたい(後 掲)。

④ デ ー タ交 換協定(書)と 運用 マ ニ ュアル の関係

データ交換協定(書)と 運用マニュアルについて も、両者 の関係 を検討す る必要

がある。たとえば、あ る約定 につ いて どち らに規定するのか とか、両者 の間に齪齪

を生 じた場合の優劣関係等 についてである。

データ交換協定書は、同協定書 と運用 マニ ュアル との関係を 「一体 をなし」 、両

者 は 「同一の効 力を有する」 ものとした(本 研究委員会作成の同協定書第2条2項

参照)が 、一体 をなす ものを、データ交 換協定書と運用 マニ ュアルに分離 した こと

は、一見矛盾するかのようである。 しか し、それには以下 のよ うな理 由がある。A)

通信機器 ・通信技術等 の進展 に伴 うEDIシ ステ ムのス クラ ップ&ビ ル ドは不可避 で

あ り、 これにより運用マニュアル の技術 的な規定 は相 当の頻度 で変更 を余儀 な くさ

れ ること、B)運 用面 の規定 について見る と、運用管理者および運用担 当者等の人事

異動、EDI担 当部門の組 織変更な ども運用マニ ュアル の記 載事項の変更事 由にな る

と考 えられ ることか ら、抽象度の高 いデータ交換協定(書)と 運用マニュアル とは、

分離する ことが合理的であると思われ る。

一38一



4.1.3デ ー タ交 換協 定書 作 成 の基本 方針

このデータ交換協定書作成 にあたっては、次の事項を基礎 としている。

① 継続 的取 引 に関す る基本 契 約 の存 在

本データ交換協定書においては、当事者間 に 「継続取 引基本契約」 、 「取 引基本

契約」等 のいわゆる基本契約(背 景 とな る取引契約)が 締結されていることを前提

としている。 このよ うな取 引基本契約が締結 されていない場合 には、納品、検収 、

代金決済 、担保責任そ の他各種 の取 引にお いて必要な条項をデータ交換協定書に付

加 して使用する必要がある。要す るに、本データ交換協定書 を利用す るにあたっ て

は、現実 の取 引の特性 を考慮 した修正 を行 うことが極 めて肝要である。

② 中立性 の確 保

現実のEDI契 約にお いては、他 の契約における場合 と同様 に種 々の事情か ら、取

引当事者 の一方 に有利な事項が定め られ ることがある。 しか しなが ら、データ交 換

協定書作成の基本 においては、 このよ うな一方の利益 に偏 る契約条項は必ず しも適

切ではない と考え られる。 したがって、本データ交換協定書作成 にあたっては、で

き る限 り、当事者間の中立 ・公正を保つ方針 をとった。

③ 汎用性 の確 保

EDIの 対象 となる取 引 は、例えば契約の成立時期一つを取 り上 げて も、すべて の

取引に共通 に適用 される 「標準」 を作成 することは不可能である。また、システ ム

によっては、契約の成立 にいたる以前 の 「商談情報」 を伝送す る場合 も有 りえ、 こ

れ らのヴ ァリエーシ ョンを網羅 的に記述す ることは不可能である。

これ らの事情 に照 ら し、本デー タ交換協定 書作成にあたっては、取 引のEDI化 に

伴 って、当事者間で定めるべき必要最低 限の事項を取 り上げることによ り、ある程

度の汎用性 を付与す ることを意図 した(た だ し、後述するように、継続的な取引 の

中で商品の受発注を電子 的データ交換 によって行 うことを前提 としている)。 した

が って、本データ交換協定書を利用する場合には、現実の取引の特性、利用する シ

ステムの種類、伝送する情報 の種類 に応 じて、これ を適宜修正す る必要がある。

④ 想 定 した システ ム

本デー タ交換協定書 作成にあた って想定 したEDIシ ステ ムの枠組は 、主 として 、

物品売買 に関す る取 引当事者が、VAN事 業者 を介在 させず、発注データおよび受 注
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データの双方を伝達す る場合であ り、か っ、送信者がデータ伝送を起動 し、相手 方

の指定されたメールボ ックス に当該のデ ータを書 き込 むいわゆる双方向型の場合 を

想定 している。

⑤ 運用 マニ ュアル との関係

本データ交換協定書 は、ある程 度の汎用性 があるもの とす るため、取 引のEDI化

に伴って必要 と思われ る最低限の事項に とどまっている。 この汎用性を確保す る上

で、本来な らば協定書本文 中に記載すべ き事項 も、いわ ば下位規範である 「運用 マ

ニ ュアル」 に記載 してある場合がある。 この代表的な ものは、データ交換の安全 お

よび信頼確保のための手順 に関す る事項 であるが、各取 引にお いては、必要 とされ

るデータ交換の安全確保 のための手段 ・手順は異なるであろうことが前提 にあるた

めである。

⑥ 既存 の取 引契 約 との関係

本データ交換協定書は、それがすでに当事者間に存在 している 「背景となる取 引

契約(underlyingcommercialcontraCt)」 に影 響 を与 えな いとの方針 の もとに策定 し

て いる。 したがって、可能 な限 り継続的取 引契約、商品売買契約等 の名称で締結 さ

れ る既存の継続的な取 引の基本契約 に影 響を及 ぼさないようにデータ交換協定 を定

めるべきである。データ交換協定 に伴って基本契約 の内容 を変更する必要がある場

合 には、基本契約を改定す る ことが望ま しいであろう。

⑦ 各種 の法規制 との関係

取引分野によっては、各種 の業法 によ る規制がある。また、取 引が下請法の適 用

を受けるものである場合 には、書面交付 義務やその記載事項が定め られてお り、そ

の条項を遵守 しなけれ ばな らない。しか しなが ら、 これ らの法規制を網羅 的に包 含

す る標準契約 を作成す ることは不可能で あり、本デー タ交換協定書においては、 こ

れ らの法規制 を考慮す ることなく試案 を作成 している。そ こで現実 に本データ交 換

協定書を利用 して具体的なデータ交換協 定書を作成す るにあた っては、これ らの法

規制に適合化 させ る必要がある。

なお、本データ交換協定書は企業間の対等な取 引を想定 して作成 されている.公

共機関による調達、消費者 との取 引等へ の適用 を否定す るものではないが、現 に適

用するに際しては、政府調達や消費者保護 に関 し契約に規律を加える諸法親等 を勘

案 の上、適宜修正す る必要があろう。

⑧ 国際的 な視野

本データ交換協定書は国内取 引に適用 され ることを前提 として作成 されている。
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しか し、勿論、EDIに は国境がな く、国際取 引に適用 され るデータ交 換協定 との整

合性 を図る必要がある。そ のため、署名 ・原本な ど文書 に特有 な問題 について電 子

データの場合にどのように扱 うかな ど我 が国の制度上必ず しも必要でない事項は規

定 してい ないが 、UNCITRALEDIモ デル法やECE/WP.4の モデルデータ交 換協定 書

等を参考 にし、国際的な動 向もある程度視野に入れた条項 となっている.し か し、

本データ交換協定書では、国際取 引に特有 の事項や、我 が国の制度上必ず しも必要

でない事項 は規定 していない。そのため、本データ交換協定書 を現 に国際取 弓1に適

用する際には、基本契約 またはデータ交 換協定書にお いて、準拠法や裁判管轄、 紛

争解決手段(ECE/WP.4モ デルデータ交換協定書の第7.1条 及び第7.7条 を参照)等 を規

定する必要があろ う。なお、電子的記録 の書面要件、電子データの証拠法上の位 置

付 けにつ いては、第9条 の解説を参照。

4.1.4デ ー タ交 換 協定 書利 用 の留意点

本データ交換協定書は、全13条 か ら成 り、各条項に関する詳 しい解説 については、

4.3の 「デー タ交換協定書(参 考試案)の 逐条解 説」 を参照 されたい。 なお、 これ ま

で述べてきたところか らもわかるように、本データ交換協定書 は、上述の基本方針 に

基づいて作成 した ものであ り、具体的な取 引にそのまま適用 できるわけではない。す

なわち、本データ交換協定書 を利用す るにあた っては現実の取 引の特性を考慮 した修

正 を行 うことが極 めて肝 要である。本デー タ交換協定書では、立案の趣旨や問題点 な

どについては 「コメ ン ト」で解説 しているので、その意図 を十分 に理解 した上で、各

業界 にとって適切な標準協定書を作成する必要がある。
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4.2デ ータ交換協定書(参 考試案)

以下 に、作業部会を中心に作成 した 「データ交換協定書(参 考試案)」 を示す。

データ交換協定書(参 考試案) ver.1.0

(以 下 「甲」 とい う)と (以 下 「乙」 とい う)

とは、甲を発注者、乙を受注者 とす る甲乙間における別紙記載 の商品 に関する継

続 的取引(以 下 「本件取 引」 という)に 基づ く個別の契約(以 下 「個別契約」 と

い う)を 電子的なデータ交換によ り成立 させ ることに関 して次のとお り協定を締

結す る。

第1条 デー タ交 換 の実施

甲および乙は、本件取 引に関する個別契約 をデー タ交換 によ り成立 させ る

ことに合意する。

第2条 運用 マ ニュ アル

1.デ ータ交換の実施 に必 要なシス テム、送信手順、 メ ッセージ構成、伝 達

す るデータの種類、システムの稼働時間その他 の細 目は、甲乙間で別 に定

めるデータ交換運用 マニ ュアル(以 下 「運用 マニ ュアル」 という)で 定め

る。

2.甲 お よび乙は 、運用 マニュアル が この協定 と一体 をなし、 この協定 と同

一の効力を有す ることを相互 に確認する。

3.シ ステムの変 更その他 の事 由によ り運用マ ニュアル を変更す る必要が生

じた場合には、その変更に伴 う費用負担 を含め、甲乙間で事前 に協議を行

い合意のうえ変更す る。
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第3条 デー タ交 換 の安全 お よ び信 頼確 保 のため の手 順

甲および乙は、データ交換の安全確保 のため下記各号 の全部またはいずれ

かの手順 を実施するもの とし、その実施 の手順の内容は運用マニ ュアルに定

め ることに合意する。

(1)発 信者 の同一性の確認 手順

(2)発 信者 の作成権限の確認手順

(3)デ ータ入力誤 りの確 認手順

(4)伝 送途上 におけるデータ変質の確認手順

(5)そ の他 甲および 乙が合意す る事項

第4条 デ ー タ の伝 達

データの伝達は、運用マニュアルに定める方法 によ り、相手方のメールボ ッ

クス に書き込 むことによ り行 う。

第5条 読 み 出 し不能 デ ー タの取扱 い

1.伝 達 されたデータの読 み出しができない場合データの受信者 は、 これ ら

の事情 を知った後、直 ちに、相手方に対 してそ の旨を によ り通

知する。

2.前 項による通知がある場合、発信者 は当該のデータを撤回 した ものとみ

なす。

第6条 受信確 認

1.甲 または乙は、相手方 に対 し、その伝達にかかる発 注データ または受 注

データの受信確認 を求めることができる。 この受信確認 の方法は、特段の

指定のない限 り の方法によるものとす る。

2.前 項 の受信確 認を受領 した場合 、当該発注 データまたは受注 データの伝

達 は完 了 した もの とみな し、そ の受領がない場合 には伝達がなかったもの

とみなす。
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第7条 デー タの確 定

甲および乙は、伝達 されたデータが第3条 各号 に定める安全確保 のための

手順 にしたがって作成 ・伝送された場合 には、それぞれ確認 された事項 につ

き受信データの内容 が確定することに合意す る。

第8条 個別 契約 の成 立

本件取引に関する個別契約 は、受注データが伝達 された時に成立するもの

とする。ただ し、乙が甲に対 して第6条 の受信確認 を求めた場合には、個別

契約は受信確認の受領の時に成立するものとし、かつ甲乙間に別段の定めが

ある場合には、そ の定めに従 うものとする。

第9条 デー タの保 存 お よび交 付

1.甲 お よび乙は 、それぞ れの発信 にかかるデ ータおよび受信 にかかるデー

タを保存す るものとし、相手方 の請求が ある場合には、 これ を相手方 に交

付 しなければな らない。ただ し、プ リン トアウ ト ・複製その他 によ りこの

交付に費用が発生する場合 には、その費用は請求者 の負担 とす る。

2・ 保存および交付 の細 目に関 しては運用マニュアルに定める。

第10条 費用 負担

この協定 に定 めるデー タ交換 の運用に伴 う費用の負担は別 に定めるとお り

とする。

第11条 システ ム の管 理

1.甲 および乙は、データ交換 が円滑かつ安全に実施 され るようそれぞれシ

ステム を管理す るものとす る。

2.シ ステムの異常、故障発生時 に伴 う措置は、運用 マニ ュアルに定 めると

ころによる。
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第12条 基 本 契約 との関係

甲乙間で締結 した本件取 弓1に関す る_年_月_日 付基本契約書に定 めた事

項 とこの協定 に定めた事項 との間に相違がある場合 には、 この協定 の定めが

優先的効力を有す るもの とする。

第13条 有 効期 間

この協定の有効期 間は_年_月_日 か ら_年_月_日 まで とし、期間満 了

の3カ 月前 まで に甲 または乙か ら相手方に対し書面 によ り更新の拒絶または

内容変更の申出のな い限 り同一条件 をもって更 に_年 継続す るものとし、事

後 も同様 とす る。

平成 年 月 日

(甲)

(乙)
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4.3デ ータ交換協定書(参 考試案)の 逐条解説

「データ交換協定書(参 考試案)」 の条文 だけでは使用者 に作成意図が正 しく伝わ り

にくい点 もあ り、また、データ交換協定書 は各種業界 ・業態 に共通 して参考 になるよ う

作成 されているが、実際に使用す る際には、それぞれの業界 ・業態 に合った内容 に修正

す る必要がある。そのため、それぞれの条文 の意図するところおよび使用するための留

意点な どについて ここで解説す る。

前 文

(以 下 「甲」 とい う)と (以下

「乙」 とい う)と は、甲を発注者、 乙を受 注者 とする甲乙間にお ける別紙 記載の商品

に関す る継続的取 引(以 下 「本 件取引」とい う)に 基 づ く個別 の契約(以 下 「個別 契

約」 という)を 電子 的なデータ交換 によ り成立 させる ことに関 して次 のとお り、協 定

を締結す る。

(コメン ト)

(1)協 定の対象

このデータ交換協定書は、すで に継続 的な商品の売買について基本的な契約を締結 し

ている当事者間において、個別的な受発注 を電子データ交換 によって行 う場合を想定 し

ている。

(2)協 定の位置づけ

データ交換協定書では、電子的な手段 によってデータ交換 を行 うことか ら生ず る問題

に限定 して規定 している。例 えば、商品の 引き渡 し、検品の有無 、その方法、代金の決

済時期、そ の方法など本件取 引に関わ る基 本的な問題 については、基本契約で定め られ

て いることを前提 としている。また、システムの運用方法、電子データの内容な ど細 部

に関する合意は運用マニ ュアルで別 に定めることにしている(第2条 参照)。

(3)取 引の内容

前文 は、電子データ交換協定の 目的 を明 らかにするとともに、協定 の対象 となる取 引

を明 らかにするものである。

協定の対象 となる取引を別紙 に記載す ることとしている。対象 となる取 引の表示があま

り複雑でなければ、別紙 とせずに、前文 に書き込む ことあるいは取引の対象に関す る条
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項 をお く こと も考 え られ る。例 え ば、後 者 の場合 には、 「第1条

品 の受発 注 に適 用 され る。 …」 とい うよ うな規定 が考 え られ る。

本協定 は、以下の 商

第1条 データ交 換の実施

甲および 乙は、本件 取 引に関す る個別契約をデー タ交換 によ り成立 させ ることに合

意する。

(コメン ト)

当事者の合意

継続的取 引関係 にある甲と乙とが個別的 な受発注を電子データ交換によって行 うこと

に合意 したことを明文 で規定す るものであ る。前文があれば、特に本条 の必要はない よ

うにも考え られるが、当事者が合意 したこ とを明確 にするために本条を置いている。 な

お、国際取 引に適用する際 には、基本契約(ま たはデータ交換協定書)に おいて、準拠 法

や裁判管轄、紛争 解決手 段(ECEンWP.4モ デルデータ交換協 定書の第7.1条 及び第7.7条 を

参照)等 を規定す ることが必要 となろう。

第2条 運用 マニュアル

1.デ ータ交換 の実施 に必要な システム、送信手順、 メッセー ジ構成、伝達するデ ー

タの種類 、システム の稼働時 間その他の細 目は、甲 乙間で別 に定めるデータ交換 運

用マニュアル(以 下 「運用 マニュアル」 とい う)で 定 める。

2.甲 および乙は、運 用マニ ュアルがこの協定 と一体 をな し、 この協定 と同一 の効 力

を有す ることを相互 に確認する。

3.シ ステ ムの変更そ の他 の事 由によ り運用マニュアル を変更 す る必要が生 じた場 合

には、そ の変更に伴 う費用負担 を含め、甲乙間で事 前 に協議 を行い合意 のうえ変 更

す る。

(コメン ト)

(1)運用 マニュアルの性格

運用マニ ュアルは、データ交換協定書(協定書)を受けて、取 り扱 うデータの種類、デー

タフォーマ ッ ト、デー タの伝達方法な どを はじめ、データ交 換を行 う際に必要な技術 的

要件及び手続 の詳細規定 を定めるものであ る。実際のデー タ交換 の運用は、この運用 マ

ニュアル に従 い行 われ ることとなる。
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運用マニ ュアルは協定書 の一部として、その内容は法的拘束 力を持つ。協定書で はそ

の条項 におい て、各 項 目の詳細 が運用 マニ ュアル で定め られる ことを前提 として お り

(第3条 乃至第6条 、第9条 乃至第11条)、 各項 目の決定、変更 については取引当事者 間で合

意 した内容を明 らかにしてお くため、原則 として書面 によ りなされるべきで あろう。 上

記の条項において 「甲乙間で別に書面 によ り定 める」(第1項)「 合意の上書面 によ り

変更す る」(第3項)と 明記 してお くこと も考え られ る。なお、変更 はある程度柔軟 に

行えることが望 ましいため、協定書の記名 捺印者以外 にも運用 マニュアルの変更権限 を

持つ者 を定めてお くことも考 えられ るであ ろう。 また、軽微な変更 については、相手方

への一方的通知で足 りる場合もあ り、 この場合は、 どのような変更 につ いて、通知で足

りるのか、通知方法や通知先について、運用マニュアル上に規定 してお く必要がある。

また、協定書 と運用マニ ュアル に齪甑が 生 じた場合、 どちらが優先す るかを規定 して

お くことが望 ま しい(ECE/WP.4モ デル交 換契約では、モデル交換協定書 が技術的附属 書

に優先す る旨を規 定 している)。運 用マニ ュアル の変更 によ り、協定 書 と矛盾 が生 じる

場合には、協定書 も変更 し、齪齪が生 じな いよ うにすべきであろう。なお、基本契約 と

齪師 を生 じる場合 には、協定書及び 運用 マニ ュアルの定めが優 先 して適用 され る(第12

条参照)。

(2)運用マニ ュアルにおいて定める事項

は じめに述べたように、協定書は汎用性 を持 たせ るため、最低限の事項 につ いてのみ

定め、具体的な運用 に必要な項 目はすべて運用 マニ ュアルで定めることを前提 として い

る。運用マニュアルで定 めるべき事項 として、後 に掲 げるような項 目が考え られ る。 項

目によっては協定書で定 める方がふ さわ しいと考 え られ るもの もあ り、実際に行われ る

データ交換の内容に応 じて追加、変更が必要であろう。用語の定義な どは、本来、協 定

書 において使用 される用語は協定書で定 め 、運用 マニュアル上使用 される技術用語 につ

いては運用マニュアルで定めるべきであろ う。
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1.協定書及び運用 マニ ュアル上使用する用語の定義

2.システムの内容

1)シ ステムの適用範囲

2)シ ステム概念図及び システム構成

3運 用手順

1)伝 達す るデー タの種類

2)伝 達するデータの内容

ex.発 注データ:種 類、数量、納期、納入場所等

*下 請代金支払遅延等防止法の適用対象 となる場合、発注内容 は 「必要 に応 じ、

磁気記録媒 体等」に記録され 、明確 に書面に表示 されるよ うに しておかなけれ

ばな らない。発注内容 について も記載すべき事 項が定め られてお り、当該法令

に沿 った対応が必要(下請法第3条 及び関連規則)で ある。

3)伝 達方法

通信プロ トコル/接 続形態/通 信回線種別/通 信手順 等

4)運 用 日時

運用 日/時 間

時間外に受領 したデータの取扱い

受注データ伝達 までの期間/返 送がなかった場合の効果

(ex.発 注 データ受領後 、X日 以 内に受注 データの受信が なけれ ば発注は拒否 され

たものとみなす)

5)読 み出し不能データの取扱 い(第5条 コメン ト参照)

通知方法/通 知がなか った場合の当該データの効 力

6)受 信確認(第6条 コメン ト参照)

受信確認が必要な場合 の方法/受 信確認受信までの期間

7)デ ータの保存(第9条 コメン ト参照)

保存する主体

データの範囲

期間

態様

4.安全対策

1)システムの管理(第11条 コメン ト参照)

システム管理及び保守 の方法
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責任範囲

相手方への連絡方法

管理責任者/管 理責任者変更 の連絡方法

2)安全確保 のための手順(第3条 コメン ト参照)

(1)発信者 の同一性の確認手順

パス ワー ド、電子署名、暗号化等

(2)発信者の作成権限の確認手段

電子署名等

(3)データ入力誤 りの確認手段

(4)伝送途上におけるデータ変質の確認手段

パ リティチェック、暗号化等

(5)その他の手段

3)異常発生時の措置(第11条 参照)

・異常発見時の報告義務/報 告体制

・主任担 当者の氏名、連絡先及び連絡方法

・休業時の連絡方法(通 常時の運用、管理等の担当者 と同 じとは限 らない)

・予想 される障害と対処方法

・責任分担

・代替的な情報伝達方法(電 話、FAX、 郵便、手渡 しな ど)

・緊急用設備 の設置方法、さ らには応急措置

・原因究明及び回復 のための見通し、措置、報告(コ モ ンキャ リア、ハー ドメーカー

等第三者との連絡、協調 の体制)

・既処理データの点検。

・損害の拡大 を防 ぐための一般的な協力義務および拡大損害 についての賠償責任 の

定め

5.費用負担(第10条 参照)

1)原 則

2)費 用項 目

イニシャルコス ト/ラ ンニ ングコス ト/そ の他

6.運用マニュアル変更の方法

*変 更履歴 も一 目でわかるよ うに してお くべきである
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関連条項:第3条 データ交換の安全及び信頼確保のための手順

第4条 デー タの伝達方法

第5条 読 み出し不能データの取扱 い

第6条 受信確認 の方法

第9条 デー タの保存及び交付

第10条 費用負担

第11条 システムの異常、故障発生時の措置

第3条 データ交換の安全および信頼確保 のための手順

甲および 乙は、デー タ交換の安全確保 のため下記各 号の全部 またはいず れかの手順

を実施する もの とし、 その実施 の手順の内容 は運用マニ ュアル に定める ことに合意す

る。

(1)発 信者 の同一性 の確認手順

(2)発 信者 の作成権限の確認手順

(3)デ ータ入 力誤 りの確認手順

(4)伝 送途上にお けるデータ変質の確認手順

(5)そ の他甲および乙が合意す る事項

(コメン ト)

(1)本 条の趣 旨

本条はデータ交換の安全および信頼確保 のための手順 を定めた規定である。EDIに お

いては取 引が電子化 され るために、紙ベー スの取 引に比べ、受信 したメッセー ジ上で相

手方 の同一性やその権 限について確認す る ことが困難 となる。そ こで伝送され たデー タ

の発信者 の同一性の確 認(identification)、 発信 者の作成権限の確認(authorization;こ

こでは当該データ発信 に関する決済権限の意味で用いる。)、 伝送途上でデータの変 質

がないことの確認(dataintegrity)、 データ入力の誤 り(dataentryerror)が ない こと等 の

点 について、予め確認 の手順 を定めておく必要性 も生ずる。 このよ うな確認 のための手

順を定めておけば、受信 したメッセージが この手順に したが って作成 、伝送されてい る

ことを確認す ることによ り、無権限者による発信やデータの改憲、入 力の誤 り、伝送 途

上にお けるデータ変質な どに対応す ることができ、受信 したメッセージに対す る受信 者

の信頼 を保護する ことも可能になる。 もし このよ うな手順が定 め られていない と、例 え

ば無権限者がデータを作成 ・伝送 した場合 や伝送途上でメ ッセー ジが変質 した場合の処

理は民法の一般原則 によることとな り、表見代理、錯誤等 の困難な問題 を生 じ、電子 取
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引の迅速 ・円滑を阻害す るおそれ もある。

(2)各 手順の具体例

本条 に規定 する手順 として 、最 も汎 用性が あるのは 、暗号技術 の利 用であろ う。 ま

た、暗号技術 を利用 し、ある特定人が固有 に使用す る暗号鍵 についての証明をする事業

者(公 開鍵方式の場合 には、秘密鍵 に対応 す る公 開鍵 の証明を発行す る 「認証機関」が

このような事業者 にあたる)の サー ビス を利用す る場合 には、このようなサー ビス に依

拠 して、本条の手続 きを定め ることも可能 となる。ただ、後述の とお り、本条の手続 き

は、取引の種類によ り千差万別であ り、か な らず しも暗号技術だけが全てであるわけで

はない(ち なみに、本条第6号 の受信確認 は、暗号技術 のみでは実装化 しえない)。

第1号 の発信者の同一性 の確認手順 としては、パスワー ド、電子署名、暗号化等が あ

る。

第2号 の発信者の作成権限の確認手順 と しては、データ発信可能な端末を権限者で な

ければ使用できないように制限する こと、 メッセージ上 に作成権 限者の電子署名を付す

る等 の方法がある。

第3号 のデータ入力の誤 りの有無 に関す る確認手順 としては、入力されたデータ値 の

異常性 を排除す るような仕組 を用いるものがあ り、値 の上限 ・下 限を設定 し、 この範囲

を外れた ものは異常データとして排除する、商品 コー ドと商品名の双方 を送信す るよ う

にして これ らが一致 しない場合 にエラーデータ とする等がある。 これ らの手順の採用 に

よ り、一定程度、商品の数量、種類 に関す るリスクを軽減す ることも可能になろう。

第4号 の伝送途上におけるデータ変質の確認手順 としては、パ リティーチェック、一

方 向ハッシュ関数の利用や暗号化が挙げ られる。後者では、暗号化 されたデータが伝

送途上で変質 した場合、 これを所定 の鍵 によって復号 して も意味をなす メッセージが

再現 されない こととな り、 これ によって変質が判明す る。

(3)各 手順の選択基準等

本条では、以上の項 目を例示 して いるが 、多 くの場合、 これ らの安全対策(ト ランズ

アクション セキュ リティ)を 講ず るため には費用が必要になる。 また取引 の種類や実

態 によ り、必要 とされる安全対策 の種類や 程度 も異なると考え られ る。 したが って、現

実に適用されるデータ交換協定 を作成する場合には、 これ らの安全対策 のうち必要な手

順 を選択 し、また業種の特殊性 に応 じ、第5号 に掲げているよ うに他 の手順を加える必

要 もあろう。たとえば、特 に慎重 を要する システムの場合、申込 みに対 して単 に諾否 を
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通知するのでな く、 申込 の内容 を繰 り返 した上で承諾する旨のメ ッセージを送る ことと

し、この両者が一致 してはじめて個別契約が成立するとい う一連の手段を採用すること、

な どが考え られる。

いずれ にして も各手順 の詳細は運用マニ ュアルで定め、 これが履践 されているか ど う

かが事後的にも確認できるよ うにする必要がある。

なお、上述のように、実際の協定において どのような安全対策 のための手順 を採用 す

るかは、伝送 されるデータの重要度を勘案 して、ある手順 を採用 した場合 に要する費用

(ハー ド ・ソフ トのコス ト等)と これによ って得 られる効果 を考量 して決定す ること と

なろう。検討対象 としては、経済的負担の ほか、 どのような暗号方式 を採用す るかによ

り、暗号化/復 号化 にかかる技術的負担、伝送 に関わる負担 、安全性、鍵管理 の容易 さ

等に違いがあ り、どの範囲を暗号化す るかに関 して、暗号化 されていさえすれば十分か、

認証機関の介在す る作成権限者 の電子署名である必要があるのか、また、契約内容や 注

文数 、価格 といったすべての項 目に機密性 を要するのか、 といった ことがある。

第4条 データの伝達

データの伝達は、運用 マニュ アルに定め る方法によ り、相手方 のメール ボ ックス に

書 き込 む こ とによ り行 う。

(コ メ ン ト)

(1)伝 達方法

具体的な伝達方法 にっいては、運用マニュアルで定める。

ここでは、発信者がデータを発信 して、相手方のメールボ ックスにデータが到達 し、

読み出し可能な状態 にな ったときをデータの伝達 としている。間にVAN会 社が介在す る

場合 のように、具体 的なデータ交換システムの構成によ り、定め方が異なる こととなる。

いつをもって 「伝達」 したか については、契約の成立の問題 にも関係するため重要で あ

る。本試 案 で は、 「相 手方 メール ボ ックス に」 、 「書 き込 」 む こ とを、 デー タ伝 達 と し

ている。しか し、そ の他の態様も考え られる。すなわち、VAN事 業者 な どの第三者のメー

ルボックスを利用す る場合や、 自己のメールボ ックスに書き込み、相手方 が読み出 しに

来る場合 もあ りうる。 いずれ にせよ、その態様 に応 じた規定が必要 となる(契 約の成 立

時 に関 して は、第8条(コ メ ン ト)(2)個 別 契 約 の成立 時期 、参 照)。
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第5条 読み出し不能データの取扱 い

1.伝 達されたデータ の読み出 しがで きな い場合、デ ータの受 信者は、 これ らの事 情

を知 った 後 、直 ち に 、相手 方 に対 して そ の旨 を

す る。

によ り通 知

2.前 項による通知がある場合、発信者は当該 のデータを撤回 した ものとみなす。

(コメン ト)

(1)読 み出し不能データの取扱い

本条は、発信者か ら受信者 に伝達 されたデータ(発 注データ)が 、受信者の責 に帰 す

べき事 由によ らない何 らかの原因(技 術上の原 因)に よって、読み出 し不能 となった場

合の取扱 いを定めている。注意 しな ければな らないのは、ここでの発信者 ・受信者 は、

発注者 ・受注者 と読みかえてはな らないとい う点である。見方 を変 えれば、発注者 ・受

注者はいずれも発信者 ・受信者 にな りうるので、当事者 の公平性 が強 く要請 され ると こ

ろである。かかる場合、受信者 は、発注デ ータが読み出 し不能であることの通知義務 を

課す ことが求め られている。ただし、読 み出 し不能 という事実は、第8条 における契 約

の成否とも直接関わ り(原 則 として 「受注 デー タ受信 の時点」 に個別契約 は成立する。

第8条 参照)、 様々な具体的状況が想定 されるため、発信者 ・受注者いずれにも不利 に

ならないよ う、単方向 ・双方向型共に場合 を分 けて具体的な取 り決めをする必要がある。

例 えば、

1)伝 達 されたデータが受信者側 に到達 した痕跡は認め られ るが読み出 し不能の場合

原 因として人為的な操作ミス(暗 号化処理の誤 り)、 ソフ ト・ハー ド的な トラブル、

第三者の介入が考え られる。 この場合、本 条 に従った対応で足 りるが、あ くまでも伝

達データ内容が読み とり可能な状態で伝達 され、発信者が確認できる ことが原則 とな

る。受信者側 に過大 な通知義務(誰 が発信 者であるか、あるいは伝達 内容を定期的 に

確認すべ き義務を負担 させ るな ど)を 負わせないよう配慮が必要である。受信者側 に

到達 した痕跡のみによっては、発信者す ら確認できない場合には、本条の予定 して い

る 「通知」その ものの対象 となる前提が欠 けるため(す なわち、読 み出しそのものが

できない)、 受信者 は本条 の通知義務 を免 除 され、当該データは伝達 されなかった も

のとするべきであろう。

第6条 によって、受信確認手段が定め られている場合 にも、伝達 されたデータ内容

そのものが読み出し不能 にもかかわ らず、 システム上の自動 的に受信確認がなされ る

ことも多 いとみ られるが、この場合 には、第6条2項 ではな く本条 によって発信者 は

データを撤 回したものとみなされ る。
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2)読 み出し可能 であるが内容に誤 りがある場合

読み出し可能なデー タに対 して内容に誤 りがある場合を本条では対象 としていない。

しか し現実には、デー タ内容 の全部または一部 に明 らか に動機の錯誤や操作上のミス

(キーボー ドの打ち間違 いな ど)が みられ る場合、受信者に通知義務がないとす る こ

とには、継続的取 引な どを前提 とすると、疑 問の余地 がある.こ の場合にも、当事 者

の公平 に配慮 しつつ妥 当な対処方法 を運用マニュアルで定め るべきであろう。

なお、入力データの誤 りの有無の確認手段(第3条3号)と の関係で も、受信者 の

負担が大 きくな らないよ う、一定の基準によってシステム上で自動処理ができるよ う

な合意をなす ことが望 ましい。

(2)読 み出し不能 の通知

伝達 されたデータが読 み出 し不能である場合の通知方法(手 段、通知時間等)に つ い

て も取 引のタイミングを失わせないよう配慮 して(迅 速性が要求 されることが多い)、

具体的に運用マニ ュアルで定 めてお く必要 がある。 この場合 の通知方法としては、電子

メール ・FAX・ 電話 ・郵 便等 の方 法が考 えられ るが、できれ ば電話 のように 口頭 によ

る通知ではな く、後 に証拠が残せ るよ うな方法で行 うことが望 ま しい。

(3)読 み出 し不能通知 の効果

受信者か ら前項の読 み出し不能の通知が なされた場合には、発信者が当該発信デー タ

を撤回 した ものとみなされる。場合に応 じて、当該発信データを撤回 した上で、発信デー

タの再送 を義務づけるな どの取 り決めにす る事 も考え られ る。取 引内容によっては、読

み出 し不能 の通知について一定の通知期限 を設 け、期限が過ぎた場合は、 リスクの負 担

は通知 をしなかった側が負 うなどの取 り決 めをす ることも考 え られる.な お、単方 向型

で発注のみで契約が成立する場合 には(受 注者の承諾 につき包括的合意ある場合)、 受

信者 の立場の保全 を考慮 し、あ らか じめ運 用マニュアル に基づ き発注データが伝送 され

た ことを証明す る手順の合意が必要であろう(第8条 コメン ト末尾参照)。

(4)VAN会 社のシステム を介 したデータ伝達

VAN会 社介在型 の双方向 システムを前提 とし、情報処理の一環 として第6条 の受信 確

認が行われ る場合 には どのよ うに考えるべ きであろうか。個別 の約定 による受信確認 が

本条 に優先するものとし、読み出 し不能の場合で も、撤 回とみなさないようにする こと

も考 えられよう。例 えば、VAN会 社が発注者受注者間の媒介責任 を負担する約定 に基 づ
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き、発信者受信 者間の意思伝達 について、FAX、 電話 その他の手段によ り運用 マニ ュ

アルで定め られた受信確認 を代行する場合である。すなわち、前 もって定 め られた頻 度

でVAN会 社が発注者受注者のメール ボックス にアクセス して受信確認 を代行するシステ

ム を前提 とすれば、読み出し不能 という事 態は大事故 によって通信途絶でも起 きない限

り想定 しに くいか らである。すなわち、 この場合 には本条(第5条)並 びに第6条 、第

8条 における意思確認手段によることな く、VAN会 社 自身が当事者 との個別契約 に基 づ

く代行責任 を関係 当事者 に対 し負担する もの といえよう。

第6条 受信確認

1.甲 また は乙は、相 手方 に対 し、その伝 達 にかか る発注デー タまたは受注データの

受信確認 を求めるこ とができ る。 この受 信確認 の方 法は、特 段の指定の ない限 り

の方法 によるものとする。

2、 前項の受信確認 を受領 した場合、当該 発注データ または受注データの伝達は完 了

したものとみな し、そ の受領がない場合 には伝達がなかった ものとみなす。

(コ メン ト)

(1)受 信確認の意味

受信確認 とは、伝達 されたデータが到達 した という事実を通知することである。これ

は、伝達されたデータの内容を了知 した ことを意味するものではない。 また、伝達 され

たデータの内容 に対する受信者側の意思表示(例 えば、 申込 に対する承諾)を 意味す る

もので もない。

この受信確認は、データが到達 した とい う事実の証明に際 しては決定的な意味を有 す

るが、それ以上に受信確認に どのような法 的効力 をこれに持たせるか については、当事

者間の合意によることになる(例 えば、本条2項 、第8条 但書)。

(2)相 手方 に対す る受信確認の要否

第1項 では、受発注の当事者である甲または乙は、その相手方に対 して 「受信確認 を

求めることができる」 と規定 している。 これとは異 な り、データの伝達が あれば常 にそ

れに対す る受信確認 を行 うものとす る、と定める ことも考 えられる。 しか し、それは 、

そのための通信 コス トの負担 を考え ると必ず しも合理的ではない場合があ り、 また、取

引の種類によっては、受信確認を必要としないとす るほうが妥当な場合 もある。
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(3)受 信確認の方法

1)受 信確認の方法の選択

受信確認の方法ついては、その伝達の手 段、内容および時期等 につ き種 々のあ り方

が考え られ、それ らをあ らか じめ約定 して お く必要がある。例 えば、手段について い

えば、受信確認 も受発注のデータ交換 と同様 のシステムを使って電子的に伝達 され る

場合が多いであろうが、電話や ファクシミ リ等によるとす ることも考 え られる。 した

がって、その方法の詳細 については、運用 マニュアル に譲 るという規定の仕方 も考 え

られる。そ こで定めた受信確認の方法が著 しく信頼性 を欠 くものであるよ うな場合 に

は、第2項 に定める受信確認の効 力が認め られないことになり、方法を定めるにあたっ

てはその内容 に十分留意する必要がある。

2)VANシ ステムを介 したデータ交換 と受信確認

本協定書では、データの伝達については、相手方の メールボ ックスにデータを書 き

込む という方式のシステムが前提 となって いる(第4条)。 それ とは異な り、デー タ

交換がVAN会 社を介 して行われ、VAN会 社に伝送 された受発注データがそ こに置かれ

たメールボ ックスに仕分けされ、受信者がそれにアクセスする という方式 がとられ る

場合も少な くない。 この場合 も、受信者側 が電話や ファクシミリで直接 に受信確認 を

伝送するものとするときには、本条にした がって処理す る ことができる。 しか し、例

えば、VAN会 社によって これ を代行する方法が とられる こともあ り、 この場合の受信

確認 については、両者の関係 に応 じて種 々の態様が考 え られ、本条がそのまま妥 当 し

ない ことが多 い。 甲 ・乙双方 とVAN会 社 との関係やそ こでのネ ッ トワーク利用 に係 る

契約 ・協定に則 して、受信確認 の方法やその効果 を規定す ることが必要 とな る。

(4)受 信確認 の法的効果

1)デ ータ伝達の完了

第2項 では、受信確認 の効果 として、 「受信確認 を受領 した場合、当該発注デー タ

または受注データの伝達は完 了 したものとみな し、そ の受領がない場合には伝達が な

か ったものとみなす。」 とい うみなし規定をおいている。

これによって、甲が 乙に受信確認 を請求 してそれ を受領 した ときには、甲の申込 み

は到達 したことにな り、乙は これに拘束 されることになる(民 法521条1項 、524条 参

照)。 逆に、乙が甲に受信確認を請求 してそれを受領 した ときには、乙の承諾 は到達

した ことになる。本協 定書で は、契約の成 立につき発 信主義 による民法の規定(526

条1項)と は異な り、受注データが伝達されたときに成立す るとす る立場を採用され
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ている(第8条 本文)。 それ を受けて、乙が甲に対 して受信確認 を求めた場合には 、

受信確認 の受領の時 に個別契 約が成 立す るもの とする、 という条項が置かれてい る

(第8条 ただ し書)。

なお、受信確認 の受領 には、データ伝達 の完 了の効果が与 えられ るだけで、それ 自

体は、伝達 されたデータの内容を了知 した ことないし了知可能 となった ことを意味す

る ものではない。 したがって、受信 されたデータの読 み出 しができない ことが判明 し

たような場合 には、その場合の受信確認 には、上記のような契約 の申込みや契約成 立

の効果は生 じない。

また、本条 によれば、逆 に受信確認の受領がない場合 には、伝達がなかったもの と

みなされ る。受信確認 を求めた場合 には、実際には受信がなされて いて も、本条1項

所定 の方法による受信確認が伝達 され請求 した者 によってそれが受領 されない限 り、

伝達 されなか ったことになる。すなわち、 この場合には、甲の発注データ(申 込み)

は伝達されなかった ことになるか ら、甲は 申込みに拘束 されない し、乙の受注デー タ

(承諾)は 到達 しなか ったことにな るか ら、契約 は成立 しない(第8条 参照)。

このような規定の仕方(み な し規定)の ほかに、受信確認があれ ば、データの伝 達

の完了が推定 されると規定 して、データ伝達 の相手方 に反証 を認 めるという規定の仕

方 も考 え られ る(推 定規定。UNCITRALEDIモ デル法 第14条(5)項 、ECE/WP.4モ デル

交換協定書3.2.2条参照)。

2)受 信確認 を受領する前の履行準備等

受信確認 を求めた場合、受信確認の受領 がない場合 には、伝達がなかった ものとみ

なされる。 したがって、受信確認 を受領す るまでは、当事者が契約 に係 る種 々の処 理

を行 う場合、それぞれの費用 と責任において行われる ことになる。例えば、乙が甲 に

対 して受注データの受信確認を求めなが ら、それと併行 して履行の準備等 をした場合 、

甲か らその受信確認が伝達 されなかったときには、それ に係 る費用等の リスクは乙が

負担すべき ことになる。 当事者間 の事情 によっては、その趣 旨を明文化 した条項 を置

くことが望 ましい場合 もある。

(5)受 信確認 の伝達の安全および信頼確保

受信確認は、受発注のデータ交換 と同様 のシステムを使 って電子 的に伝達 される場合

も少 なくない。そ の場合、伝送に際してのデータの食い違 いや無権 限者 による伝送等 に

対す る安全および信頼確保 のための配慮が 必要 となる。それについて、本協定書による

場合 には、第3条 で定めるデータ交換の安 全確保のための手順 を履践 して受信確認 を受
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領すれば、受信確認がなされたもの と解 される(第7条 参照)。

第7条 デー タの確定

甲および 乙は、伝達 されたデ ータが第3条 各号 に定 める安全確保のため の手順 に し

たがって作 成 ・伝送 された場合 には、それぞれ確認された事項 につき受信 データの内

容が確定する ことに合意する。

(コメン ト)

(1)本 条の趣 旨

本条 は第3条 の規定を受 けて、安全お よび信頼確保 のための手順が履践 された場合 の

効果 を規定す る。すなわち、第3条 で規定す る手順が履践 されて いる ことが確認 され た

場合にそれぞれ確認 された内容についてデー タが確定するとい う効果が発生する ことを

定めて いる。例 えば、第3条 の発信者 の同一性 の確認手順の履践(決 め られたパス ワー

ドの使用等)が 確認 された場合に、データ発信者がデータ上に表示 された名義人 と同一

であることに確定する ということである。

(2)主 張立証責任 との関係

本条の規定 は、訴訟 における主張立証責任 と関連する。例 えば、EDIに よる契約の 申

込がなされ受信者が これ に対 し承諾 した場 合に、 これによって成立 した契約 に基づ く請

求 をす るときの主張立証責任は、当該契約 による法律効果の発生 を主張す る者、すな わ

ち原則 として受信者が負担することとなる。 したがって、受信 した メッセー ジが真 に相

手方 が作成 した ものであるか どうか、発信者がデータの作成 ・伝送権 限を有するか ど う

か、データが伝送途上 において変質 して いるか どうか、な どにつ いて争 いがある場合 に

は、受信者 は、 これ らの事項を主張 ・立証 しなければな らない ことが多か ろう。ただ、

EDIに おいては、こうした立証は一般的には困難である。

本条 の規定 によって、第3条 に基づいて定 め られた手順 の履践、すなわち定 め られたパ

スワー ドの使用、暗号鍵の使用等の事実を受信者が証明すれば、 これ に対応す るデー タ

であることが確定 され ることになるが、 これ らの事実の証明は比較的容 易で ある。例 え

ば、パス ワー ドの使用であれば受信者に送信 されたパスワー ドを確認 すれ ばよ く、また

暗号鍵 の使用 の事実 は、意味あるデータとして復元 され ることか ら証 明され る。

(3)デ ータの確定の意味
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本条ではデータの確定 という用語が使用 されているが、その意味に注意す る必要が あ

る。

第3条 の手順の履践の効果 に関する定め方 と しては、一般的には、確認 された内容 の

事実を推定す るとす るという方法 と、 これ を見倣す(擬 制)と いう方法があ りうる。 こ

の両者の相違 は、前者 であれば反証が許 されるのに対 し、後者では これが許 されない と

いうところにある。 しか しなが ら、第3条 の手順 を履践 した場合の効果 として、 この両

者のうちいずれを採用すべきかを一律 に論 ず ることは困難であろう。なぜな らば、例 え

ば同一性確認 のための手順 として暗号 シス テム を採用 した場合であって も、そ の強度 に

は高低があ り、また安全対策 に関する技術 の進展 に伴い、これを阻害す る技術 もまた進

展す ることも予想 され、推定的効果 に留め るのが妥 当か、擬制的効果 まで認 めるかを一

律に決定す ることには問題があるか らであ る。参考試案では、と りあえず第3条 の手 順

を履践 した場合の効果 として 「確定」 とい う文言 を使用 しているが、もし、 この効果 が

いずれであるかを明確 にしたい場合には、 上記の問題 も考慮 した うえ、その趣 旨を文 言

上 も明 らかに規定する必要があろう。(な お、UNCITRALEDIモ デル法第13条 では、所

定の要件 を満たす データメ ッセージ について、発信者 の同一性(同 モデル法 の用語 で は

「データメッセー ジの帰属」)に関 して推定的効 力を与えている)。

(4)確 認手順 と効果 の対応

採用された確認手順 と効果 とが対応 して いない場合、場合 によってそのよ うな効果 が

認められないことがあ りうるので、 この点 留意が必要である。 これに関しては米国の統

一商法典第4A編 の電子資金移動に関す る規定で用 いられる 「安全保護手続 き(security

pro㏄duer)に お ける 「取 引上の合理性(commercialreasonableness)」 の概念が 参考 とな

る。

この概念は、必ず しも技術上の観点だけか ら安全対策 に伴 う効果を定める規定ではな

いが、例えば、採用 された確認手順が高度 の安全性 を保証す るもの(強 度の強 い暗号 に

よる暗号化が採用 されている場合等)で あ る場合には、単に固定的なパス ワー ドのみ を

採用 しているよ うな場合に比べて、同一性 の確認 についてのメッセージに対す る信頼 が

よ り強 く保証 され るという考え方である。 このよ うな考 え方 は、当事者 間において見 倣

し規定をお く場合の参考になろう。

なお、第3条 の手順 の定め方 によってはそ の履践 を受信者が知 り得ないことが ある。

そのよ うな手順 の履践 を要件 として も、受信者は手続きが履践 された ことを立証でき な

いため、法律的には、本条による効果 を受 け得ない場合 もあることには留意する必要 が
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一
ある。本条の規定は、諸外国 ・諸国際機関が作成発表しているEDIモ デル契約に比べて、

データ交換の安全お よび信頼確保 のための手順 に関する規定に加えて、 これ を履践 した

場合の効果についても規定 した点 に特徴がある。

第8条 個別契約 の成立

本件取引 に関する個 別契約 は、受注デー タが伝達 された時に成立する ものとす る。

ただ し、乙が甲に対 して第6条 の受信確認 を求めた場 合には、個別契約は受信確認 の

受領 の時に成立するもの とし、かっ甲乙間に別段の定 めがある場合には、その定 め に

従 うものとす る。

(コメン ト)

(1)本 条の趣 旨

本条は、第7条 でデータの内容が確定す る旨を定めていることを前提 として、個別 契

約の成立時点 を明 らか にする ものである。

データ交換協定 にお いては、データの交 換にかかわ る問題 についてだけ規定す るとい

う考え方か らすれば、個別契約の成立時点 については取 引の基本契約の中で規定すべ き

であるということも考 え られる。 しか し、 ここでは、継続的な取 引契約の中で、電子 的

なデータ交換 による個別的な受発注 を対象 としているので、特に個別契約の成立時点 を

定める明文規定 を置 くこととしている。 したがって、基本契約の中で個別契約の成立 時

点 についての規定が存在する場合には、本条は必ず しも必要ないであろう。

継続的な商品 の売買契約 において、個別的な受発注を法的にどのよ うに構成す るかにつ

いてはい くつかの考 え方 が可能であるように思われる。商品の売買について は、すで に

基本契約で合意 されて いて、1回1回 の受発注 を出荷指 図とそれ に対する応諾 と構成 す

ることも可能であるが(そ のように理解 している業界 もあるようである)、 継続 的な売

買を成立するもの と理解す るのが一般的であるように思われる。

(2)個 別契約の成立時期

本試案の規定す るデ ータ伝達方 式(第4条)を 前提 として、本 試案は様 々なデータ交

換の態様 を想定 しているが、それぞれの態様 によ り、契約成立時期は異なる。それ らの

全体像把握 の便宜 のため、 「データ交換の態様別 、契約成立時期に関する概念図」 を参

照のこと。

個別的な売買契約の成立時点を定めることの意義は、それによって個別的な契約が確
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定し、売主または買主 としての権利義務関係が発生する時点を明 らかにする ことである。

民法では、隔地者間の契約の成立時点 を申込 に対する承諾が発信 された時 と規定 して い

る(526条1項)。 このような隔地 者間 の契約の成立に関する民法 の原則であ る承諾の発

信主義 によれば、電子データ交換 による個 別契約は、法的 に承諾 と評価 され る電子デー

タの発信時点において成立することになる。買主 の発注データに対応 して売主の受注デー

タが伝送される場合 には、前者 を申込、後者を承諾 と解す ることができるか ら、受注デー

タが発信 された時点で個別的契約が成立す ることになる。本条 は、 このよ うな民法の原

則 を修正 し、受注データの受信時 に個別的 な契約が成立する ものと定めている(到 達主

義).周 知のように、民法 における承諾 の発信主義 は、イギ リス法に由来す るもので あ

るが、契約が成立するためには承諾の効力 が存在することが必要であるという論理的な

前提 と必ず しも整合性がな く、そ の両者 を どのように理論構成するか について、停止 条

件説 、不確定効力説などいろいろの学説が主張 されている。例 えば、発信 された承諾 が

相手方 に到達 しなかった ときに、承諾 の発信 によっていったん成立 した契約が結局効 力

を生 じないことになるのであるが、それを どのように説明す るかな どの問題が生ずるの

である。本条では、このような民法の原則 によ らず、承諾 に当たる受注データが伝達 さ

れた時点 に個別契約が成立する とした ものである。UNCITRALEDIモ デル法 において も

とられている考え方である。隔地者間の取 引 といって も、 コンピュータを利用 した通信

システムによって電子データが交換 され る場合 には、特殊な場合を除いて、データの発

信時点 と受信時点 との間にはほとん ど時間差 はな く、発信 されたデータが何 らかの事 由

によって受信 されなか ったときのことを考 えると、発信主義 をとるよ りも到達主義によ

る方が合理的であろう。

(3)受 信確認 との関係

なお、受注者が発注者 に受注データの受信確認を求めた ときには、受注データの伝 達

時ではなく、受信確認データの受領 時に個別的な契約が成立す るとしている。すなわち

個別契約は、受注データの伝達時よ りも遅 い時点である受信確認の受領 の時 に成立す る

ことになる。受注者が受信確認 を求 めるのであるか ら、契約の成立時が遅 くなることも

許 されるであろう。

(4)双 方向システムと単方向システム

本 条 は、発 注 データ に対 して 受 注 デー タが 送信 され る こ とを原 則 と して い る。

UNCITRALEDIモ デル法でも同様である。現実 に行われて いる受発注 システム において
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は、発注データのみが送信 され、それを応 諾す る旨の受注データが送信 されないこと も

少 な くないようである。 システム全体 の安 全性の観点か らす ると、受注データが送信 さ

れる方(双 方向システム)が 望 ましいといえよう。 しか し、 日用雑貨 のよ うに比較的単

価が低 く常 に在庫があって発注にいつで も応 じられるよ うな商品の受発注な どにお いて

は、通信 コス トの節約 な どの理 由か ら発注 データのみで個別的な契約が成立す るとい う

システム(単 方向システム)に も十分な合理性があるといわなければならない。本条は、

このよ うな単方向システムの存在 を否定す るものではない。 この場合 には、発注 とい う

一方的な意思表示だけで個別 的な契約が成 立するということではな く、基本契約にお い

て、発注者か らの発注があれば、受注する という受注者 の承諾があ らか じめ包括的 に与

え られて いると解する ことができ る。 このような単方向システムの場合に も、個別的な

契約の成立時点を契約で明 らか にしてお く必要がある。発注者の発注データが受注者 に

よって受信 された時点 において個別的な契約が成立するとすべきであろう。例えば、デー

タ交換協定では、 「本件取 引に関す る個別契約は、発注データが伝達 された時点 に成 立

する ものとする。」 または、 「甲が発注データの書き込み を完 了 した後 、○ 日以内に こ

れを拒絶す る旨の意思表示 がない場合には 乙は発注 を承諾 した ものとみなす」 などと規

定す ることが考え られる。

第9条 データの保存お よび交付

1.甲 および乙は、そ れぞれの発信 にかか るデータお よび受信 にかか るデータを保存

す るものと し、相手方 の請求が ある場合には、 これを相手方 に交付 しなければな らな

い。ただ し、プリン トアウ ト・複製その他 によ りこの交付に費用が発生す る場合 には、

その費用は請求者の負担 とす る

2.保 存および交付 の細 目に しては運用 マニュアルに定 める。

(コメン ト)

(1)総 説

前述の とお り、電子計算機 を利用 した国税帳簿書類の保存方法 に関す る特例法が成 立

して いる こと、および、 これ に準拠 したデータの保存方法が必要である。

(2)'第2項 の問題点(運 用マニュアルで定 まる細 目)

本 条は、 これ らのデー タの保存および交 付に関する細 目を運用マニュアル において具

体的に定める旨が規定 されている。例えば、電子デー タ特有な性質か ら以下 の様 な事 を
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規定す る必要がある。

・データの範囲

・期間

・態様

運用マニュアル においては、例 えば保存 に関する事項 としては、保存す るデータの種

類、保存の方法(使 用するシステムな どに関す る事項が含 まれることもあ りうる)な ど

について定めることにな り、相手方が保存 しているデータの交付 については、交付の方

法(オ ンラインによる引き渡 しを行うのか、磁気媒体による引き渡 しの方法 をとるのか、

記 名捺印を伴 う文書の形式での引き渡 しを行 うかなど)、 交付す るデータの作成形式 な

どの諸事項が定め られることになろう。

(3)「 交付」 についての問題点(交 付請求の負担 費用の範囲)

なお、本条は、相手方 に対 してデータの交付請求ができる旨を定め、かつ、データ交

付に要する費用は、交付請求 を行 った当事者 の負担 とする旨が定め られている。周知 の

ように、民事訴訟法においては、挙証者 と文書所持人 との間の法律関係 について作成 さ

れた文書については文書提出命令 を拒む ことができない旨を規定す るが(同 法220条)、

文書種類によってはそれが 「法律 関係 につ いて作成された」か どうかが争いとなる場合

もある。他方 、同条は、挙証者が当該の文 書について引き渡 しまたは閲覧を請求 しうる

場合には文書所持人は文書提出は拒絶 しえない ことになってお り、参考試案第7条 の規

定を設 けることによ り、このような争 いをあらか じめ回避す ることが可能 となる。また、

データの交付請求 の費用 に関 しては、公平 の見地か ら交付を請求す る者が費用 を負担す

る旨明定 している。ただし、データを書面化 した場合 にはケースによっては印紙税 の負

担が発生す ることもあるが、参考試案 にお ける交付費用 には、書面化 に伴 う印紙税 の負

担 までは考えてはいない。書面形式 による交付 を行 う場合に このよ うな印紙税負担が発

生 しうることには留意すべきであ り、現実 にデー タ交換協定 、運用 マニュアル を作成 す

る場合には、 どのような処理 をするか を検討すべきであろう。

(4)契 約書その他 の書面 、署 名等の様式 に関する要件

第1条 と も関連するが、国や取 引形態 によっては、法律上、契 約書の作成 が契約の成

立要件ない し有効要件 とされる場合や 、そ の他有効 に成立 した契約 において種々の書面

の作成、保存、交付が必要 とされ る場合が あ り得 る。また、 これ らの書面につき権限 あ

る者 の署名が要求 され る場合 もあ り得 る。 日本では契約書 の作成が契約の成立要件な い
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し有効要件 となる例は希であ り、下請法、割賦販売法等 、特別法 との関係 で契約内容 を

証する一定 の書面が要求 されて いる。これ に対 し、例 えば米国では、500ド ル以上の物

品売買契約が裁判上強制可能 となる要件 と して、契約の成立 を示すに足る署 名入 り書 面

が要求 される場合(UCC2-201条 参照)や 、特 定の契約 類型によ り書面 が要求 され る場 合

等がある。

なお、UNCITRALEDIモ デル法第11条 、第12条 、ECE/WP.4モ デル交換協定書第4.1条

では、電子 的データのや り取 りをもって、原則 として法的な有効性や強制履行可能性 が

認め られる ことを担保 しようとしている。 また各国レベルでも、電子 的な記録や電子 署

名を書面や署名に代替可能 とす るための要件 ・効果等 に関す る立法を行 い(例:97年 に

成立 した ドイ ツの所謂マルチ メディア法)或 いは検討中の国(例:米 国にお ける統一商法

典 の改訂作業、イ リノイ州 電子商取 引セキ ュ リティ法案)も あ り、国 際取 引において は

これ らの動 向に留意すべきである。

(5)電 子 データの証拠法での位置付 け

また、民事訴訟法上、電子データ(電 磁 的記録)の 証拠能力(形 式 的証拠力)に 関す

る明文 の規定 はないが、下級審判例 においては、電磁 的記録媒体 を準文書であるとして

文書提出命令 を許容 した ものもあり、民事裁判 において は、プ リン トアウ トされた書面

を書証 として採用す る ことも多い(*)。 ただ、電子 データはこの証明力(実 質 的証 拠

力)に ついて、例 えば改 ざんが容易で しか も改 ざんの痕跡 を全 く残 さない場合 もあるな

どの問題点 もある。 このことに照 らす と、保存方法 につ いて合意す る場合 に、 どのよ う

な保存方法をとれば十分な証明力を有す るか、証明力に関す る補強証拠 と してのどの よ

うな立 証が可 能か 、な どの事項 を検討す る ことには意 味 がある。信 頼 で きる第三 者

(TrustedThi「dParty)や電子公証などが世界的 に検 討 されてお り、証拠 法との関連で も注

目される。

(*)UNCITRALやECE/WP.4の モデルEDI協 定 においては、交換 されたデータ を証 拠

とするための合意が存在する。 これは、 コンピュー タ ・データに証拠能力を認め な

い法域 もあることを前提 として いるため と考え られ るが、コンピュー タ ・データ の

証拠能 力が認 め られ るわが国においては 、さしあた り、データ交換協定 にかか る合

意 までを規定す る必要は乏 しいよ うに思われる。ただ、特定 のデータのみをある事

実 に関す る証拠 とする合意、すなわち証 拠契約を締結す る場合 には、参考試案第9

条 とは異なる規定 となる。証拠契約条項 を置 く場合 には、その法律的有効性 を含 め

一65一



た検討が必要 となろう。なお、コンピュータの 「原本性」 に関す る問題は、参考 試

案 においては特に触れていない。

第10条 費用負担

この協定 に定 めるデータ交換の運用 に伴 う費用 の負担 は別 に定 めるとお りとす る。

(コメン ト)

データ交換の運用に当た り発生する費用 について具体的に どの費用 をどち らが負担 す

るか、別途定める旨を規定 している。 これ にっいては運用マニ ュアルで定める ことと し

て もよい。 どち らか一方が過大 な負担 を負 うことのないよう甲乙間の公平 に注意 して 定

める必要がある。

費用負担 については書面(契 約)に よ り定めるべきであろう。いったん定めた事項 の

変更 も同様である。相手方 に費用負担 の変更 を求め ることができる場合、例えば、デー

タ交換の規模が増大 した場合や、システム構成に変更 が生 じた場合 には、見直 しがで き

るようにしてお くことが当事者 の公平 とい う点か ら望 ま しい。例 えば具体的に、規定 す

べき事項 として、通信料 ・データ処理料等が考 え られる。

第○条項(通 信料およびデータ処理料の負担)

この契約に基づくデータの通信料およびVAN事 業者に対するデータの処理料は、その発呼者がそれ

ぞれ負担する。

第○条(シ ステムの変更)

この契約 に基づ くデータ交換のシステムは、当事者協議の うえ変更する ことができ る。

2.当 事者の一方においてやむを得ない事情によ り、そ のシステムを変更 し、これ によ り相手方におい

て システムの変更その他 の処理を行わな ければな らない事情が 生 じた場合 、相手方は、一方当事者 に

対 し、そ のシステム変更そ の他処理の費用の負担 について協議 を求 めることができる。

第11条 シス テム の管 理

1.甲 および乙は、デ ータ交換 が円滑かつ安全 に実施 されるよ うそれぞれ システム を

管理するものとす る。

2.シ ステ ムの異常、故障発生 時に伴 う措置 は、運用 マニュアル に定 める ところによ

る。

(コメン ト)

(1)シ ステムの管理

日々のシステム管理および保守方法 も運 用 と併せて運用マニ ュアルで定めるべきで あ

ろ う。各々が保有す るシステムの管理 ・保 守 にかか る費用は通常各 々で負担する と思わ

れるが、別段の取 り決めをする ことも考え られる。第3条 の安全および信頼確保 のた め
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の手順 と同様、 これ らの管理を行っていた場合には、異常等の発生によ り生 じる損害 に

ついて危険を負担 しない といった定めをすることも考え られ る。

なお、本状の異常等 にはシステム ・ダウ ンな どの事態ばか りでな く、コンピュータ ・

ウイルスな ど、第三者の介入によって発生す る異常 も含 まれ ることに留意す る必要が あ

る。

(2)異 常等の発生時 の措置

異常等が発生 した場合、速やかに対応策 をとらなけれ ばな らず、異常等 を発見 した者

に、相手方 に対する速やかな通知義務 を課 す必要がある。その際の通知方法 、通知後 の

対応 の協議、 どち らが危険を負担するか、異常継続 中の代替措置、復 旧後 の措置等に つ

いて も可能な限 り詳細 に定め、異常等の影 響 を最小限に抑 えられ るように してお く必要

がある。

異常発生時の対応 としては次の事項について定めることが望 ましい。

① 異常 ・障害等が発生 した場合における主任担当者の氏名、連絡先、連絡時間、休 業

時の連絡方法等を定 め相手方に知 らせる(通 常時の運用、管理等 の担当者 と同じ と

は限らない)。

②代替的な情報伝達方法(電 話、FAX、 郵便、手渡 しな ど)や 緊急用設備の設置方法、

さらには応急措置 。

③原因究明及び回復 のための見通 し、措置 、報告(コ モ ンキ ャリア、ハー ドメーカ ー

等第三者 との連絡、協調の体制)。

④異常、障害等又はそのおそれ等 を感知 した当事者 は速やか に相手方主任担当者 に報

告す ること。

⑤既処理データの点検 。

⑥損害の拡大 を防 ぐための一般的な協力義 務および拡大損害 についての賠償 責任 の定

め。

第○条(シ ステム障害時の措置)

1・コンピュータシステム もしくは通信回線の故障またはそ の他 の理 由により、本システム に障害が発生

したときには、受発注 当事者は、直ちに相手方に連絡 し、速やか に対応を図るものとす る。

2・甲および乙は、当該障害が復旧するまでの間、必要に応 じ注文文書等 の書面を相手方 に手渡しするか、

その他の方法によ り通知 する。

3.当該障害等 に基づ く損害 について、甲または乙の一方に、当該障害の発生について責 に帰すべき事 由

がある場合は、そ の者が相手方に対 し賠償義務 を負 うもの とす るが、その額およ び支払方法につ い
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ては協議 して定めるものとする。

第○条(シ ステム障害時の措置)

本システムまたは通信回線等に障害が発生した場合に甲および乙は別途定める 「システム障害時の

取決事項」に従って適切な措置を講ずるものとする。

第12条 基本契約 との関係

甲乙間で締結 した本 件取 引に関す る_年_月_日 付基本契約 書 に定めた事項とこの

協定 に定めた事項 との間 に相違 がある場合 には、 この協定の定 めが優先的効力を有 す

るものとす る。

(コ メン ト)

電子取引は、背景 となる取 引契約 、デー タ交換協定、技術 ・運用マニ ュアルの三者 に

よ り一体を構成する。いうまで もな く、参 考試案は、 このうちのデータ交換協定にあた

るが、背景 となる取引契約 ・取 引関係 に関連す る内容にはほとん ど触れてお らず、取 引

の実施 に必要な諸 々の事項、例 えば、検収 の時期および方法、i暇疵担保責任、代金の支

払方法および時期その他 の事項は、背景 となる取引契約 によって支配 され ことになる。

このような背景となる取 引契約 は、いわ ゆる 「基本契約」 によって規律されること に

なるが、紙ベースの取引を前提 とする 「基本契約」 においては、例えば、 「個別契約 は、

注文書 と注文請書 の交換によって成立す る ものとす る。」 という条項 のように、必ず し

もデータ交換を前提にしない条項 も存在す る。本条は、データ交換の当事者間において

「基本契約」が締結されて いる ことを前提 とし、基本契約 とデータ交換協定の間に齪 齪

がある場合には、データ交換協定が優先的 に適用 されることを明文化 した。なお、基本

契約 とデータ交換協定に齪鯖がない場合 には、基本契約の定めが適用 され る。仮にデ ー

タ交換協定の導入 によって背景 とな る取 引関係 自体が変更 され る場合 には、当然のこ と

として、基本契約 またはデータ交 換協定 において必要な手当て をしなければな らない。

参考試案においては規定 を設 けていないが、データ交換 によって決済 を行 う場合、請求 ・

支払処理をデータ交換によって行 う場合な どには、ある程度詳細な規定(マ ニ ュアル に

おける規定を含む)を 設 ける必要があろう。

いずれにせよ、データ交換 システムの導入 にあたっては、そ の大 小は別 として既存 の

基本契約は何等かの影響 を受ける可能性がある。 このような点に配慮 し、基本契約、デー

タ交換協定 、運用マニュアル の整合性 を保つ必要があることには留意すべきである。
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第13条 有効期間

この協定 の有効期 間 は_年_月_日 か ら_年_月_日 まで と し、期間満 了の3カ 月

前 までに甲 または乙か ら相手方 に対 し書面 によ り更新 の拒絶または内容変 更の申出 の

ない限 り同一条件 をもって更に_年 継続するものとし、事後 も同様 とす る。

(コメン ト)

データ交換協定についても一般 の継続的契約同様 に存続期間を定めることが考え られ、

「基本契約」の存在 を前提 とする参考試案 については、本条 のように協定 上でその存 続

期間を定 める方式 と、例 えば 「この協定の有効期 間は、基本契約の有効期 間と同一 とす

る。」 という方式の二通 りの方式があ りえよう。そのいずれを採用するかは当事者の合

意 によるところによろう。ただ、基本契約 が終了 して継続的取引自体 も終 了 した場合 に

データ交換協定 のみを存続 させる ことはあ まり意味が無 い。取引を継続 しつつ、デー タ

交換方式のみを廃止す るという希 な場合には、この変更処理のために必要な期間に配慮

す る必要があり、参考試案 において3カ 月 というやや長めの予告期間をおいたのはこの

点 を考慮 したためである。 もちろん、具体 的な状況 において この予告期間 を修正す る こ

とは可能である。

なお、データ交換 システムの変更はマニ ュアル等 の変更手続(第2条)に よって行 う

ことになるか ら、必ず しも、本条の適用は必要 としない。ただ、システム等 の変更処 理

に要す る期 間について配慮す る必要は、上述のデータ交換方式廃止の場合 と同様である。
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付 録

データ交換 の態様別 、契約成立時期 に関す る概念図

発信

日
データの伝達

①一1発 注のみで契約成立

発注者

巳

受注者

巨 ≡]一 一 ー ー 一　 発注データ
データの伝達=契 約成立

①2受 信確認 を必要とする場合

医 ≡ヨー-r-一 二ー 発注データ

国 一 一一 ー ー 一 遍 那
受信確認の受領=発 注データの伝達=契 約成立

②1受 注データによ り契約成立一
受注データ

発注データー
データの伝達=契 約成立

②2受 信確認 を必要とす る場合一
受注データ

発注データー
[憂 亘F-一 一ー 一一 ー レ[憂 ヨ

受信確認の受領 二受注データの伝達二契約成立
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JIPDEC-－ ECE/WP.4
一

の こ} る モ ー レ

UNCITRAL電 子商取 引モデル法 の条項対 照

」鐙斑認 データ交換協定書(参考試案)
混CBハ駆P、4電子データ交換の国際取弓{

に関するモデル交換契約
ロNCπRAL電 子商取引モデル法

(国際取引への適用可能性) 7.1準 拠 法 (脚注1)

(非商事取引への適用可能性) (「データ交換契約の説明」を参照) 第1条 適用領域

(定義等) 第1条 適用範囲と構成 第2条 定義

1・1適用 範 囲

第2条:通 信 と運用

2.1標 準

第1条 データ交換の実施

甲および乙は、本件取引に関する個別契約をデー

夕交換により成立させることに合意する。

第2条 運用マニュアル 第1条 適用範囲と構成
1.デ ータ交換の実施 に必要なシステム、送信手順 、 1.2技 術 的付属書

メッセージ構成、伝 達す るデー タの種類 、シス

テムの稼働時間その他の細 目は、甲乙間で別 に 第7条 一般条項

定めるデータ交換運用マニュアル(以 下 「運用 7.4完 全な合意

マニュアル」 という)で 定 める。

2.甲 および乙は、運用 マニュアルが この協 定 と一 第2条 通信 と運用

体をなし、この協定と同一の効力を有すること 2.2シ ス テ ム運 用

を相互に確認する。 2.3シ ス テ ム変 更

3.シ ステムの変更その他 の事 由 によ り運用 マニ ュ 2.4通 信

アルを変更する必要が生じた場合には、その変

更に伴 う費用負担を含め、甲乙間で事前に協議

を行い合意のうえ変更する。



1

鳶

ー

」臓 泌C羨 一夕交換協定書(参考試案)
EeEIWP・4電 子羨一タ交換 の国際取 引

に賛す る壬デル交換 契約
UNCITR品 電子商取引モデル法

弟3条 データ交換の安全および信頼確保の 2.5安 全手順及 びサー ビス

ための手順

甲および乙は、データ交換の安全確保のため下

記各号の全部またはいずれかの手順を実施するも

のとし、その実施の手順の内容は運用マニュアル

に定めることに合意する。

(1)発 信者の同一性の確認手順

(2)発 信者の作成権限の確認手順

(3)伝 送途上におけるデータ変質の確認手順

(4)デ ータ内容誤 りの有無に関する確認手順

(5)そ の他甲および乙が合意する事項
'

第4条 デー タの伝達 3.1受 信 第15条 データメ ッセー ジの発信及び受信の

データの伝達は、運用マニュアルに定める方法 時と場所

により、相手方のメールボ ックスに書き込むこと

によ り行 う。

第5条 読み出し不能データの取扱い 3.3技 術 的 エ ラー

1.伝達されたデータの読み出しができない場合ま

たは読み出しにかかるデータに技術上の誤 りが

ある場合、データの受信者 は、 これ らの事情 を

知 った後、直ちに、相手方 に対 してそ の旨を

によ り通知す る。

2.前項による通知がある場合、発信者は当該のデー

タを撤回したものとみなす。



ー
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ω
ー

」距DECデ ータ交換協定書(参考試案)
BCB/WP.4電 子データ交換の国際取引

に賛するモデル交換契約
UN研TRAL電 子商取引モデル法

弟6条 受信確認 3.2受 信 確 認 第14条 受領の確認

1.甲 または乙は、相手方 に対 し、その伝達 にかか

る発注データまたは受注データの受信確認を求

めることができる。この受信確認の方法は、特

段の指定なき限り の方法によるも

のとする。

2.前 項の受信確認を受領 した場合、当該発注デー

夕または受注データの伝達は完了したものとみ

なし、その受領がない場合には伝達がなかった

ものとみなす 。

第7条 データの確定 第13条 データメ ッセージの帰属

甲および乙は、伝達されたデータが第3条 各号

に定める安全確保のための手順に従って作成 ・伝

送された場合には、それぞれ確認された事項につ

き受信データの内容が確定することに合意する。

第8条 個別契約の成立 (審議の初期の段階で、到達主義を明記すること

本件取引に関する個別契約は、受注データが伝 が議論されたが、(国際動産売買に関する)ウィー

達された時に成立するものとする。ただし、乙が ン条約でも到達主義を採用 しており、当然のこ

甲に対して第6条 の受信確認を求めた場合 には、 とだとの理由で規定をおかないことになった。)

個別契約は受信確認の受領の時に成立するものと

し、かつ甲乙間に別段の定めがある場合には、そ

の定 めに従 うものとす る。



一

六

ー

JIPD混Cデ ータ交換協定書(参考試案)
昼C蹴WP.4電 子データ交換の国際取引

に駕するモデル交換契約
UN研TRAL電 子商取引モデル法

弟9条 デー タの保存及び交付

1.甲および乙は、それぞれの発信にかかるデータ

および受信にかかるデータを保存するものと

し、相手方の請求がある場合には、これを相手

方に交付しなければならない。ただし、プリン

トアウ ト・複製その他によりこの交付に費用が

発生する場合 には、その費用は請求者の負担と

する。

2.保 存および交付の細目に関 しては運用マニュア

ルに定める。

2.6記 録 の保存

第4条 有効性及び強制履行性

4.1有 効性

4.2証 拠

第10条 デー タメッセージの保管

第6条 書面

第7条 署名

第8条 原本

第9条 デー タメッセージの許容性 と証拠 力

第11条 契約 の成立 と有効性

第12条 当事者 によ るデータメッセージの承

認

第10条 費用負担

この契約に定めるデータ交換の運用に伴 う費用

の負担は別に定めるとお りとする。

第11条 システムの管理

1.甲および乙は、データ交換が円滑かつ安全に実

施されるようそれぞれシステムを管理するもの

とする。

2.シ ステムの異常、故障発生時に伴 う措置は、運

用マニュアルに定めるところによる。

第2条 通信 と運用

2.2シ ステム運用

2.3シ ステム変更

第12条 基本契約 との関係

甲乙間で締結した本件取引に関する 年 月

日付基本契約書に定めた事項とこの協定に定めた

事項との間に相違がある場合には、この協定の定

めが優先的効力を有するものとす る。

第1条 適用 範囲と構成

1.2技 術 的付属書
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ロ

ー

に寵ずるモデル交換契約
UN斑 斑AL電i子 商取引モデル法

弟13条 有効期間 7.3解 約

この契約の有効期間は 年 月 日か ら 年

月 日までとし、期間満了の3カ 月前までに甲ま

たは乙から相手方に対し書面により更新の拒絶ま

たは内容変更の申し出のない限り同一条件をもっ

て更に 年継続するものとし、事後 も同様 とする。

第5条 データ内容の要件

5.1必 然性

5.2法 の遵 守

第6条 損害賠償責任

6・1不 可 抗 力

6.2損 害賠償 の除外

6.3プ ロバイ ダー の損害賠償 責任

第7条 一般条項 第3条 解釈

7.2可 分性 第4条 本法と異なる合意

7.4完 全な合意

7.5見 出 し及び小見出 し

7.6通 知

7.7紛 争 の解決





ll.参 考 資 料

○ データ交換協定書(参考試案)英 語版

○ 電子調達 についてのアンケー ト結果





データ交換協定書(参 考試案)英 語版

これ までデー タ交換協定書 につ いて解説部分 も含めて は英訳 し

ていなかったが、 日本で の検 討 内容 につ いて世界 に発信す る必要

もあるため、全文英訳す る こととした。今年度 、電子デー タ交換

協定書(参 考 試案)に ついて見直 しを行 ったが、 これ につ いては

まだ検討過程で あるため、英訳 の対 象外 とした。
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1. STANDARI)AGREEMENTFOREI)1

1.1 SummaryofEDIStandardAgreement

SeveraltradeorganizationshavepublishedstandardoontractsandmodelfomsforEDIhl

Japan,Suchasthe"StandardSystemsAgreementforOn-LineTransactions"putoutbythe

ElectronicsIndustryAssociationofJapan(EIAJ)andthe"MemorandumregardingData

Interchangesbetween()ompanies"oftheJapanPetrochemicalIndustryAssociation(JPcA)・

(Thesecontractshavebeenconatedasreferen㏄materialsforthisReport.)Sin㏄,however,

thesestandardandmodeloontractsareflavoredbythetradepracticesandp㏄uliaritiesofthe

variousindustriesfbrwhichtheyweredrafted,itisnotne㏄ssarilypracticaltousethemforEDI

tranSactionsthatdifferforeach五1dustryortypeofbusiness.Thatistosay,theprovisions

cohtaincdinthesecontractSaremodelformspremisedonexistingsystems,but也escopeof

transactionsforEDIisexpansiveanddiversified.Consequently,itisnotpossibletodrafta

practicable"standardagreement"withcommonanduniversalapplicabiHtyfromtheseexisting

oon血dfoms.

Accordingly,asaprerequisitefortheestablishmentofastandardcontractforEDIandasa

usefulmeasurefordecidhlgonthecontentsofsuchadocument,wehavetriedtoexamine

provisionsthathavebeenusedinactUalbusinesspractice.Forthatpurposewehavecarriedouta

studyofsuchbasicfactorsasthetypesofplacesinwhichanEDIstandardcontractwouldbe

usedandwhatkindofstandardformwouldbedesirable.

Nthesametime,ifEDIisintroduoedwithoutconfirmingtheneoessaryprovisionsforan

EDIcontractandasaresulttherearesnagsortrouble,notonlyisitUkelythatitwillbedifficult

tocometoalegalresolutionoftheproblem,butalsotherewillbeproblemsinarrangingforfair

andsafetransactions.Fu血er,inpresentingareferentialcontraCtformwithamultiplicityofuses

thatcontainstheminimumnecessarylegalprovisionsthatarepe㏄liartoEDI,thestudyofEDI

fromtheviewpointoflegalpracticeisalsoanimportanttopic.Withthisconsciousnessofthese

issues,theResearchCommitteehaspreparedaI)ataInterchangeAgreerpentform(dle"Referen㏄

Model")withthen㏄essarymin㎞umoflegalprovisionsforthespecialcharacteristicsofEDI,

onethatisnotpremisedonanyparticularareasoftransactions.Thisdraftinghasbeencarriedout

basedonthefollowingassumptions.
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1.2RequisiteConditionsforaDataInterchangeAgreement

InactualEDItransactions,transactionalagreementsarefomledatvariouslevels,and

throughtheseagreementsthedetailsofthetransactions,thevarioustypesoft㏄hnological

mattersappurtenanttothedatainterchanges,andsoonareconcretelyestablished.Thesevarious

levelsofagreements(contracts)canbeclassifiedintothefollowingthr㏄types,andwhenthese

agreements(contracts)areunited,amechanismforcontinualtransactionscanbeconstructed.

(1)TheBackgroundTransactionalAgreement(BasicAgreement)

Thebasicagr㏄mentshouldbeacontraCtinwhichtheessentialcontractUaldetailsforthe

variouscontinualtransaCtiopsmustbeprovided,andinwhichthebasictypesofprovisions

neoessaryforthosetransactionsareprescribed.Forexampleprovisionscanbepromulgatedfor

themethodsofissuingandre㏄ivingorders,thetimesandmethodsofinspections,liabilityfor

defeCts,methodsandtimesforpayments,andsoon.Namely,thispartoftheagr㏄mentcanbe

thoughtofastheusualtypeofcontractforcontinualtransactions.

(2)TheDatalnterchangeAgreement
Inthecasewheredatarelatedtoatransactionareinterchangedthroughelectronicmeans,a

datainterchangeagreementstipulatesthebasicprovisionsastothelegalissuesinconnection,with
suchelectronicmeans.Insuchanagreement,thenecessaryminimumofbasicrulesare

prescribed,andagreementsrelatedtothemethodofoperationofthesystemandthecontentsand

detailsoftheelectronicdataarespecifiedinanoperationmanuaLA㏄ordingly,whereadata

interchangeiscarriedoutbasedonatechnologicalagreementasprovidedintheop『ration

manual,thisdatainterchangeagreementprescribestheagreementofthepartiesastotheeffectSof

thatdatainterchange,andsoon.

(3)OperationManual

Theoperationmanualconcretelyprescribesthevarioustechnicalprovisionsnecessaryfor

thedatainterchangesthroughEDI(suchasthemethodforhandlingmessagere㏄ption,operati皿g

t㎞esforthesystemandprovisionsrelatedtos㏄urity),andisasuitablepla㏄toprescribethe

usualrulesforoperation.Thatistosay,thenecessarytechnicalandprooeduralrequisitesforthe

conductingofdatainterchangesareallspecifiedintheoperationmanual.Inaddition,thematters

thatshouldbeprovidedinthedatainterchangeagreementandthosethatshouldbeinthe

operationmanualarenotneoessarilystrictlydistinguished.Accordingly,mattersthatare

ordinarilyprescribedinthemaintextofthedatainterchangeagreementcanalsobecoveredinthe

so-called"subordinate"operationmanual.Inparticular,mattersnotspecifiedinthedata

interchangeagreementcanbeaddedtotheoperationmanual,andmattersprovidedinthedata

interchangeagreementcanbeamendedintheoperationmanual.
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1.3 BasicPoliciesinDraftingtheDataInterchangeAgreementForm

Thedraftingofthisdatainterchangeagreementwasbasedonthefollowingfactors.

(1)Existen㏄ofaBasicAgreementregardingContinualTransactions

ThisDataInterchangeAgreementfo頂ispremisedonthepartiesalsohavingenteredintoa

so-called"basicagreement"(abackgroundtransactionalagreement),suchasa"BasicAgreement

forContinualTransactions"ora"BasicAgreementforTransadions".㎞casenosuchbasic

agreementfortransactionshasbeenexecuted,itwiUbeneoessarytoaddtothedatainterchange

agreementnllesregardingdelivery,insp㏄t輌on,settlementofpayments,bearingofliabilityand

othernecessaryprovisionsfortheparticulartypeoftransaCtion.hlotherwords,inut丑izingthis

DataInterchangeAgreementformitisextremelyimportanttomakemodificationsthattakeinto

considerationthepeculiaritieSoftheactualtransaction.

(2)Assuran㏄ofNeutrality

InanactualEDIagreement,as血otheroontracts,duetovariouscircumstanoestherewillbe

provisionsthatbenefitoneofthepartiesunilaterally.Nevertheless,asafundamentalfactorin

dra飾g也isDataInterchangeAgreementform,we也ou帥titmappropriateto血cludethesekinds

ofcontractualprovisionsthatarebiasedlnfavorofoneparty.Therefore,hldraftingthismodel

formweadoptedthepolicyoftryingtokeepitasneutralandfairforthepartiesaspossible.

(3)AssuranceofaMultiplicityofUses

InatransactionthathasEDIasitssublecちitisIlotpossibletodraft"standards"thatare

commontoalltransactions,evenforatransactionthatiscommenoedatthetimeofformationof

thedatainterchangecontract.FUmhermore,therecanalsobecaseswhere"businessnegotiation

information"isdisseminatedbymeansofthesystempriortotheformationofthecontract.Soit

isimpossibletocomprehensivelycoveraUthesevariations.

RefleCtingthese()ircumStances,in也edraf血gofthisDataInterchangeAgreement'fomwe

pla皿edtoendowitwitha㏄rtaindegreeofflexib丑ityofusebyadopdngthene㏄ssaryminimum

ofprovisionsthatshouldbestipulatedbytheparties血1providillgforthecarry五1goutof

transactionsbyEDI(alwayswiththepremise,however,thaちaswiUbementionedbelow,those

continualtransac60nsw皿lincludetheissuan㏄andacceptanceofordersforgoodsthrough

electronicdatainterchanges).Therefore,whenusingthisDataInterchangeAgreementfom,it

willbene㏄ssarytomakesuitablemodificationscorrespondingtothespecialcharacteristicsof

theactualtransactions,thetypeofsystemthatwiUbeusedandthetypeofinfomationthatwill

becommunicated.
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(4)HypothesizedSystem

TheframeworkoftheEDIsystemthatwashypothesizedinthepreparationofthisData

InterchangeAgreementfomisonethatismainlyfortransactionsbetweenpartiesrelatedtothe

saleandpurchaseofparts,withthetransmissionofbothorderissuan㏄dataandorder

acceptan㏄data,withouttheinterventionofaVANcompany.Also,ithypothesiZesthatthe

senderwillinitiatethedatatransmissionandwillsendtherelevantdatatothemailboxdesignated

bytheotherparty;theso-called"bilateral"or"two-way"fom.

(5)RelationshiptotheOperationManual

InorderforthisI)ataInterchangeAgreementformtohavesomedegreeofusabilityfor

multiplepurposes,itStextwaslimitedtothemini'mumprovisionsnecessaryfortransactionstobe

ca㎡edoutbyEDI.Forassu血gitsuseformultiplepurposes,evensomeprovisionsthatwould

usuauybeinthetextofthemainagreementhavebeenputintothe"subordinate"QPeration

manual.Thisrepresentativedocumentcontainsprovisionsrelatedtotheprooeduresforthesafety

andassuran㏄ofcredibilityofthedatainterchanges.Itwasprepared,however,onthe

presumptionthatthenecessarymeasuresandpro㏄duresforassuringthesafetyofdata

interchangeswilldifferaocordingtoeachtypeoftransaction.

(6)RelationshipwithExisthlgAgreements

ThisDataInterchangeAgreementformwasplannedwith也epolicythatitshouldnot

influenoeanyalready-existing"backgrOund"agreementfortransactions(i・e・,anunderlying

commercialagreement)betWeentheparties.Consequently,thedatainterchangeagreementshould

beP'reparedsothaちtotheextentpossible,itdoesnotexert血1fluen㏄onanyexistingbasic

agreementforcontinualtransactions,whichmaybecalledan"agreementforcontinual

transactions",a"productpurchaseagreement"orthe田(e.Intheeventitbecomesne㏄ssaryto

revisethecontentsofthebasicagreementthatisappurtenanttothedatainterchangeagreement,it

isdesirabletoamendthebasicagreement.

(7)RelationshipwithVariousTypesof工 嬬galSystems

TherearedifferenttypesofapPlicablebusinesslaws,reguladonsandcontrols,depending

onthesu句ectmatterofthetransaction.Further,incaseswherethetransactionissubjecttothe

applicationofsubcontractlaw,thedutytofumishdocumentsandthecontents,therθofare

prescribedbylaw,whichmustbeobeyed.Nonetheless,itbeingimpossibletodraftastandard

contractthatcomprehensivelycoverstheselaws,regulationsandcontrols,thisDataInterchange

Agreementfomwasdraf　 edwi也out也emintoconsideradon・Thus,whenthismodelformis

actUallyusedtoprepareaconcretedatainterchangecontract,itwillbene㏄ssarytoconfom也e

oontIacttotheapplicablelaws,regulationsandcontrols.
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(8)AnIntemationalViewPoint

ThisDataInterchangeAgreementfomwasdra丘edonthepremisethatitwouldbeusedin

domestictransactions.TherearenonationalborderswithEDI,however,anditisnecessaryto

pl・nh・wt・c・nf・m・d・ 白 血 ・・ch・ngeagreem・nt・ ・ 也 ・titi・apPlicabl・f・ ・mt・m・ti・n・l

transactions.Forthispurpose,Japanlslegalsystemdoesnotnecessarilyprescribeallnecessary

rulesconoerninghowtodealwiththespecialissuescon㏄mingdocumentsthatarepecuUarto

electronicdatqsuchasthemattersof"signature"and"originalcopy".Wehavereferredtosuch

documentsastheUNCITRALmodellawandtheECE/WP.4modeldatainterchangecontract

fom,andstrovetoincolporateintemationaltrendsinto也eprovisionstosomeextent.

1.4PointstoHeedintheUseoftheDataInterchangeAgreementForm

ThisD・tal・t・ ・ch紐9・Ag・eem・ntf・misc・mp「ised・fthirteen・ 「ti・les・F・・commenta「yon

thedetailsofeachprovision,refertothe"PointbyPointCommentsontheDataInt『rchange

Agreement(Referen㏄Model)inChapter3.Further,aswmbeunderstoodfromtheabove

remarks,thismodelfbml,beingdraftedinaccordanoewiththeabove-mendonedbasicpolicies,

αmnotbeapplied,'asis"toanyconcrete仕ansaction.Thatistosay,whenusingthismodelfom

itisextremelyimportantthatitbemodifiedwithreferenoetothespedalcharacteristicsofthe

a(加al仕ansaction.Thegistof血eplanforthisDataInterchange.Agreementfomandsome

problempointSareexplainedin也e℃omments".FromthoseCommentSa血11understandingof

theaimofthisdraftcanbeunderstood.Thenitwillbenecessarytoprepareastandardoontract

fbrlnsuitablefortheparticularindustryorbusinessarea・
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2.DATAINTERCHANGEAGREEMENT

(REFERENCEMODEL)

Belowissetoutthereferencemodelforadatainterchangeagreement,draftedmainlybythe

WorkingCommittee.

DataInterchangeAgreement(ReferenceModel) ver.1.0

ThisAgreementismade

("Purchaser")and
Agreement(s)tt)baseduponcontinuingcommercial

productsprescribedintheScheduleattachedheretobyelectronicdatainterchanges("EDI")

andenteredintobyandbetween

("Seller")tofacilitatein
tranSaCtiOnS(the

dividualagreements("lndividual

"Transactions)f()rthe

●

ArticlelImplementationofI)ataInterchange

ThepartiesheretoagreetliatIndividualAgr㏄mentsrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.

Article20perationManual

1.AsystemrequiredforoperationofEDI,atransmissionprotocol,amessageoonfiguration,

thetypeofdatatobetransmitted,systemoperationtime,and/orotherdetailsshallbeprovidedin

thedatainterchangeoperationmanual(the"QperationManual")mutuallyagreedonbythe

　

partles・

2・
.Thepa「tiesheretoagreethattheQPerationMatiualshallbeanintegralpartofthisAgreement

andshallhavethesameeffectasthisAgreemcnt.

3・whentheQPerationManualmustbemodifiedoramendedbyreasonofthealterationofthe

systemorotherreason,themodificationoramendmentshallbemadebyagreementreached

throughprioroonsultationbetw㏄ntheparties,includingbutnotlimitedtothematterofwhich

partyshouldbearthecostsforthismodificationoramendment.

Article3ProceduresforSecurityandReliability

Thepartiesheretoshallcarryoutalloranyofthepro㏄duresprescribedbelowfbras㏄urεd

datainterchangeandagreethatthedetailsofexecutingthoseproceduresshaUbeprescribedinthe

OperationMa皿al:

(1)Procedureforconfirmingtheidentityofanoriginator;

(2)Procedureforconfirmingtheoriginator'sauthoritytocreatedata;

(3)Procedureforisolatingdatainputerrors;
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(4)Procedureforconfirmingdataintegrityduringdatatransmission;

(5)Otheritemsagreedtobythepartieshereto.

Article4DataTransmission.

Datashallbetransmittedintothemailboxoftheotherpartyaccordingtoamethod

prescribedintheOperationManuaL

ArticlesTreatmentofNon-ReadableData.

1.Iftransmitteddataisnotreadable,thedataaddresseeshallnotifytheoriginatorofthatfactby

meansofimmediatelyaftertheaddresseebecomesawareofit.

2.If廿1eorig01atorhasbeennotifiedaccordhlgtotheaboveprovision,itshallbeconsideredas

havingwithdrawnthedata.

Article6AcknowledgmentofReceipt

1.E仙erpartyheretomayrequesttheotherpartYtoprovidetheacknowledgrnentofreceiptof

transmittedoffe血goracceptanoedata.Thisac㎞owledgmentshaUbeprovidedbythemethod

ofunlessotherwisespecified.

2.Iftleaboveac㎞owledgmenthasbeenre㏄ived,由etramsmissionof也eofferingor

acceptanoedatashallbedeemedashavingb'eencompletedandifsuch{macknowledgmenthas

notbeenre㏄ivedthetransmissionofsuchdatashallbedeemedasnothavingbeencompleted.

Article7ConclusiveConfirmationofDataContents

Thepartiesheretoagreethat,ifdatahasbeenoriginatedandtransmittedaccordingtothe

proceduresforsecurityandreliabilityprescribedineachoftheitemsinArticle3,therespective

contentsofthere㏄iveddatashallbeconclusivelyco㎡tm'edbytheconfirmeditems.

Article8EstablishmentofIndividualAgreements

AnhldividualAgreementfortheTransactionsshallbeestablishedwhenacceptan㏄datais

re㏄ived.However,ifSeUerrequests丘omPurchaser也eacknowledgmentofreceiptprescribed

inArticle6,anIlldividualAgreementshallbeestablisheduponthere㏄iptofsuch

ac㎞owledgment.NotWithstandingtheabove,when也epartiesheretoagreetoamyseparate

provisionsthepartiesheretoshallfbllowsuchprovisions.

ArticlegDataStorageandDelivery

1.Eachpartyshallstoreandmaintainthedataitoriginatesandreoeivesandshalldeliversuch

datatotheotherpartyuponrequestoftheotherparty.However,thecostofprinting-out,

duplicationandotherexpensesrelatedtosuchdelivery,ifany,shallbcbornebytherequesting

party・

2.DetailsofstorageanddeliveryshallbeprovidedintheOperationManuaL
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Article10BearingofCosts

CostsforthedatainterchangesprovidedinthisAgreementshallbebomebytheparties

heretoa㏄ordingtoaseparateagreement.

ArticlellSystemManagement

1.EachpartyshallmanageitsownsystemnecessaryforsmoothandreliableEDI .

2.Measurestobetakenagainstsystemerrorsorsystemfailuresshallbeprovidedinthe

OpeIationManual.

Article12RelationshipwithBasicAgreement

Ifthereisadiscrepancybetw㏄ntheprovisionsinthisAgr㏄mentandthoseoftheBasic

Agreementdatedenteredintobythepartiesheretotheprovisionsofthis

Agreementshallhavetheprevailingeffect.

Article13EffectiveTerm

Thceffectivetermofthis

.Unlesseither

Agreementshallbefrom until

partyheretoprovideswrittennoti㏄rejectingrenewalor

offeringthemodificationofthecontentsofthisAgr㏄menttotheotherpartynotlaterthanthree

(3)monthsbeforetheexpirationofthetem,thisAgreementshallbeeffectiveforafurther

yearsunderthesametermsandconditions,andshallberenewedthereafteron

thistempoIalbasis.

Date:

thePurchaser:

Name:

Address:

theSeller:

Name:

Address:

Sign.: Sign.:
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3. POINT・BYPOINTCOMMENTSONTHEI)ATA

INTERCHANGEAGREEMENT(REFERENCEMODEL)

Itisdifficulttoproperlyconveytotheuserthehltentofsomeofthepointsinthedraftofthe

pa白IntCrchangeAgreement(ReferenceModel)fromitstextalone.Also,曲ough血isfomwas

draftedtobeareferen㏄modelforvariousindustriesandbusinessconditions,whenitisactually

puttouseitwillhavetobeadaptedtothecircumstancesoftheparticularindustryorbusiness

conditions.Accordingly,WeWillprovidesomecommentShereo杣emtentofsomeof也e

・provisionsandremarkonsomepointstoheedwhenusingtheReferenceModel .

Preamble

This

℃PurchaSer")and

Agreemen

Agreementismadeandenteredintobyandbetween

ぐ'Seller")tofaCilitateindividualagreements("Individual

t(s)")baseduponcontinuingoommercialtransactions(the"TransaCtions)forthe

productsprescribedintheScheduleattachedheretobyelectronicdatainterchanges℃EDI").

(COMMENrs)

(1).Su句ectoftheAgreement
・ThepartipsheretoagreethatIndiYidualAgreementsrelatedtotheTransactionsshall

。・mp!・¢dbyEDI・Thi・d・ 白Int・ ・chan9・Ag・ ㏄m・ntf・mhyp・ 也・・セ・・aca・einwhi・hth・

pla㏄mentanda㏄eptanceofindividual.ordersiscarriedout,throughelectronicdatainterchanges,

bypartieswhoalreadyhaveenteredintoabasicagreementforthecontinualsaleandpurchaseof

goods.

(2) .PositioningoftheAgreement

ThepartiesheretoagreethatIndividualAgreementsrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.IntheD4taInterchangeAgreement,provisionsareprescribedforissues

arisingfrOm .thecarryingoutofdatainterchangesthroughelectronicmedia.Thisispremisedon

thecon㏄ptthatbasicissuesconoerningtheunderlyingtransactionsthemselves,suchasthe

dCliV・ ・y・fg・Od・,.中 ・qU・ ・ti・n.・fwh・ 也 …m・t也 ・・ewillb・m・pecd・n・and,if… 也 ・i・

m・ 也 ・d・1・gy,出 ・tim・ ・f・・'出・ ・e仕1・m・・t・fp・ym・nt・and中 ・m・ 也 ・d・fp・ym・ntwill・llb・

P・・vid・d、f・・ 姉 ・ 撫i・Ag・r・m・nt・N・ …9reem・ntS・ ・t・d・tailssuch・ ・ 血 ・m・ 也 ・dof

operatingthesystemandthecontentsoftheel㏄tronicdatawillbespecifiedintheQPeration

Manual(refertoAlticle2).
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(3)ContentsoftheTransactions

ThepurposeofthePreambleistoclarifytheobjectivesoftheDataInterchangeAgreement

andthesubjectmatteroftheagreementbetWeentheparties.

ThetransactionsthatareΦesu句 ㏄toftheagreementarespecifiedintheScheduleattached

tothecontract.Ifthesubl㏄ttransactionscanbesimplyeXpressed,theninsteadofdescribing

theihinanattachmentthedescriptioncanbeputinthePreambleorinaprovisionspecificaUyfor

thatpurpose.Inthelattercase,therecouldbe,forexample,aprovisionalongthefollowing

lines.

QUOTE

Article1.ThisAgreementshallbeapplicableastotheissuan㏄andacceptanceof

ordersforthefollowinggoods:...

UNQUOTE

Articlel. Implementation'ofDataInterchange

ThepartiesheretoagreethatIndividualAgreementsrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.

(COMMENT)

AgreementoftheParties

ThisisanexpressstatementoftheagreementthatBuyerandSellerwillissueandaccept

individualorderstlroughelectronicdatainterchangesinconnectionwithacontinualseriesof

transactions.Sin㏄thereisaPreamble,thisarticlemaynotreallybenecessary,butitwasputin

themodelformtocbnfirmtheparties'agreementonthispoint.

Article2.OperationManual

1.AsystemrequiredforoperatibnofEDI,atransmissionprotocol,amessageconfiguration,
.

thetypeofdatatobetransmitted,systemoperationtime,and/orotherdetailsshallbeprovided

inthedatainterchangeoperadonrnanual(theTt()perationManual")mutUallyagreedonbythe

エ

partles・

2・ThepartiesheretoagreethattheQPelationManualshallbeaninteglalpartofthisAgreement

andShallhavethesamee脆ctasthisAgreement.

3・whentheQPerationManualmustbemodifiedoramendedbyreasonofthealterationofthe

systemorotherreason,themodificationoramendmentshallbemadebyagreementreached
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throughpriorconsultationbetweentheparties,includingbutnotlimitedtothematterofwhich

partyshoUldbeartheCostsforthis'modificationoramendment.

(COMMENTS)

(1)MattelsProvidedintheOperationManual

SothattheDataInterchangeAgreementwillcontainonlythene㏄ssaryminimumof

provisiOnS,alldletechni(raいmdpro㏄duralrequisitesforα 叫ingouttheactualda伍トロ ロ 　 ト
interchahges,inCludingadescriptionthecomp6sitiohofthedatainterchangesystem,are

providedmtheQPerationManual.Itmaynot,however,bepossibletoincludeallne㏄ssary

provisionsbeforeρperationof也edata血terchangecommenoes.Fuiher,iftheprovisions杣e

agreementupon〈vhichtheQPeratiOnManualispremisedchange,itw皿lbecomenecessaryto

・evi・ε 也CCp・ ・ati66M頭 ・・1.E・ ・n・ 丘…P・ ・ati・n・'・・㎡m・n㏄,iti・'…essaryt・keepi・mi・d

thattheQ ,peration"MahualCanbesupplementedandamended・

Mattersthatshouldbeprovidedin・theOpelationManual

Belowwewilllistuptheabsoluteminimumofprovisionsthatwethinkshouldbeincluded

intheQPerationManual.Itprobablywillbenecessarytoaddtoorrevisetheitemsonthislistin

accordancewiththeactualdatainterchangesthatareconducted.

・'DefmitionofTermsusedintheDataInterchangeAgreementandt160perationManual:

』

ThePartiesher6toagreethatIndividualAgreementsrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.There'areinanytCrmsuSCdincontractscon㏄medwithEDIthatstilldonot

haveastandardizeddefinition,neitherintemationallynordomestically.Sotoavoid

misunderstandingsitisneoessarytoestablishcleardefihitionsof血etemSusedm也erelevant

contracts;

・CompositionoftheSystem:

ThepartiesheretoagreethatIndividualAgr㏄mentsrelatedtOtheTransactionsshallぺ じ`
completedbyEDI.Thehardware,softWareandotherequipmentthatwillbeused;

コ コ 　 ぐ
・Communicatlons:

Thepartiesheretoagr』CthatlndiVidtial-AgreementsrelatedtotheTransactionsshall
　　　 ヨ"

conipletldby'EDI'.Thecommuni(iEitionscircuiちcdmmun'icationsprocedures,whetherornota

VANcorriPanyWillbeused,anaothercommun五catiohsmethods;
'、,「w

・,TheDatathatistheS両ectMa虻eroftheDataInterchanges:

Thepartiesheretoagreethat'㎞dividualAgreetnentSrelated'totheTransa(泊onsshall

CompletedbyEDI.DependingOnthecircumstances;theorderissuan㏄andacceptanoedata(㎞
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thecasewhereonlyorderissuancedataforfomationoftheindjvidualagreementwillbe

transmitted【the"one-way"pattern],onlyorderissuancedata)canincludereceiptconftmation

dataandotherinfomatiorlrelatedtotheoperationofthedatainterchangesystem,suchas

estimates,confirmationsofdeliveries,invoioesandthelike;

・ContentsoftheDatathatwillbeInput:

ThepartiesheretoagreethatIndividualAgr㏄mentsrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.InthecaseoforderissUaiicedata,thetypesofgoodsordered,quantities,

deliverydates,placesofdeliveryandsoon;

*InacasewheretheLawtoPreventLatePaymentofSubcontractCharges
,etc.is

applicable,ifthedetailsoftheissuanoeoftheorderarerecordedona"magneticrecording

mediumortheHke",theymustbeclearlyindicatedinawrittendocument.Sinoeinsuch

caseeventhemattersthatmustberecordedconcerningthecontentsoftheorderare

.prescribed,itisne㏄ssarytofbllowthemandatesoftheapplicablelaws(SubcontractLaw

Article3andrelatedregulations);

・MeasuresinCaseErrorsOocurintheContentsoftheData:

ThepartiesheretoagreethatIndividualAgr㏄mentsrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.Whetherornotthereisadutytonotifytheotherpartyintheeventthat

mattelsthatshouldhavebeentransmittedwerenotand,ifso,theprocedurefornotification;the

validityofrelevantdataintheeventnonotificationwasmade,andsoon;

・MethodofDealingwithUnreadableData:

ThepartiesheretoagreethatIndividual
.AgreementsrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.(SeetheCommenttoArticle5);

・OperationofDataInterchanges:

ThepqrtiesheretoagreethatlndividualAgreementSrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.Liab皿ityforthecostsrelatedtotheoperationofthedatainterchanges(see

也eCommenttoArticle10);daysandtimesofoperation;handlingofdatathatarereceived

out『idethetimeforoperation,andsoon;efficacydu血gthetimeperiodfromafterthere㏄ipt

.oforderissuancedatauntilthereturntransmissionoforderaoceptanoedataorincaSetherewas

noretransmission,orthelike(forexample,iftheorderacceptancedataarenotreceivedbythe

specifiedt㎞e,willtheissuedorderbedeemedtohavebeenr句ected?);

・ProceduresforAssuran㏄ofSecurityoftheData】[nterchanges:

ThepartiesheretoagreethatIndividualAgr㏄mentsrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.(SeeCommenttoArticle3);
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● DataTransmission:

ThepartiesheretoagreethatIndividualAgr㏄mentsrelatedtotheTransactionsshall

・・mpl・tedbyEDI.P・ ・vi・i・n・ ・el・t・dt・th6tech・ ・1・gicalm・th・d・ ・ftr・n・ ㎡ssi・n(・ ㏄

CommenttoArticle4);

・FormandMethodofConfirmationofReceiptofTransmission;PeriodThepartiesheretoagree

thatIndividualAgreementsrelatedtotheTransactionsshallcompletedbyEDI.ofTimeUntil

ReceiptofConfirmationofReoeivedTransmission:

ThepartiesheretoagreethatIndividualAgreementsrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.Detailsofme也odsincaseswhereacknowledgmentofre㏄iptofa

transmissionisnecessarypursuanttoArticle6(seeCommenttoArticle6);

● DataStorage:

■h・P・rti・ ・h・ ・et・ ・9reeth・tI・di・idualAg・eem・ntS・elatedt・th・T・an・a・ni・nsshal1
,

completedbyEDI.Method,scopeandtimeperiod,aswenasmethodofdeliverytotheother

party(seeCommenttoAnicle9);

・Methods
,ProceduresandMeasuresforHandlingAbnonnalitiesrelatedtoManagementand

MaintenanceoftheSystem:

ThepartiesheretoagreethathldividualAgreementSrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.Mutualresponsibilityformanagement;methodforcontactingtheother

pa任y;methodsformanagementandmaintenan㏄dur垣gnomalperiods;concretemeasur〔rs

tobetakenifanabnormalityoccursand,du血gsuchdme,substi加teprooeduresfordata

interchangesandtheefficacythereof(seeCommenttoArticle11).

(2)EfficacyoftheOperationManualandAmendments'lhereof

ThepartiesheretoagreethathldividualAgr㏄mentsrelatedtotheTransactionsshall

completedbyEDI.TheQPerationlv㎞ualisincorporatedintotheDataInterchangeAgreement

andislegallybinding.Sin㏄arevisionofamatterprescribedintheCゆerationManualhasthe

sameeffectasarevisionintheDataInterchangeAgr㏄menちawrittendocumentevidencingthe

change(amemorandumorothertypeofcontract)isne㏄ssary.Moreover,sin㏄thereisa

questionastowhethernotificationofthechangetotheotherpartywnlsuffice,itisbestto

prepareanamendmentagreement.Also,ifdleamendmentoftheQPeradonManualresultsina

contradiαionwiththecontentsoftheDataInterchangeAgreemenちitwillbene㏄ssarytoamend

也atAgreement,too.Fu血emore,a仕entionmustbepaidtoconformancewi也 也eBasic

Agreement.ItisprovidedinArticle12thatifthereisan血consistencywi出 也etemsof也eBasic

Agreement,theOpelationManualandtheDataInterchangeAgreementwillhavepreceden㏄.

ThepartiesheretoagreethathldividualAgr㏄mentsrelatedtotheTransactionsshall
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completedbyEDI.Theorderofpre㏄den㏄ifthereisadiscrepancybetw㏄ntheDataInterchange

AgreementanddleQPerationManualshouldalsobespedfiedinoneortheotherofthose

documents.

Article3. ProceduresforSecurityandReliabilityofDataInterchanges

ThepartiesheretoagreethatIndividualAgreementsrelatedtotheTransactionsshaU

completedbyEDI.Thepartiesheretoshallcarryoutalloranyoftheproceduresprescribed

belowforas㏄ureddatainterchangeandagreethatthedetailsofexecutingthoseprocedures

shallbePrescribedintheoperationManual:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Procedureforconfirmi19theidentityofanoriginator;

Procedureforconfumingtheoriginator'sauthoritytocreatedata;

Procedureforisolatingdataj皿puterrorsi

Procedureforconfirmingdataintegrityduringdatatransmission;

Otheritemsagreedtobythepartieshereto.

(COMMENTS)

(1)GistoftheProvision

Thisprovisionprescribesthepro㏄duresforthesecurityandreliabilityofthedata

interchanges.Inanel㏄tronictransactionbyEDI,comparedtoatransactiononpaperthereare

moreproblemswithconfirmingtheidentityandauthorityoftheotherpartybymeansofthe

re㏄ivedmessage.Thusitisnecessarytostipulatemadvan㏄theconf辻mationpro㏄duresfor

suchpoin鶴asidentificationofthesenderofthetransmitteddata,oonfimadonof也e

authorizationforthesendertocreatethemessage(here,"authorization"meanstheauthorityto

settlea㏄ountswithrespecttotherelgvantdatatransmission),conf丘mationthatthedatahasnot

deterioratedduringitstransmission(i.e.,theissueof"dataintegrity"),andconfirmationthat

therearenodataen甘yerrors.Ifthesek血dsofconfirmationproceduresarestipulated,then,by

conf㎞ingthatthere㏄ivedmessagehasbeenpreparedandtransmittedinaccordanoewnhthese

pro㏄dures,itispossibletotakestepsagainstfalsificationsoftransmissionsanddataby

unauthorizedpersons,entryerrors,datadeteriorationduringtransmissionandsoon,andto

safeguardthereceivingpartyastothereliabiHtyofthere㏄ivedmessage.Ifsuchpro㏄duresare

notstipulated,thetreatmentof'casessuchas,tocitesomeexamples,thecreationand.

transmissionofdatabyanunauthorizedpersonorthedeteriorationofamessagedurhlg

transmissionwillbegovemcdbythegeneralrulesoftheCivilCode,anddifficultproblemswill

ariseastotheapParentagencyofthbsender,thequestionof"mista](e"andsoon.Also,the

speedandsmoothnessofelectronictransactionswillbehindered.
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(2)ConcreteExamplesoftheVariousProcedures

Fortheprocedureforconf五mingtheidentityof .anoriginator,asmentionedinItem(1)of

Article3,therearepasswords,electronicsignatures,encodingandothermethods.

Astotheprocedureforconfirmingtheoriginator'sauthoritytocreatedata,mentionedinItem

(2),也 ・・e肛 ・m・ 也 ・dssu・hasre・ 廿i・ti・n・n也 ・u・e・ft・mm・1・th・tca加 ㎝ ・mitd・tat・

authorセedpersonsonly,andaffixhlgtheelectronicsignatureoftheauthorizedoriginatortothe

message・".
AsprooeduresforconfinnationsrelatedtotheexistenceofdatainputerrorsinItem(3),頷

arrangementcanbemadesothatabnomalinputdatavalueswillbeexcluded.Forexample,

max血umandminimumvaluescanbeset,anddataoutsideofthoseperimetelswillbeexduded

asabnormaldata.Or,itcouldberequired也atbo出 血eproductcodeandtheproductnamebe

tr、n、mi屯d;if也 ・・ei・adi・.6P・n・yb・ 伽een也 ・tW・,也 ・d・⑫willbec・n・id・ ・edt・b・i・ ・m・ ・

Byadoptingtheseprocedures,toaoertainextentitwillbepossibletoreducerisksrelatedtothe

qualltitiesandtypesofgoods・

Asaprocedureforconfirmingdataintegrityduringtransmission,whichiscoveredinItem

(4),paritychecksandenoodingcanbeusedtogether.Withthela枕er,ifdeterioradonofthe

encodeddatao㏄ 鵬du血gtransmission,thiswillbeascertainedwhen,byusingthedesignated

keytodecode,ameaningfulmessageisnotreproduced.

(3)StandardsforSelecthlgEachoftheProcedures

lnthisArticle,theab・veitemsareillustrative,butmm・stcasesputting也ese紅 皿sa(ni・n

securitymeasuresinplacewillincurexpenses.Inaddition,thetypesanddegreeofnecessary

securitymeasuresw丑ldiffera㏄ordingtothetypeandactualcircums㎞ ㏄softheparticular

transaction.A㏄ordingly,indraftingadatainterchangeagreementforactualuse,onlythose

pro㏄duresthatarene㏄ssaryshouldbeselectedfromthese皿lustrativemeasures.Further,

dependingonthespecialcharacterisd(softhepartiωlartypeofbusiness,itmaybene㏄ssaryto

addotherpro㏄dures,asmentionedinItem(5).Asanexampleofthistypeofcase,fbrsystems

wh・ ・eprud・n㏄i・e・peci・Uy・ecessary,inStead・f・ ・impl・n・ti㏄ ・f・卿 ㎞ ㏄ ・rref・・al・f皿

offer,aseriesofprocedurescouldbeutilizedsothattheacceptanoemessagewouldhaveto

repeatthecontentSoftheoffer,andonlywhen也osetWomessageswereinexaCtconformance

wouldtheindividualagreementcomeintofbmation.

Thedetailsofwhateverpro㏄duresareadoptedshouldbeprovidedintheQPeradonManual・

anditisalsone㏄ssarytotakesstepssothatafterwardsitcanbeconfirmedwhetherornotthese

areactuallybeingcalriedout.　ロコ 　
Inaddition,asmentionedabove,inthecaseofanactualdatainterchangeagreement,1n

ordertodetem血ewhichpro㏄dureswillbeadoptedfbrwhichsecuritymeasures,thoughtmust

begiventothedegreeof㎞portan㏄ofthetrans㎡ 仕eddata,andconsideradonpaidtothe

expensesofutiliZingacertainprocedure(hardwareandsoftware'costs,andthelil(e)vis-a-visthe

resUltsthatwillbederived.
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Article4. DataTransmission

Datashallbetransmittedintothemailboxoftheotherpartya㏄ordingtoamethod

prescribedintheQPerationManual.

(COMMENTS)

ConcretetransmissionmethodsareprovidedintheOperationManual.

Here,itisprovidedthatdataistransmittedwhentheoriginatorsendsthedat隅itarrivesin

theotherparty,smailbox,anditisinareadablecondition.InacasewhereaVANcompanywill

intervene,theprovisionsmay-havetobedifferent,depending.Onthestructureoftheconcretedata

interchangesystem.

Article5. TreatmentofNon・ReadableData

1.

bymeansof

2.

Iftransmitteddataisnotreadable,th

Iftheorigi皿atorhasbeennotifiedaccordingtoth

ashavingwithdrawnthedata.

edataaddresseeshallnotifytheoriginatorofthatfact

immediatelyaftertheaddresseebecomesawareofit.

eaboveprovision,itshallbeconsidered

(COMMENTS)

(1)TreatmentofUnreadableData

ThisArticleprovidesforthemamerofdeaUngwithdatasentbythesendingpartytothe

receivingparty(orderissuan㏄data)thathasbecomeunreadableforsomereason(suchasa

technicalreason)thatisnotattributabletothefaultofthereceivingParty.Onepointtoheedisthat

thesendingpartyshouldnotbeequatedwiththeorderissuerandthere㏄ivingpartywiththe

orderacceptor.Fromadifferentviewpoint,sinoeboththeorderissuerandacceptorwillattimes

bethetransmittingorreceivingparty,fairnesstobothpaniesisaninportantrequisite.Inrelevant

cases,itshouldberequiredthatthere㏄ivingPartyshouldhaveadutytonotifythattheorder

issuan㏄dataisunreadable.However,sin㏄ .thefactofnon-readab∬itydirectlyaffectstheissue

ofthefomadonof也eoontract,ascovered血Ardcle8(inprinciple,theIndividualAgreementis

fomed"atthetimewhenorderacceptancedataisreceived";seeA並icle8),andsincemanykinds

ofconcretedrcumstan㏄scanbehypothesized,itisne㏄ssarytoconcretelydecideonmeasures

thatwillnotbeunfairtothesendingorreoeivingparty,taklngintoaccountboththeone-wayand

細o・ ・wayfoms・

ThepartiesheretoagreethatIndividualAgr㏄mentsrelatedtotheTransactionsshall
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completedbyEDI.

Consider,forexample,thefollowing.

(A)ThecasewherethereisrecogniZableeviden㏄thatthetransmitteddatareachedthe

addressee,butitwasunreadable:

Wecanimagine,assomeofthecauses,hum〔merrorinoperation(suchasamistakehl

encodhlg),troublewithsoftwareorhardware,orthemterventionofathirdparty(suchasthe

issuanceofanorderorthelikebyahacker).Insuchcases,themeasurestakenpursuanttothis

』A
rticlewiUsuffice,butwiththeprindplethatthesendingpartycanconf五mthatthecontentsof

也etrans㎡ 廿eddataweretransmi仕edinareadablefo㎜.Itisnecessarytonotethat也e

・receivmgPartybearsaheavyobligadontoprovidenotification(suchasregularlyconfirming

theidentityofthesenderandthecontentsofthetransmission,andsoon).Incaseswhereeven

themessageoriginatorcannotprovideconfirmationsolelybymeansofsometracesofevidenoe

ofdeliveryofthetransmittedmessagetothereceivingparty,thereceivingpartywillberelieved

ofitsobHgationtonotifyunderthisArticle,andtherelevantdatashouldbedeemedasnot

havingbeentransmitted,sin㏄thes両ectmatterofthe"notice"onwhichthearrangementsin

thisArticlearepremisedislacking(namely,themessagecamotberead).

PursuanttoArticle6,eveninacasewherethepro㏄dureforac㎞owledgmentofre㏄iptis

stipulated,althoughthecontentitselfofthetransmitteddataisunreadable,oftcntherew皿lbe

caseswherereoeiptacknowledgrnentwilloccurautomaticallythrough也esystem,butinthese

casesitwilbedeemedthattheoriginatorhaswithdrawnthedata,notunderS㏄tion6.2but

pursuanttothisArticle.

(B)Thecasewherethedataarereadablebutthecontentsareinerror:

Acasewherethedataarereadablebutthecontentsareinerrorisnotthesu句ectmatterof

thisArticle.However,asamatteroffacち 血acasewhereallorapartofthecontentsofthe

datacanclearlybeseentobecausedbyamechanicaleπororamistakeinoperation(a

mis-strokeonthekeyboardorthelike),ontheassumptionthattherewillbeacont血umgseries

oftransacdons,thereisroomfordoubtthatthere㏄ivingPartyhasnoobligationtoprovide

noticeoftheerroLInthesecasesasweu,theprovisionsintheQPeradonManualshould

specifycountemeasures也attakeintoconsiderationthematteroffairnesstobothparties.

Also,withrespecttotherelationshipwithproceduresforconfirmationoftheexistenceor

absen㏄oferrorshlinputdata(Article31tem3),itis'desirablethattherebeagreementon

estabUshmgautomadccountemeasuresinthesystembasedonsetstandards,sodlat也e

receivingparty,srespons'ibilitywillnotbetooheavy.

(2)NoticeofNon-Readability

Withrespecttonotificationmethods(pro㏄dures,timeperiods,andsoon),caremustbetaken

inthecaseswherethetransmitteddataisnotreadablesothatthetimingofthetransactionwillnot

belost(oftenpromptnessisdesired),andthesemethodsmustbeconcretelyspecifiedinthe
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QPerationManual.Themethodofnotioeinthesecasescouldbebye-mail,FAx,telephoneand

soon,butifpossiblemethodsoforalnoti㏄,suchasbytelephone,shouldbeavoided,infavor

ofamethodbywhichevidencecanbepreserved.

(3)Eff6ctofNoticeofNon-Readability

Whenthenoti㏄ofnon-readabilitymentionedinthepreoedingSeCtionhasbeenmadebythe

re㏄ivingparty,itw∬lbedeemedthattheoriginatorhaswithdrawnthetransmitteddata.

Dependingonthecase,itmaybeadvisabletoprovidethatconcurrentwiththewithdrawalofthe

transmitteddata,therewillbeadutytoretransmitit.Anddependingonthe'contentsofthe

transaction,therecouldbeanargumentthatadeadUneshouldbeestablishedforsendingthe

noticeofnon-readabiUty,andifthedeadlillewerenotmet,theburdenofriskwouldbebomeby

thepa靭whodidnotprovidenotification.Fu血er,under也e"one-way"fom,inwhicha

co加aetisformedbytheissuanoeoftleorderalone(thecaseofblanl(etagreementwi出 血e

consentoftheorderacceptor),consideradonshouldbegiventotheprotectionofthepositionof

thereoeivingparty.ItwillalsObene㏄ssarytoagreeinadvan㏄onpro㏄duresforevidendngthe

factthattheorderissuancedatahasbeentransmittedpursuanttotheQPerationManual(referto

thelastpartoftheCommentStoArticle8).

(4)Da伍TransmissionwiththehltemediationofaVANCompany'sSystem

Howshouldwedealwithatwo-waysystemwiththemediationofaVANcompany,inthe

casewhereac㎞owledgmentofdlereceiptis(arriedoutpursuanttoArticle6forconsistencyin

thehandlingofinfbmation?Acknowledgmentofreceiptpursuanttoaseparatecontractmayhave

precedenceoverthisArticle,andeveninthecaseofnon-readability,possiblythetransmission

willnotbedeemedtohavebeenwithdrawn.Forexample,basedonthepromiseoftheVAN・

companytobearliab塒forintermediationbetWeenthePurchaserand也eSeller,也erewillbe

caseswhere,withrespeCttothetransmissionoftheunderstandingbetweenthesendingpartyand

there㏄ivingparty,theVANcomp{mywillactasagentforac㎞owledgmentofre㏄iptof

transmissions,byFAx,telephoneorothermeansasprovidedhltheQPerationManual・Thatis,

withthepremiseofasystemunderwhichtheVANcompanywill,atafrequencydetemined

beforehand,accessthemailboxesofthePurchaserandtheSellerandadasanagentfor

ac㎞owledgmentofre㏄iptof仕ansmission,itishardtoimagineasitUationofnon-readab∬ity

,unlessanintemlptionofcommunicationsoccursduetoabiga㏄ident.Namely,桓suchacase,

ratherthanthepro㏄duresfbrconfhlningintentunderthisArdcle5andArticles6and8being

applicable,probablytheVANcompanyitself`wiUbeliableasanagentfortherelevantparty,

pursuanttoaseparatecontractbetweentheVANcompanyandtheparties.
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Article6. AcknowledgmentofReceipt

1.Eidlerpartyheretomayrequest也eotherpa託ytoprovide也eacknowledgmentofreceiptof

仕ans㎡ttedofferingoracceptanoedata.Thisac㎞owledgmentshallbeprovidedbythemedlod

ofunlessotherwisespecified.

2.If也eaboveac㎞owledgmenthasbeenre㏄ived,也etransmissionoftheofferingor

acceptanoedatashallbedeemedashavingbeencompletedandifsuchanacknowledgmenthaS

notbeenreceivedthetransmissionofsuchdatashallbedeemedasnothavingbeencompleted.

(COMMENTS)

(1)Signi丘can㏄ofAc㎞owledgmentofRe㏄iptofTransmission

Theac㎞owledgmentofre㏄iptisnotificatiQnofthefactthatthetransmitteddatahas

anived.Thisdoesnotmeanthatthecontentsofthetransmitteddatahavebeenunderstood.Nor,

byitself,doesitsignifyanexpressionofthere㏄ivingparty,sintentastothccontentsofthe

transmitteddata(fbrexample,acceptanceofanoffer).

Thisac㎞owledgmentofre㏄iptof仕ansmissionconclusivelyevidencesthefacttlatdatahas

arriVed,butwhateverotherlegaleff㏄titmayhavewi皿dependontheagreementreached

betweentheparties(forexample,pursuanttoSection20fthisArticle60rtheproviso五1Article

8).

(2)ShouldAc㎞owledgmentofRe㏄iptbeSenttotheOtherParty?

ItisprovidedinSectionlofArticle6thateitherpartymay"requesttheotherparty!o

provideac㎞owledgmentofre㏄ipt'㌧Incon仕as輪itcouldbeprovided也atupona∬ivalofdataan

ac㎞owledgmentofre㏄iptmustalwaysbemade.Thaちhowever,mightnotalwaysbelogical,

takingintoa卿t也ebearingofcommunicationscosts.Fu血emore,dependmgonthetypeof

仕{msaction,therewillbecaseswhenitismorereasonablethatac㎞owledgmentofreceiptnotbe

required.

(3) MethodofAc㎞owledgmentofRe㏄ipt

(A)Selectionoftlemethodofacknowledgment:

Sincetherearevariousdi脆ren㏄sintheproceduresfortransmission,incontentsandin

timeperiodsinconnectionwitlthemethodsforaρknowledgmentofreceipt,itisnecessaryto

agreeonthembeforehand.Forexample,withregardtothepro㏄dure,therearemaycases

wheretheaCknowledgmentwillbetransmittedelectronicallybyusingtlesamesystemasdhe

onefortheorderissuanceandacceptanoedatainterchanges,buttheac㎞owledgmentcould

alsobesentbytelephone,facs口nileandsoon.Therefore,perhapsthedeta∬sastothe

methodshouldbeputintheQPerationManuaLIncaseswherethemethodof

ac㎞owledgmCntofreceiptthusprovidedremarkablylacksreliability,theeffi(vacyofthe
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ac㎞owledgmentprovidedinSection20fthisArticlewillnotberecognized,soitis

necessarytopaysufficientattentiontothedetailswhendecidingonthemethod.

(B)RelationshipbetweenDatainterchangebyintemediationofaVANsystemand

ac㎞owledgmentofre㏄ipt:

ThisDataInterchangeAgreementisbasedonthepresumptionofafomofsystemin

whichthedatawillbetransmittcdintotheotherparty'smailbox(Article4).Incontrast,there

aremanycasesinwhichdatainterchangesarecqrriedoutwiththeintemediationofaVAN

company.Insuchcases,theorderissuanoeandac㏄p㎞ ㏄datathataretransmittedtothe

VANcompanyaresortedintomailboxesatthatcompany,slocationandthereceivingparty

thenaccessesitsmailbox.Eveninthesecases,ifthere㏄ivingpartydirectlytransmitsthe

acknowledgmentofreceiptbytelephoneorfa(s㎞ile,themeasuresprovidedintlisAnicle

canbeapplied.If,however,substitutetneasuresaretakenthroughtheVANcompany;for

example,thentherecouldbevarioussitUationsaffectingtheacknowledgrnentofreoeiptil

suchacase,dependingoftherelationshipbetweenthetwoparties,andoftenthisArticle,in

itscurrentfoml,willnotbesuitable.ItwillbenecessarytostipulatethemethQdandeffectof

ac㎞owledgmentofre㏄iptinacon甘adoroovenantcon㏄mingtherelationshipofdleBuyer

andSellerwiththeVANcompanyandtheuseoftheVANcompanylsnetwork.

(4)LegalEffectoftheAcknovLTIedgmentofReceiptofTransmission

(A)Completionofdatatransmission:

Asfor也eeffedofac㎞owledgmenちinS㏄tion20fAHicle6itisprovideddlat,"If

the_acknowledgmenthasbeenreoeived,tletransmissionoftheofferingoracceptanoe

datashallbedeemedashavingbeencompleted,andifsuchanac㎞owledgmenthasnotbeen

received,thetransmissionofsuchdatashallbedeemedasnothavingbeencompleted."

A㏄ordingtothis,whenthePurchaserhasrequestedthattheSellerprovide

acknowledgmentofreoeiptand血eSellerhasdoneso,dlePurchaserlsofferw∬lhavebeen

deliveredandisbind血1gontheSeller(refertoArticle521SectionlandArticle5240fthe

CivilCode).Conversely,iftheSellerhasreceivedfronithePurchasertheacknowledgment

ofreceiptthatithadrequested,theSeller,sacceptancewillhavebeendelivered.ThisData

InterchangeAgr㏄menちincontrasttotheprincipleofthecreationofthecontractupon

"dispatch"intheCivilCode(Article526S㏄tion1)
,takestheposition(mArticle8)thatthe

contractisfomedwhentheacceptanoehasbeenre㏄ived.Havingreceivedtha輪itis

providedintheAgreement(intheprovisotoArticle8)thatinthecasewheretheSellerhas

requestedthatthePurchaseracknowledgereoeiptoftransmission,也eIndividualAgreement

willComeintofbmationatthedmewhentheac㎞owledgmentofre㏄iptisreceived.

Fur血er,tlereoeiptoftheacknowledgrnentofreceiptonlyresuksinthecompletionof
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thedatatransmission;byitselfitdoesnotmeanthatthecontentsofthetransmitteddatahave

b㏄nunderstoodorcanbeunderstood.Accordingly,whenithasbeenasoertainedthatthe

re㏄iveddataisnotreadable,theacknowledgmentofreceiptissuchacasewillnothavethe

e脆CtofconstitUtingacontraCtofferortheformationofacontract.

Fur也er,inaccordancewidl也isAHicle,inthereversecasewheretheacknowledgrnent

ofre㏄iptisnotre㏄ived,itwillbedcemedthattransmissionwasnOtmade.Whenan

ac㎞owledgmentofre㏄ipthasbeenrequested,evenifithasactUallybeenreoeived,unlessit

isre㏄ivedinthewayspecifiedinArticle6Sectionlbytheperson .whorequestedthe

ac㎞owledgment,itwillnotbeconsideredashavingbeentransmitted.Thatistosay,insuch

acase,sin㏄theresultisthatthePurchaser'sorderissuaiicedata(the・offer)hasnotbeen

delivered,thePurchaserisnotboundbytheofferandsincetheSe皿er,sofferacceptancedata

(theacceptance)hasnotbeendelivered,thecontractisnotformed(seeArticle8).

Insteadofthismethod(i.e.,aruleof"conclusivity"),therecouldbeaprovisiontothe

effeCtthatifthereisanacknowledgrnentofreceipちitwillbepresumedthatdatatransmission

hasbeencompletedandtleacknowledgmentwillconstitUtecounterevidenceagainstthe

partytowhomthedatahasbeensent(i.e.,aruleof"presumption").

(B)Preparations .forperformance,etc.p亘ortore㏄iptoftheac㎞owledgmentofre㏄ipt:

Whenanac㎞owledgmentofreceiptoftransmissionhasbe6nrequested,iftle

ac㎞owledgmentisnotre㏄iveditwillbedeemedthatthetransmissionwasnotmade.

Therefore,undltheac㎞owledgmentisre㏄ived,wherethepartiescarryoutv…Uious

measuresinco皿ectionwithdlecontracちeachoftlemdoessoati笛ownexpenseand

liability.Forexample,if,whiletheSeUerisrequestingthatthePurchaserprovide

acknowledgmentofreoeiptoftheorderacceptancedata,attlesametimetheSe皿erprepares

forperformanoeorthelike,'ifthatacknowledgmentfromthePurchaserisnottransmitted,

theSellershouldbeartheriskfortherelatedexpensesandsoon.Depend口lgonthesituation

betweenthepardes,itmaybedesirabletoexpresslystatethisinaprovisioninthe

Agreement.

(5)Secu亘tyandReUability.oftheTransmissionoftheAcknowledgmentofReceipt

Therearemanycasesinwhichtleacknowledgmentofreoeiptistrans㎡ 仕edelec仕onically

usingthesamesystemastheonefororderissuan㏄andacceptanoedatainterchanges.Itis

necessarytoconsidersecurityandreliabiHtyinsuchcases,withrespecttodiscrepandes,

tr〔msmissionsbyunauthorizedpersonsandsoon.WitlrespecttothaちunderthisAgreemenちif

theproceduresforsecurityof也edatainterchangbSspeCifiedinArticle3areperformedandthe

ac㎞owledgmentofre㏄ipthasbeenre㏄ived,itwillbcconstruedthattheacknowledgmentof

re㏄iptoftrans血issionhasbeenmade(seeA由cle7).
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Article7. ConclusiveConfirmationofDataContents

ThepartiesheretoagreethaLifdatahasbeenoriginatedandtransmitteda㏄ordingtothe

pro㏄duresfors㏄urityandreliabilityprescribedineachoftheitemsinArticle3,therespective

contentsoftlereceiveddatashallbeconclusivelyconfirmedbytheconfirmeditems.

(COMMENTS)

(1)SummaryoftheArticle

ThisArdcle,inresponsetotheprovisionsofArdcle3,stipulatestheeffeCtofthe

perfbrman㏄ofthepro㏄duresforsecurityandreliab且ity.Namely,itprovidesthathltheevent

thatithasbeenconfirmedthattheproceduresprescribedinArtide3havebeenperformed,the

effectwnlbethatthedataconoerningthevariousconfirmedcontentswillbeoonclusively

co廊med.Forexample,whentheperfornanceoftheprocedureforconfirmingtheidentityofan

originatorinArticle3hasbeenconftmed(suchおbyuseof輌greed-onpassword),itwillbe

conclusivelyconfimledthatthedataoriginatorisidenticaltothepersonnamedinthedata.

(2)RelationshipwithBurdensofClaimandProof

TheprovisionsofthisArticlearerelatedtotheburdensofclaimandproofmUtigation.For

example,inthecasewherethereoeiverofatransmissionacceptSacontraCtoffermadebyEDI,

theburdensofclaimandproofifaclaimismadebasedonthecontraCt也atisfomeddlerebyare

bomebythepartyassertingthelegaleffectofthecontract;namely,asarule,ther㏄ipientofthe

transmission.Therefore,intheeventofadisputeaboutwhetherornotthereceivedmassagewas

trulydraftedbytheotherparty,whetherornotthetransmittingpartyhadtheauthoritytocreate

andsendthedata,whetherornotthequalityofthedatadeteriorateddu血gtransmissionandso

on,usuallyitisthereceiverwhomustclaimandprovethesematters.WithEDI,though,these

typesofproofaregenerallydiffi③lt.

PursuanttotheprovisionsofthisArticle,ifthetransmissionr㏄ipientprovesthefadofthe

performanoeof出eproceduresprescribedinArticle3;也atis,useof也especifiedpassword,use

oftheencodingkeyandsoon,thefactoftheexisten㏄ofthecorrespondingdatacanbe

conclusivelycon丘medand,moreover,theproofofthesefactSwillberelativelyeasy.For

example,ifapasswordistobeused,itsusecanbeconfirmedbythepasswordsenttothe

recipient,andthefactoftheuseofanencodmgkeycanbeprovedbytherestoradonofthedata

tOmeaningfUlteXt.

(3)TheSignifican㏄ofConclusivelyConfirmedData

InthisArticletheterm"conclusiveconfirmationofdata"isused,butitisnecessarytogive

attentiontothemeaningofthattemi.

Asameansofagreementastotheeffectofperfo頂an㏄ofthepro㏄duresinArticle3,
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generallydlereis血emethodofpresumingthefaCtoftheconfirmedcontentSandalsothemethod

ofconclusiVelyregardingsuchasafact(i.e.,asalegalfiction)・Thedifferen㏄betweenthese

tWomethodsisthatintheformercaseevidenoeto也econ仕aryispemissible,while㎞ 也ela仕er

caseitisnot.Nevertheless,itprobablywillbedifficulttodecideon㏄andforallwhichofthese

榊oshouldconsti血tetheeffectoftheperformanceoftheproceduresinArticle3.Thatisb㏄ause

evenif,forexample,anencodingsystemisusedastheprocedureforconfirrningidentity,the

strengthofthatwillvary.Also,itcanbeforeseenthatalongwithdevelopmentsintechnology

relatedtose四riりImeasures,tec㎞ologyto加erferewid1也osemeasureswillalsobedeveloped.

Thus,therewnlbeproblemsindecidingon㏄andforaUwhetheritispropertosettlefora

presumptiveeff㏄tortodecideonaconclusiveeffect.IntheReferenceModel,forthetimebeing

thetem1"conclusiveconfimadon"isusedtodes(mibetheefficacyoftheperformanoeof血e

proceduresinArticle3,butifitisdesiredtoclarifywhetherthismeansoneortheotherofthe

abovgtwoeffects,itwillbene㏄ssarytostat『thatclearlyinthetext,whiletakingtheabove

issuesintoconsideration.

(4)CorrespondencebetweenConfimlationProceduresandThe廿Effect

ItisnecessarytopayattentiontothefactthatincaseswherethecQnfirmationpro(輌es

thatareemployeddonotcorrespondwiththeeffecちsometimestheefficacywiUnbtbe

sanctioned.Inthisconnectionwerefertotheoonoeptof也e"commercialreasonableness"of

"secu晦pro㏄dures"asspecifiedin也eprovisionsofArticle4Aof也eU
.S.Uniform

CommercialCode,on"ElectronicTransfersofFunds".

Thiscon㏄ptdoesnotneoessarilystipulatetheeffectofsecuritymcasuresonlyfroma

technologicalstandpointbut,forexample,inthecasewhere也ehighdegreeofsecu晦ofthe

confirmationprooeduresthatareusedcanbeassured(suchaswhenenoodingiscarriedoutwith

averys㏄urecode,asopposedtosimplyushlgonlyafixedpassword),morecredibilitycanbe

assuredastothemessagethatconfi皿stheidentityof血esender・Thiswayofthinkingshouldbe

takenintoconsiderationifthepartiescontemplatea"conclusivepresumption"-typeprovision.

Further,therearetimeswhentlemessagereCipientcannotknowiftheperformancehas

beencarriedoutbythepro㏄duralmethodsspedfiedinArticle3.Itisne㏄ssarytokeepinmind

thateveniftheperfoman㏄ofproceduresinthatwayisarequisitecondition,sin㏄themessage

recipientca皿otprovethattheprocedureshavebeendone,leganytheremaybecaseswherethe

efficacyofthisArticlewillnotbeobtainable.Compa血gtheprovisionsofthisArticlewiththose

inmodelEDIcontractsusedjnvariousfbreignoountriesandbyintemationalorganizadons,in

addidonto
.provisionsrelatingtothepro㏄duresforthesecurityandreliabilityofdata

interchanges,thosemodelcontractsalsohaveprovisionsstipulatingtheefficacyofthe

perfoman㏄ ・ofthoseprocedures.
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Article8. EstablishmentofIndividualAgreements

AnIndividualAgreementfoTtheTransactionsshallbeestablishedwhenacceptanoedatais

・ecei・・d・H・w・v…ifS・llerrequest・ 丘・mP・ ・chase・theac㎞ ・wl・dgm・nt・f・e㏄iptp・esc・ib・d

inArticle6,anIndividualAgreementshallbeestablisheduponthere㏄iptofsuch

ac㎞owledgment.NotWithstandingtheabove,whentlepartiesheretoagreetoanyseparate

provisionsthepartiesheretoshallfbllowsuchprovisions.

(COMMENTS)

(1)GistoftheA由cle

ThisArticleispremisedonthetenorofArticle7astotheconclusiveconf五nlationofthe

conten●ofthedata,andclarifies也etimeoffomiationofanIndividualAgreement .

IftheapproachistakenthattheDataInterchangeAgreementshouldonlyprovideformatters

relatedtodatainterchanges,也enitfollows也atperhapstheissueof血etimeofformatiOnofthe

IndividualAgreementsshouldbecoveredintheBasicAgreement .Since,however,thesu吋ect

matteroftheDataInterchangeAgreementisaseriesofindividualpla㏄mentsandacceptancesof

ordersthroughel㏄tronicdata血1terchanges,thisArticle,aspartofacontractforcontmual

コ 　 エ

transactlons,setsoutanexpressprovlslonastothetimeoffbmationofIndividualAgreements .

A㏄ordingly,iftherealreadyissuchaprovisionintheBasicAgr㏄menちthisArticle8maynot

benecessary.

Severaldifferentwayscanbecon㏄ivedoftostnＬcture,onalegalbasis,themdividual

pla㏄mentsandacceptancesofordersihacontractfortheoontinualsalesandpurchasesof

goods.'lherecouldbeanunderlyingunderstandingintheBasicAgreementconcerningthesale

ofgoodstotheeffectthatthedealswillbestmcturedsothattheplacementanda㏄eptan㏄bfan

orderwilcomplywithshippinginstructionstobeissuedeachtime(severalindustriesdo

businesswithsuchanunderstanding),butitismoreprevalenttohaveasetagreementastothe

fbnnationofacontinualseriesofsalesandpurchases.

(2)TimePeriodforFomationofIndividualAgreements

Thesi{lnifi(別1㏄ofsp㏄ifying也etimeofforrnationofanindividualsalescontractisthat

throughsuchmeanstheexistenceofthecontractcanbeoonclusivelyconfirmed,andthetime

whentherelationshipbetw㏄nthebuyerandsellerastorightsandobUgationscomesintobeing

canbeclearlyascertained.

IntheCivilCode,itisprovided出atthetimeofformationofaoo加actbetweenpersons

situatedindifferentlocalitiesiswhenanac㏄ptan㏄hasb㏄nsentinresponsetoanoffer(Artide

526Section1).㎞accordan㏄withthisprincipleintheCivnCodewithrespectt6the

establishmentofcontra(rtsbetWeenpersonsindifferentlocalities,whichisbas〔 ガon血edod吻e

ofthesendingofapproval,anindividualagreementthroughelectronicinterchangeswouldcome
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intoformationatthetimeofthetransmissionofelectronicdatathatcanlegallybeevaluatedas

beinganacceptance.Sin㏄,inthecasewherethesener'sorderacceptanoedataissentin

responsetothebuyer'sorderissuancedata,thelattercanbeunderstoodtobeanofferandthe

㊤merana㏄ep白n㏄,theindividualcontractwillbeformedatthetimewhentheorderacceptance

dataissent.Article8modifiesthisCivilCodeprindple,and「providesthatanIndividual

Agreementisestablishedwhentheordera㏄eptan㏄dataisre㏄ived(the"deliverゾdoctrine).As

isco㎜only㎞own,thedoctrineofaoceptanceupondispatch杣eCivilCodehasitSoriginsin

Englishlaw,butthisisnotnecessarilycompatiblewitllthetheoreticalpresumptionthatfora

contracttocomeintoformationitisneoessaryfortheaoceptanoetohavelegale脆cちandvarious

scholarlyopinionshaveb㏄nassertedastohowthosetwocon㏄ptsaretobetheoretically

cons血ed,suchastheconceptof"condidonpre㏄dent',or"condngenteffCct',.Forexample,

problemshavearisenastohowtoexplainthefactthatifthetransmittedaccep㎞ ㏄iSnot

re㏄ivedbytheotherparty,acontractthathason㏄beenformedbythesendingoftheacceptance

ultimatelydoesnothavelegaleff㏄t.'InthisArticle,insteadoffbllowmgtheCivilCodetypeof

rule,anlndividualAgreementisformedwhenorderacceptanoedata也atconsti加teanacceptance

arere㏄ived.ThisapproachisalsotakenintheUNCITRALmodeldraft.Evenwithtransactions

betweenpersonsindifferentlocalities,whenelectronicdataaremterchangedthrougha

communicationssystemthatutiliZescomputers,exoeptinspecialcases也erew丑lbehardlyany

lagbetweenthetimethedataissentandthetimeitisreceived,andifthetimeswhentransmitted

dataareforsomereasonnotreoeivedaretakenintoconsideration,thedoct血eofdeliveryseems

morereasonablethanthedoct血eofdispatchortransmission.

(3)RelationshipwithConfirmationofReoeiptofTransmission

F加hemore,whentheSellerrequestSthePurchasertoprovideacknowledgmentofreoeipt

oftheorderacceptan㏄data,theIndividualAgreementwill'beestablishednotatthetimewhen

theordera㏄ep㎞ ㏄dataisre㏄ivedbutwhentheac㎞owledgmentofre㏄iptisreceived.Thatis,

theIndividualAgreementcomesmtofomationat也etimeofreoeiptof也eac㎞owledgment,

whichislaterthanthetimeofre㏄iptoftheordera㏄eptal1㏄data.Sin㏄itistheSellerwhohas

requested也eac㎞owledgmentofre㏄iptoftransmission,theSellertherebyalsoapprovesofthe

delayincontractformation.

(4)Two-WaySystemsandOne-WaySystems

ThisArticleisbasedontheprinciplethat五1responsetoorderissuancedataorderacceptance

datawillbesent.TheUNCITRALmodeldraftisthesame.Butwithorderingsystemsinactual

operationthetearenotafew(iasesinwhichonlyorderissuan㏄dataissenちanda㏄eptan㏄data

constituthlganapprovaloftheorderarenotsent.Fromtheviewpointofthes㏄urityoftheent丘e

system,theforminwhichorderacceptancedataaresent(thetwo-waysystem)ispreferable.

However,inthecaseofordelsforgoodssuchasdailysundriesthathavearelativelylowunit

priceandarealwaysinstock,sothatorderscanberespondedtoatanytirne,itmustbeadmitted
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thatforreasonsofeoonomiZingonoommunicationscostsasysteminwhichanindividual

contractw∬lbefomedonlywithorderissuan㏄data(aone-waysystem)maybeperfeCtly

reasonable.ThisArticledoesnotignoretheexisten㏄ofsuchone-waysystems.Inthosecases,

theIndividualAgreementisnotformedmerelywithoneparty'sexpressionofintenttoorder

goods.Rather,itcanbeunderstoodthattheSellerhasgivencomprehensiveconsentbeforehand

intheBasicAgreementthatifthePurchaserissuesanorderitwillbea㏄eptcd.Eveninthecase

ofsuchaone-waysystem,itisnecessarytoclearlyspecifyinacontractthet㎞ewhenan

IndividualAgreementwillbeestablished.ItprobablyshouldbestipulatedthattheIndividual

AgreementisestablishedatthetimewhenthePurchaser'sorderissuan㏄dataisre㏄ivedbythe

Seller.TherecouldbeaprovisionintheDataInterchangeAgreement,forexample,alongthe

fbllowinglines:

"AnIndividualAgreementinconnectionwiththeTransactionshallbe

establishedatthet㎞ewhentheorderissuancedataisreceived.Tt

Article9. DataStorageandDelivery

1.Eachpartyshallstoreandmaintainthedataitoriginatesandre㏄ivesandshalldeliversuch

datatotheotherpartyuponrequestoftheotherparty.Howcver,thecostofprinting-ouち

duplicationandotherexpensesrelatedtosuchdelivery,ifany,shallbebornebytherequesting

party.2.DetailsofstorageanddeliveryshallbeprovidedintheQPerationManual・

(COMMENTS)

(1)Outline

InJapan,itisnotclearwhetherornotorderissuanceandacceptan㏄datainelectronic

transactionsthatarecreated,sentandstoredintheformofelectronicdataandarenotpriltedout

willbeacceptableasdatafor区purposes.Nevenheless,normally血esedatashouldbe

preserved,justasinthecaseoftransactionmaterialsinanordinarypaper-basedtransaction・

(2)Section21ssues(DetailsSpecifiedintheOpelationManual)

ThisArticleprovidesthatthedetailsastostorageanddeliveryofthesedatawillbe

concretelyspecifiedintheQPerationManuaLInthectPerationManualanumberofmatters

shouldbeprescribedsuchas,withrespecttostorage,thetypesofdatatobepreservedandthe

methodofstorage(includingdetailsaboutthesystemtobeused)and,withrespeCttothe

deliveryofdatabeingstoredbytheotherparty,themethodofdelivery(transferon-Uneorbya

magneticmedium,transferaccompaniedbyadocumentwithnameandseal㎞pressionaffixed

thereto,andsoon),theformofpreparationofthedataandthelike.

一26一



'

(3)Issuesconcerning"Delivery"(ScopeofLiabilityforExPensesofaRequestforDelivery)
ThisArticlealsoprovidesthatarequestcanbemadetotheotherpartyforthedeliveryof

data,andthattheexpensesrequiredthereforwillbebomebythepartymakilgtherequest.

Moreover,theprovisionclearlyspecifies,ffomaviewpointoffaimess,thatthepartythat

requestSthedeliveryofdatawillbearthecostsincidentalthereto.However,certaincaseswhere

thedatahasbeenreducedtoawrittendocumentwillgiverisetoastampduty,buttheReferen㏄

Modeldoesnotcontemplatethattheexpensesofdeliveryincludetheliabilityforstampduty

incurredbyreducingthedatatoawriting.Attentionshouldbepaidtothepossibilitythatdelivery

inwrittenfommaygiverisetoliabilityforstampduty,andwhentheDa倒nterchange

AgreementandQPerationManualareactuallydraftedthequestionofhowtodealwiththismatter

shouldbelookedinto.

(4)StatusofElectronicDataundertheLawsofEvidence

ThereisnoexpressprovisionintheCodeofCivilProcedureconcerningtheevidentiary

capability(formalprobativefor㏄) .ofelectronicdata(electromagneticr㏄ords),butthereare

lowercourtpr㏄edentsinwhichdocumentproductionorderswereapprovedonthegroundthat

el㏄tronicrecordingmediashouldberegardedasquasi-writtendocuments,andmanycivilcourts

haveutilizedprinted-outdocumentsasevidence.(*)However,withrespecttotheprobativefbr㏄

(substantialprobativefor㏄)ofelectronicdata,therearemanyproblempointS,suchasthefact

thattherearecaseswhereitiseasytOtamperwithsuchdataand,someti皿es,notra㏄sofsuch

tampe血gareleft.Inlightofthis,whenagreeingonstoragemethodsitwillbemeanilgfUIfor

thepartiestoexaminesuchmattersaswhichmethodsofstoragewillhavesufficientprobative

for㏄,whatkmdsofproofarepossibleascorroborativeevidencewithprobativeforoe,andso

on.

(*)InmodelEDIcontraCtssuchas也eUNCITRALandECE.WP.4foms,thereisagreement

astotheuseofinterchangeddataaseviden㏄.Thismaybepremisedonthesupposition

thattherearejurisdictionsinwhichtheprobativefbrceofcomputerdataisnotr㏄ognized,

butinthiscountry,wheretheprobativefbr㏄ofcomputerdataisreoognized,atpresentit

ishardlynecessarytospecifysuchanagreementintheDataInterchangeAgreement・

However,con㏄mingagreementastoeviden㏄relatedtothefactoftheexisten㏄of㏄rtahl

specialdataonly;namely,inthecaseoftheexecutionofanevidentiaryagr㏄menちthe

provisionsw皿1differfromthoseinArticlegoftheReferenceModel.Itwillbene㏄ssary

toinvestigatewhattypesofprovisionsshouldgointosuchanevidentiaryagreemenち

includingthequestionoftheirlegalvalidity.Further,theReferen㏄Modeldoesnot

particularlytouchonthematterofthe"originaltext"ofcomputerdata.
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Article10. BearingofCosts

CostsfbrthedatainterchangesprovidedinthisAgreementshallbebornebytheparties

heretoa㏄ordingtoaseparateagreement.

(COMMENT)

ThisArticlespecifiesthatquestionsastowhichpartyshouldbearwhatcostSinco皿e(泊on

with
.theexp・n・e・ ・fp・ ・f・rmingth・d・t・i・t・ ・ch・ng・ ・ar・t・b・decid・d㎞ ・ ・epar・teagreem・nt・

The(iPerationManualcouldbeagoodpla㏄forthis.Thepardesshouldtakefa㎞essinto

account,sothatoneofthemwillnothavetobearanexccssiveburden.

Thematterofliabilityforexpensesshouldbeprescribedinawrittendocument(acontract),as

shouldrevisionsofmattersthathadbeendeddedon.If,fbrexample,thescaleofdata

interchangeshasgrownorchangeso㏄urinthesystemoonfiguration,itisdesirablethat,from

theaspectof'faimesstobothparties,thereshouldbeagreementinadvan㏄astothe

reconsiderationofthebearingofcostS,suchasbygivingonepartytherighttorequestofthe

otherpartyachange血ltheallocationoftheburden.

Artic]e.11. SystemManagement

1.Eachpartyshallmanageitsownsystemnecessaryfor .smoothandreliableEDI.

2.MeasurestobetakenagainstsystemerrorsorsyStemfailuresshallbeprovidedinthe

OperationMa皿al.

(COMMENTS)

(1)SystemManagement

Themethodsfortheregularsystemofmanagementandmaintenanceshouldbespecifiedin

theQPeradonManualtogetherwiththemethodofoperation.Thecostsincidentaltomanagement

andmaintenaqoeof也esystemownedbyapartynormallyshouldbebomebythatparty,butitis

alsopossibletohaveanagreementtothecontrary.Justasmthecaseofthepro㏄duresfor

securityandreliab皿ityinArticle3,itispossibletoprovidethatifthemanagementpro㏄dures

havebeencarriedouちapartywillnotbeartheriskofliabilityfbrdamagesresultingfromthe

Oc四rrenceofanabnomalityo曲elike.

(2)MeasuresinCaseofanAbnomality,etc.

Itisneoessarytoprovidethatifanabnormalityor也elikeo㏄urs,countemeasuresbe

promptlytakenandthatthepartywhodiscovers也eabnormalitybeobligatedtoquicklyinform

theo也erparty・Inordertom㎞ ㎞ セetheeff㏄toftheabnormaHtyorthe田(e,itisnecessaryto
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specifyasmanydetailsaspossibleaboutissuessuchasthemethodofnotificationinsuchan

evenちmutualconsultationaftersuchnotice,whowmbeartherisk,substitutcmeasuresduring

也eperiodtheabnormalitycontinuestoexist,measuresafterrestorationofnormalityandsoon.

Articlel2. RelationshipwithBasicAgreement

IfthereisadiscrepancybetweentheprovisionsinthisAgreementandthoseoftheBasic

Agreementdatedenteredintobythepartiesheretotheprovisionsofthis

Agreementshallhavetheprevailingeffect.

(COMMEND

Theunifiedstmctureofanelectronictransactionisbasedonthecombinationofa

backgroundagreementfortransactions,adatainterchangeagreementandatechnicaレoperation

manual.Itgoeswithoutsayingthatamongthese也reedocumentstheReferenceModel

oorrespondstothedatainterchangeagreemenちbutithardlytouchesupondeta∬srelatedtothe

backgroundagreementfortransactionsandthetransactionalrelationship.Thevariousmattcrs

necessaryfortheexecutionoftransactions;forexample,thetimesandmethodsforinspections,

liabiUtyfordefects,methodsanddeadlinesfbrpaymentofpri㏄sandsoonarecontrolledbythe

backgroundagreementfortransactions.

Thistypeofbackgroundagreement,theso-caUed"basicagreement",govemsthesematters

butifthebasicagr㏄mentispremisedontheideaofpaper-basedtransactions,suchaswitha

provisiontotheeffectthat,"AnindividualcontractwiUbeestablishedbytheexchallgeofan

orderformandanorderacceptanceform,"theremaynotnecessarilybeprovisionsbasedonthe

premiseofelectronicdatamterchanges.ThisArticle12presumesthatthepartieswhow∬l

interchangedatahaveenteredintoaBasicAgreementand,makesclearthatifthereisan

inconsistencybetweentheBasicAgreementandtheDataInterchangeAgreementthelatterwiU

havepre㏄den㏄.Notethatincasethereisnoinconsistencybetweenthetwooontracts,the

provisionsoftheBasicAgr㏄mentw皿lbeapplicable.If,provisionaUy,thebackground

transacdonalrelationshipitselfchangesasaresultofthehltroducdonoftheI)ataInterchange

Agreement,naturaUy,ne㏄ssarymeasuresmustbetakenintheBasicAgreementandtheData

InterChangeAgreement.ThereisnoprovisionintheReferen㏄Model,butifthesettlementof

accountswintakepla㏄throughdatainterchanges,tosomeextentitwillbeneoessarytostipulate

detailedprovisions(includingprovisionsintheManual)forinvoicingandpaymentprooedures

throughdatainterchanges.

AtaUevents,upontheintroductionofadatainterchangesystem,regardlessofitssize,

possiblyitwiUhavesomeeffectontheexistingbasicagreement.Takingthisintooonsideration,

caremustbeexertedtopreservethecompatibilityoftheBasicAgreemenちDataInterchange

AgreemβntandOperationManual.
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Article13. EffectiveTerm

Theeffective temofthis

.Unlesseither

Agreementshanbefrom until

offeringthemodificationofthecontentsofthisAgreementtotheoth

(3)monthsbeforethe

yearsunderthesametemsalldconditions

partyheretoprovideswrittennoti㏄rejeCtingrenewalor

erpartynotlaterthanthree

expirationoftheterm,thisAgreementshallbeeffeCtiveforafunher

andshallberenewedthereafteron,

thistemporalbasis.

(COMMENT)

Withrespecttoaprovisionforthedurationofthetenn,adatainterchangeagreementαmbe

treated田(eanordinarycontinuingcontraCt.WiththeReferen㏄Model,whichispremisedonthe

priorcxisten㏄oftheBasicAgreement,出ereare柵ofbmlsthat(;anbeadopted.Onefom,such

ashlthisArticle13,providesforadefiniteterm.Theotherformmightconsistofaprovision

alongthefbllowinglines:

"Thee脆(nivetermof也isAgreementshallhave也esameduradonas也eeffectivetermof

theBasicAgreement."

Whichofthetwowinbeadoptedisamatterforagreementbytheparties.However,ilthe

eventthatiftheBasicAgreementistermmatedthecontinualtransactionsthemselveswillcease,

thereisnotmuchmeaninginhavingtheDataInterchangeAgreementalonecontinueinexisten㏄.

Ifitisdesiredthatthetransactionscontinuewhilethedatainterchangemodeiscan㏄led,a

ne㏄ssarytimeperiodfordealingwithsuchchangemustbetakenintoconsideration.The

provisionforaratherlongpriornotioeperiodofdlreemonthsintheReferenceModelwas

draftedwiththispointinmind.Ofcourse,itispossibletorevisethepriornoti㏄periodinlight

oftheactUalcircumstanoes.

Further,sin㏄changesinthedatainterchangesystemwmbecan元edoutpursuanttothe

amendmentproceduresintheManual(Article2),theappUcationofthisArticle13maynotbe

ne㏄ssary.However,theoon㏄msthathavetobeheededwithrespecttothetimeperiodneeded

foramendmentmeasuresforthesystemarethesameasinthecaseoftheabove-mentioned

canoellationofthedatainterchangemode.
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(参 考)英 訳 に対応 した和 文(平 成7年度本研究委員会報告書より)

1.EDIに 関 す る標 準契 約

1.1EDI標 準 契 約 の概 要

我が国におけるEDIに 関する標準契約やモデル契約については、日本電子機械工業界(EIAJ)の 「オン

ライン取引標準システム契約書」、石油化学工業協会(JPCA)の 「企業間データ交換に関する覚書」、

その値いくつかの業界団体で、標準契約書、モデル契約書が公表されている(こ れらについては、本報告

書に参考資料 として収録されている)。 ただし、 これ らの標準契約書、モデル契約書は、各業界ごとの商

慣行や特性も加味 して作成されているため、必ず しも、業界や業種を異にするEDI取 引には適用 しうるも

のとはいえない。すなわち、これ らの契約書に含まれる条項は、既存のシステムを前提としたモデル契約

であり、EDIの 対象取引分野についても広範かつ多様な取引を対象としている。 これ らに共通かつ普遍的

に適用することが可能な 「標準契約書」を作成することは不可能である。

そこで、EDIに 関する標準契約を策定するにあたっては、その前提 として、どのような内容の標準契約

を定めれば、それが有用なものとして、実務において採用されるのかを検討することとした。そのために

は、EDI標 準契約がどのような場所で利用されるのか、また、どのような標準契約書が望ましいか、など

いくつかの基本的な要素について検討を行った。

その一方で、EDIに 必要な契約事項を明確にすることなく、EDIを 導入することは、いざ障害や トラブ

ルが発生 した場合に、法的な解決を困難にするおそれがあるばかりでなく、取引の公正や安全をはかるう

えか らも問題となる。また、EDIに 特有な必要最少限の法的事項を記述 した何 らかの汎用的な参考契約を

提示することは、法実務の観点か らEDIに ついて検討する場合 においても重要な課題である。このような

問題意識のもとに、本調査研究委員会では、特定の取引分野を前提とすることなく、EDIに 特有な必要最

少限の法的な事項を定めたデータ交換協定書(参 考試案)を 作成することとした。 このデータ交換協定書

の作成にあたっては、以下のような事項を前提としている。

1.2デ ータ交換 協定書の前提条 件

現実に行われているEDI取 引では、契約当事者間において取引の様々なレベルにおいて合意が形成され

ており、これらの合意によって取引の内容、データ交換に伴う各種の技術的事項などを具体的に定めてい

る。 このような様々な レベルの合意(契 約)は 、次の3種 類に整理することができ、これ らの合意(契 約)

が一体 となって継続的な取引契約の仕組みを構成するものと考えられる。

① 背景 となる取引契約(基 本契約)

それぞれの継続的な取引の実体的な契約内容を定める契約であり、取引に応じて基本的に定める必要の

ある各種の事項を定めるものである。例えば、受発注の方法、検収の時期および方法、暇疵担保責任、代

金の支払方法および時期その他の事項が定められる。すなわち、従来の継続的取引契約と呼ばれてきた契

約そのものといえる。

② データ交換協定

データ交換協定は、電子的な手段によって取引にかかわるデータの交換を行 う場合に、そのような手段

を取ることに特有な法的問題 にっいて基本的な事項を規定するものである。 この協定では、必要最少限の
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基本的な原則を定め、システムの運用方法、電子データの内容など細部に関する合意は、運用マニュアル

で別に定めることとしている。 したがって、運用マニュアルに定める技術的合意 に基づいてデータの交換

が行われた場合に、そのデータ交換の効果等に関する合意な どが この協定に定め られることになる。

③ 運用マニュアル

運用マニュアルは、EDIに おいてデータ交換を行うために必要の技術的な諸事項(メ ッセージの受信処

理方法、システムの運用時間、セキュリティに関する事項等)を 具体的に定めるものであり、従来の運用

規約などと呼ばれていたものに相当するものである。すなわち、運用マニュアルでは、データ交換を行う

ために必要な技術的および手続的要件をすべて規定することになる。また、データ交換協定に規定すべき

事項と、運用マニュアルに規定すべき事項とは必ず しも厳密に区別されるものではない。そこで本来なら

データ交換協定本文中に記載すべき事項も、いわば下位規範である運用マニュアルに記載することも考え

られる。特にデータ交換協定に規定されていない事項について、運用マニュアルで追加すること、あるい

は、データ交換協定に規定されている事項について、運用マニュアルで変更することも考えられる。

1.3デ ータ交換協定 書作成 の基本方針

このデータ交換協定書作成にあたっては、次の事項を基礎 としている。

① 継続的取引に関する基本契約の存在

本データ交換協定書においては、当事者間に 「継続取引基本契約」、 「取引基本契約」等のいわゆる基

本契約(背 景となる取引契約)が 締結されていることを前提 としている。このような取引基本契約が締結

されていない場合には、納品、検収、代金決済、担保責任その他各種の取引において必要な条項をデータ

交換協定書に付加して使用する必要がある。要するに、本データ交換協定書を利用するにあたっては、現

実の取引の特性を考慮した修正を行うことが極めて肝要である。

② 中立性の確保

現実のEDI契 約においては、他の契約における場合と同様に種々の事情か ら、取引当事者の一方に有利

な事項が定め られることがある。 しか しながら、データ交換協定書作成の基本においては、このような一

方の利益に偏る契約条項は必ずしも適切ではないと考えられる。したがって、本データ交換協定書作成に

あたっては、できる限 り、当事者間の中立 ・公正を保つ方針 をとった。

③ 汎用性の確保

EDIの 対象となる取引は、例えば契約の成立時期一つを取り上げても、すべての取引に共通に適用され

る 「標準」を作成することは不可能である。 また、システムによっては、契約の成立にいたる以前の 「商

談情報」を伝送する場合も有 りえ、これ らのヴァリエーションを網羅的に記述することは不可能である。

これ らの事情にてらし、本データ交換協定書作成にあたっては、取引のEDI化 に伴って、当事者間で定

めるべき必要最低限の事項を取 り上げることによ り、ある程度の汎用性を付与することを意図 した(た だ

し、後述するように、継続的な取引の中で商品の受発注を電子的データ交換によって行うことを前提 とし

ている)。 したがって、本データ交換協定書を利用する場合には、現実の取引の特性、利用するシステム

の種類、伝送する情報の種類に応 じて、これを適宜修正する必要がある。

④ 想定したシステム

本データ交換協定書作成にあたって想定 したEDIシ ステムの枠組は、主 として、物品売買に関する取引

当事者が、VAN事 業者を介在させず、発注データおよび受注データの双方を伝達する場合であり、かつ、

送信者がデータ伝送を起動 し、相手方の指定されたメールボックスに当該のデータを書き込むいわゆる双
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方向型の場合 を想定している。

⑤ 運用マニュアルとの関係

本データ交換協定書は、ある程度の汎用性があるものとするため、取引のEDI化 に伴って必要と思われ

る最低限の事項にとどまっている。 この汎用性を確保する上では、本来な らば協定書本文中に記載すべき

事項も、いわば下位規範である 「運用マニュアル」 に記載 してある事項がある。この代表的なものは、デー

タ交換の安全および信頼確保のための手順に関する事項であるが、各取引においては、必要 とされるデー

タ交換の安全確保のための手段 ・手順は異なるであろうことが前提にあるためである。

⑥ 既存の取引契約との関係

本データ交換協定書は、それがすでに当事者間に存在 している 「背景となる取引契約(underlying

commercialcontraCt)」 に影響を与えないとの方針のもとに策定している。 したがって、可能な限 り継続的

取引契約、商品売買契約等の名称で締結される既存の継続的な取引の基本契約に影響を及ぼさないように

データ交換協定を定めるべきである。データ交換協定に伴って基本契約の内容を変更する必要がある場合

には、基本契約を改定することが望ましいであろう。

⑦ 各種の法規制との関係

取引分野によっては、各種の業法による規制がある。また、取引が下請法の適用を受けるものである場

合 には、書面交付義務やその記載事項が定め られており、その条項を遵守 しなければならない。しか しな

がら、これ らの法規制を網羅的に包含する標準契約を作成することは不可能であり、本データ交換協定書

においては、これ らの法規制を考慮することなく試案を作成している。そ こで現実に本データ交換協定書

を利用 して具体的なデータ交換協定書を作成するにあたっては、 これ らの法規制に適合化させる必要が

ある。

⑧ 国際的な視野

本データ交換協定書は、国内取引に適用されることを前提として作成されている。 しかし、EDIに は国

境がなく、国際取引に適用されるデータ交換協定との整合性を図る必要がある。そのため、署名 ・原本な

ど文書に特有な問題について電子データの場合にどのように扱うかな ど我が国の制度上必ず しも必要でな

い事項は規定 していないが、uNcrlRALの モデル法案やEcE/wP.4の モデルデータ交換協定書等を参考に

し、国際的な動向もある程度視野に入れた契約条項となっている。

1.4デ ータ交換協定書利用 の留意点

本データ交換協定書は、全13条 から成 り、各条項に関する詳しい解説については、3の 「データ交換

協定書(参 考試案)の 逐条解説」を参照されたい。なお、これまで述べてきたところからもわかるように、

本データ交換協定書は、上述の基本方針に基づいて作成 したものであり、具体的な取引にそのまま適用で

きるわけではない。すなわち、本データ交換協定書を利用するにあたっては現実の取引の特性 を考慮 した

修正を行 うことが極めて肝要である。本データ交換協定書では、立案の趣旨や問題点などについては 「コ

メント」で解説しているので、その意図を十分に理解 した上で、各業界にとって適切な標準協定書を作成

する必要がある。

一33一



2.デ ータ交換協定書(参 考試案)

以下に、作業部会を中心に作成した 「データ交換協定書(参 考試案)」 を示す。

データ交換協定書(参 考試案) ver.1.0

(以下 「甲」という)と(以 下 「乙」 という)と は、甲を発注者、乙

を受注者とする甲乙間における別紙記載の商品に関する継続的取引(以 下 「本件取引」という)に 基づ

く個別の契約(以 下 「個別契約」という)を 電子的なデータ交換により成立させることに関 して次のと

おり協定を締結する。

第1条 デー タ交換 の実施

甲および乙は、本 件取引に関する個 別契約をデータ交換により成立させ ることに合意する。

第2条 運用 マニ ュアル

1.デ ータ交換の実施に必要なシステム、送信手順、 メッセージ構成 、伝達するデータの種類、シ

ステムの稼働時間その他の細 目は、甲乙間で別に定めるデータ交換運用マニュアル(以 下 「運用

マニュアル」という)で 定める。

2.甲 および乙は、運用 マニュアルがこの協定と一体 をな し、この協 定と同一の効 力を有すること

を相互に確認する。

3.シ ステムの変更その他の事由により運用マニュアルを変更する必 要が生 じた場合には、その変

更に伴う費用負担を含め、甲乙間で事前に協議を行い合意のうえ変更する。

第3条 データ交換 の安全 および信頼確保 のため の手順

甲および乙は、データ交換の安全確保のため下記各号の全部またはいずれかの手順を実施する

ものとし、その実施の手順の内容は運用マニュアルに定めることに合意する。

(1)発 信者の同一性の確認手順

(2)発 信者の作成権限の確認手順

(3)デ ータ入力誤 りの確認手順

(4)伝 送途上におけるデータ変質の確認手順

(5)そ の他甲および乙が合意する事項

第4条 データの伝達

データの伝達は、運用マニュアルに定める方法により、相手方のメールボックスに書 き込むこ

とにより行 う。

第5条 読み出 し不 能データの取 扱い

1.伝 達されたデータの読み出しができない場合データの受信者は、これらの事情を知った後、直ちに、

相手方に対してその旨を により通知する。

2.前 項による通知がある場合、発信者は当該のデータを撤回 したものとみなす。

第6条 受信確認

1.甲 または 乙は、相手方 に対 し、その伝達にかかる発注データまたは受注データの受信確認を求

めることができる。この受信確認 の方法は、特段の指定のない限り の方法による も

のとする。
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2.前 項の受信確認を受領 した場合、当該発注データまたは受注デー タの伝達は完 了したものとみ

な し、その受領がない場合には伝達がなかったものとみなす。

第7条 データ の確定

甲および乙は、伝達されたデータが第3条 各号に定める安全確保のための手順にしたがって作

成 ・伝送された場合 には、それぞれ確認された事項につき受信データの内容が確定することに合

意する。

第8条 個別契約 の成立

本件取引に関する個別契約は、受注データが伝達された時に成立するものとする。ただし、乙

が甲に対 して第6条 の受信確認を求めた場合には、個別契約は受信確認の受領の時に成立す るも

のとし、かつ甲乙間に別段の定めがある場合には、その定めに従 うものとする。

第9条 データ の保存お よび交付

1.甲 および乙は、それぞれの発信にかかるデータおよび受信にかかるデータを保存するものとし、

相手方の請求がある場合には、 これを相手方に交付 しなければならない。ただ し、プリントアウ

ト・複製その他によりこの交付に費用が発生する場合には、その費用は請求者の負担 とする。

2.保 存および交付の細 目に関 しては運用マニュアルに定める。

第10条 費用負 担

この協 定 に定 める デー タ交換 の運用 に伴 う費用 の負担 は別 に定め ると お りとす る 。

第11条 システム の管 理

1.甲 および乙は、データ交換が円滑かつ安全に実施されるようそれぞれシステムを管理するもの

とする。

2.シ ステムの異常、故障発生時に伴う措置は、運用マニュアルに定めるところによる。

第12条 基本契約 との関係

甲乙間で締結 した本件取引に関す る_年_月_日 付基本契約書に定めた事項とこの協定に定め

た事項との間に相違がある場合には、この協定の定めが優先的効力を有するものとする。

第13条 有効期 間

この協定の有効期間は_年_月_日 から_年_月_日 までとし、期間満了の3カ 月前までに甲

または乙から相手方に対 し書面により更新の拒絶または内容変更の申出のない限り同一条件をもっ

て更に_年 継続するものとし、事後 も同様 とする。

平成 年 月 日

(甲)

(乙)
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3.デ ー タ交換協定書(参 考試案)の 逐条解 説

「データ交換協定書(参 考試案)」 の条文だけでは使用者に作成意 図が正しく伝わ りにくい点もあ り、

また、データ交換協定書は各種業界 ・業態に共通 して参考になるように作成されているが、実際に使用す

る際には、それぞれの業界、業態に合った内容に修正する必要がある。そのため、それぞれの条文の意図

するところおよび使用するための留意点などにっいて ここで解説する。

前 文

(以下 「甲」 という)と (以下 「乙」 とい う)

とは、甲を発注者、乙を受注者とする甲乙間における別紙記載の商品に関する継続的取引(以 下 「本件

取引」という)に 基づ く個別の契約(以 下 「個別契約」 という)を 電子的なデータ交換によ り成立させ

ることに関して次のとおり、協定を締結する。

(コメン ト)

(1)協 定の対象

このデータ交換協定書は、すでに継続的な商品の売買について基本的な契約を締結 している当事者間に

おいて、個別的な受発注を電子データ交換によって行う場合を想定 している。

(2)協 定の位置づけ

データ交換協定書では、電子的な手段によってデータ交換を行うことか ら生ずる問題に限定 して規定 し

ている。例えば、商品の引き渡し、検品の有無、その方法、代金の決済時期、その方法など本件取引に関

わる基本的な問題については、基本契約で定められていることを前提としている。また、システムの運用

方法、電子データの内容など細部に関する合意は運用マニュアルで別に定めることにしている(第2条 参

照)。

(3)取 引の内容

前文は、電子データ交換協定の目的を明 らかにす るとともに、協定の対象となる取引を明 らかにするも

のである。

協定の対象となる取引を別紙に記載することとしている。対象とな る取引の表示があまり複雑でなけれ

ば、別紙とせずに、前文に書き込むことあるいは取引の対象に関する条項をお くことも考え られる。例 え

ば、後者の場合には、 「第1条 本協定は、以下の商品の受発注に適用される。…」というような規定が

考えられる。

第1条 デv-・・タ交 換 の 実施

甲および乙は、本件取引に関する個別契約をデータ交換により成立させることに合意する。

(コメント)

当事者の合意

継続的取引関係にある甲と乙とが個別的な受発注 を電子データ交換 によって行うことに合意したことを

明文で規定するものである。前文があれば、特に本条の必要はないようにも考え られるが、当事者が合意

した ことを明確 にするために本条を置いている。
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第2条 運用 マニ ュアル

1.デ ー タ交換 の実施 に必 要なシステム、送信手順、 メッセージ構成、伝達す るデー タの種 類 、システ

ムの稼働時 間そ の他 の細 目は、甲乙間で別 に定 めるデータ交換運用マニ ュアル(以 下 「運 用 マニ ュア

ル」 という)で 定 める。

2.甲 および 乙は、運用 マニュアルが この協定 と一体 をな し、 この協定 と同一 の効 力を有す る こを相互

に確 認す る。

3.シ ステム の変更そ の他 の事 由によ り運用マニ ュアル を変更す る必要が生 じた場合 には、そ の更 に伴

う費用負担 を含 め、甲乙間で事 前に協 議 を行 い合意の うえ変更 す る。

(コメン ト)

(1)運 用マニュアルで定める事項

協定書では必要最低限の事項のみを取 り決めているため、データ交換システムの構成を含め、実際にデー

タ交換を行うのに必要な技術的および手続的要件はすべて運用マニュアルで定めることとなる。もっとも、

データ交換の運用前に必要事項をすべて網羅することは無理があるかもしれない。また、運用マニュアル

を定めるにあた り前提としていた事項が変更されれば、運用マニュアルも変更する必要が生じてくる。運

用開始後 も、運用マニュアルを追加 ・変更ができるようにしておく必要がある。

1)運 用マニュアルにおいて定めるべき事項

以下には最低限取 り決めてお くべ きと思われる事項を列挙 した。実 際に行われるデータ交換に応 じて項

目を追加 ・変更する必要があろう。

● データ交換協定書および運用マニュアル上使用する用語の定義

EDIに 関する契約上使用する用語は、まだ国際的にも国内的にも統一 した定義がないものが多く、

誤解をさけれるため、当該契約で使用する用語について、明確な定義を設ける必要がある。

● システム構成

使用す るハー ドウェア、ソフ トウェアその他設備

● 通信

通信回線、通信手順、VAN事 業者の利用の有無その他通信方法

● データ交換にお いて対象とす るデータ

受発注データ(個 別 契約の締結を発注 データのみで行うこととした場合(単 方向型)、 発注デー

タのみ となる。)、 場合によ っては受信確 認データやそ の他、見積、納品確認、請求等 もデータ交

換システム上で行 うことが考えられる。

● データに書き込む内容

発注データであれば、発注す る物の種類、数量、納期、納入場所等、

*下 請代金支払遅延等防止法の適用対象となる場合には、発注内容が 「磁気記録媒体等」に記録 さ

れ、明確に書面に表示されるようにしておかなければならない。その際の発 注内容についても記

載すべき事項が定め られているので、 当該法令に沿った対応が必要 となる(下 請法第3条 および

関連規則)。

● データ内容の誤 りが発生 した場合の措置

記載すべき事項が記載されていなかった場合等の相手方への通知義務の有無、通知手段、通知が

なかった場合の当該データの効力等

● 読み出し不能データの取扱方法(第5条 コメント参照)。

● データ交換の運用

データ交換の運用 にかかる費用負担(第10条 コメント参照)、 運用 日、時間、運用時間外に受領

したデータの取扱 い等、
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発注データ受信後受注データ返送までの期間、返送がなかった場合の効果等(受 注データが定 め

た期間内に受信されなければ発注を拒否 したとみなすなど)、

● データ交換の安全確保のための手順(第3条 コメン ト参照)。

● データの伝送

技術的な伝達方法に関する定め(第4条 コメン ト参照)。

● 受信確認の方法および形態、受信確認受領 までの期間

第6条 により受信確認が必要な場合の方法の詳細(第6条 コメント参照)。

● データの保存

方法 ・範囲 ・期間等および相手方への交付方法(第9条 コメント参照)。

● システムの管理および保守の方法 ・手順、異常時の措置

双方の管理責任者、相手方への連絡方法、日常の管理 ・保守方法、異常発生時の具体的な措置お

よびその間のデータ交換の代替手段とその効果(第11条 コメン ト参照)。

(2)運 用マニュアルの効力およびその変更

運用マニュアルは協定書 と一体とな り法的拘束力をもつ。運用マニュアルは記載事項の変更は協定

書の変更と同様の効力を有するため、書面(覚 書等の契約)に よる ことが必要である。 もっとも、変

更内容により相手方への通知で足 りるものと、変更契約が必要な ものが考えられる。なお、運用マニュ

アルの変更により、協 定書の内容 と矛盾が生 じるときには、協定書 の変更も必要 となる。 また、基本

契約との整合性 も注意 しなければな らない。基本契約と矛盾が生 じる場合、第12条 で、基本契約よ り

運用マニュアルおよび協定書が優先すると規定 している。

協定書と運用マニュアルの間に齪頗が生 じた場合の優先順位について も協定書ある いは運用マニュ

アルに規定する必要がある。

第3条 データ交換の安全および信頼確保のための手順

甲および乙は、データ交換の安全確保のため下記各号の全部またはいずれかの手順を実施するもの

とし、その実施の手順の内容は運用マニュアルに定めることに合意する。

(1)発 信者の同一性の確認手順

(2)発 信者の作成権限の確認手順

(3)デ ータ入力誤 りの確認手順

(4)伝 送途上におけるデータ変質の確認手順

(5)そ の他甲および乙が合意する事項

(コメ ン ト)

(1)本 条の趣 旨

本条はデータ交 換の安全 および信頼確保の ための 手順 を定 めた規 定であ る。EDIに お いては取 引が電子

化 され るために、紙 ベー スの取 引に比べ 、受信 したメ ッセー ジ上で相手方の同一性やその権限 について 確

認す る ことが困難 とな る。そ こで伝送 され たデー タ の発 信者 の 同一性の 確認(identification)、 発 信者 の

作成権限の確認(authorization;こ こで は当該デ ータ発 信 に関す る決済 権限の意味で用 いる。)、 伝 送 途

上でデータの変質がない ことの確認(dataintegrity)、 デー タ入 力の誤 り(dataentryerror)が ない こと等 の

点について、予め確認の手順 を定 めてお く必要性 も生ず る。 このよ うな確認 のた めの手順 を定めてお けば、

受信 したメッセー ジが この手順 に したがって作成、伝送 され てい ることを確認す る ことによ り、無権限 者

による発信やデー タの改富 、入 力の誤 り、伝 送途上 にお けるデータ変質 な どに対応す る ことがで き、受 信
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したメッセージに対する受信者の信頼 を保護することも可能になる。もしこのような手順が定められてい

ないと、例えば無権限者がデータを作成 ・伝送 した場合や伝送途上でメッセー ジが変質した場合の処理 は

民法の一般原則によることとな り、表見代理、錯誤等の困難な問題を生じ、電子取引の迅速 ・円滑を阻害

するおそれ もある。

(2)各 手順の具体例

第1号 の発 信 者 の 同一 性の 確 認手 順 と して は 、パ ス ワー ド、 電子 署 名 、暗 号 化等 が あ る。

第2号 の発信者の作成権限の確認手順としては、データ発信可能な端末を権限者でなければ使用できな

いように制限すること、メッセージ上に作成権限者の電子署名を付する等の方法がある。

第3号 のデータ入力の誤 りの有無 に関する確認手順としては、入力 されたデータ値 の異常性を排除す る

ような仕組を用いるものがあり、値の上限 ・下限を設定し、この範囲を外れたものは異常データとして排

除する、商品コー ドと商品名の双方を送信するようにしてこれらが一致しない場合にエラーデータとする

等がある。これらの手順の採用により、一定程度、商品の数量、種類に関する リスクを軽減することも可

能になろう。

第4号 の伝送途上におけるデータ変質の確認手順 としては、パ リティーチェックや暗号化が挙げられる。

後者では、暗号化 されたデータが伝送途上で変質した場合、これを所定の鍵によって復号しても意味をな

すメッセージが再現されないこととなり、これによって変質が判明する。

(3)各 手順の選択基準等

本条では、以上の項 目を例示しているが、多 くの場合、これ らの安全対策(ト ランズアクション セキュ

リティ)を 講ずるためには費用が必要になる。また取引の種類や実態により、必要とされる安全対策の種

類や程度も異なると考えられる。 したがって、現実に適用されるデータ交換協定を作成する場合には、 こ

れらの安全対策のうち必要な手順 を選択 し、また業種の特殊性 に応 じ、第5号 に掲げているように他の手

順を加える必要もあろう。 この例 としては、特に慎重を要するシステムの場合の、申込みに対 して単に諾

否を通知するのでなく、申込の内容を繰 り返した上で承諾する旨のメッセージを送ることとし、この両者

が一致 してはじめて個別契約が成立するという一連の手段を採用すること、などが考えられる。

いずれにしても各手順の詳細は運用マニュアルで定め、これが履践されているかどうかが事後的にも確

認できるようにする必要がある。

なお、上述のように、実際の協定においてどのような安全対策のための手順を採用す るかは、伝送 され

るデータの重要度を勘案 して、ある手順を採用 した場合に要する費用(ハ ー ド・ソフトのコス ト等)と こ

れによって得 られる効果を考量して決定することとなろう。

第4条 データの伝達

データの伝達は、運用マニュアルに定める方法 により、相手方のメールボックスに書き込むことによ

り行う。

(コメン ト)

具体的な伝達方法については、運用マニュアルで定める。

ここでは、発信者がデータを発信して、相手方のメールボックスにデータが到達 し、読み出 し可能な状

態になったときをデータの伝達 としている。間にVAN会 社が介在する場合のように、具体的なデータ交換

システムの構成によ り、定め方が異なることとなる。
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第5条 読み出し不能データの取扱い

1.伝 達 されたデー タの読み出 しがで きな い場合 、データの受信者 は、 これ らの事情 を知った後、直ち

に、相手方 に対 してそ の旨を によ り通知す る。

2.前 項による通知がある場合、発信者は当該のデータを撤回したものとみなす。

(コメン ト)

(1)読 み出し不能データの取扱い

本条は、発信者か ら受信者に伝達されたデータ(発 注データ)が 、受信者の責に帰すべき事由によらな

い何 らかの原因(技 術上の原因)に よって、読み出し不能となった場合の取扱いを定めている。注意 しな

ければな らないのは、ここでの発信者 ・受信者は、発注者 ・受注者と読みかえてはならないという点であ

る。見方を変えれば、発注者 ・受注者はいずれも発信者 ・受信者にな りうるので、当事者の公平性が強 く

要請されるところである。かかる場合、受信者は、発注データが読み出し不能であることの通知義務を課

す ことが求められている。ただ し、読み出し不能という事実は、第8条 における契約の成否とも直接関わ

り(原 則 として 「受注データ受信の時点」に個別契約は成立する。第8条 参照)、 様々な具体的状況が想

定されるため、発信者 ・受注者いずれにも不利にな らないよう、単方向 ・双方向型共に場合を分けて具体

的な取り決めをする必要がある。例えば、

1)伝 達 されたデータが受信者側に到達 した痕跡は認められるが読み出し不能の場合

原因として人為的な操作 ミス(暗 号化処理の誤 り)、 ソフト・ハー ド的な トラブル、第三者の介入

(ハッカーによる発注など)が 考え られる。 この場合、本条に従 った対応で足 りるが、あくまでも伝

達データ内容が読みとり可能な状態で伝達され、発信者が確認できることが原則 となる。受信者側に

過大な通知義務(誰 が発信者であるか、あるいは伝達内容を定期的に確認すべき義務を負担させるな

ど)を 負わせないよう配慮が必要である。受信者側に到達 した痕跡のみによっては、発信者す ら確認

できない場合には、本条の予定している 「通知」そ のものの対象となる前提が欠けるため(す なわち、

読み出しそのものができない)、 受信者は本条の通知義務を免除され、当該データは伝達されなかっ

たものとするべきであろう。

第6条 によって、受信確認手段が定め られている場合にも、伝達されたデータ内容そのものが読み出

し不能にもかかわらず、システム上の自動的に受信確認がなされることも多いとみ られるが、この場

合には、第6条2項 ではな く本条によって発信者はデータを撤回したものとみなされる。

2)読 み出し可能であるが内容に誤 りがある場合

読み出し可能なデータに対 して内容に誤 りがある場合を本条では対象としていない。 しかし現実に

は、データ内容の全部または一部に明らかに動機の錯誤や操作上のミス(キ ーボー ドの打ち間違いな

ど)が みられる場合、受信者に通知義務がないとすることには、継続的取引な どを前提 とすると、疑.

問の余地がある。この場合にも、当事者の公平に配慮しつつ妥当な対処方法を運用マニュアルで定め

るべきであろう。

なお、入力データの誤りの有無の確認手段(第3条3号)と の関係でも、受信者の負担が大きくな

らないよう、一定の基準によってシステム上で自動処理ができるような合意をなすことが望ましい。

(2)読 み出し不能の通知

伝達されたデータが読み出し不能である場合の通知方法(手 段、通知時間等)に ついても取引のタイミ

ングを失わせないよう配慮 して(迅 速性が要求されることが多い)、 具体的に運用マニュアルで定めてお

く必要がある。 この場合の通知方法としては、電子メール ・FAX・ 電話 ・郵便等の方法が考えられるが、

できれば電話のように口頭による通知ではなく、後に証拠が残せるような方法で行 うことが望ましい。

(3)読 み出し不能通知の効果
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受信者から前項の読み出し不能の通知がなされた場合には、発信者が当該発信データを撤回したものと

みなされる。場合 に応 じて、当該発信データを撤回した上で、発信データの再送を義務づけるなどの取り

決めにする事 も考 えられる。取引内容によっては、読み出し不能の通知について一定の通知期限を設け、

期限が過ぎた場合は、 リスクの負担は通知をしなかった側が負うなどの取 り決めをす ることも考えられる。

なお、単方向型で発注のみで契約が成立する場合には(受 注者の承諾につき包括的合意ある場合)、 受信

者の立場の保全を考慮 し、あらかじめ運用マニュアルに基づき発注データが伝送された ことを証明する手

順の合意が必要であろう(第8条 コメン ト末尾参照)。

(4)VAN会 社のシステムを介 したデータ伝達

VAN会 社介在型の双方向システムを前提とし、情報処理の一環として第6条 の受信確認が行われる場合

にはどのように考えるべきであろうか。個別の約定による受信確認が本条に優先するものとし、読み出し

不能の場合でも、撤回とみなさないようにすることも考えられよう。例えば、VAN会 社が発注者受注者間

の媒介責任を負担する約定に基づき、発信者受信著聞の意思伝達について、FAX、 電話その他の手段 によ

り運用マニュアルで定められた受信確認を代行する場合である。すなわち、前もって定められた頻度で

VAN会 社が発注者受注者のメールボックスにアクセス して受信確認を代行するシステムを前提とすれば、

読み出し不能という事態は大事故によって通信途絶で も起きない限 り想定 しにくいからである。すなわち、

この場合には本条(第5条)並 びに第6条 、第8条 における意思確認手段によることなく、VAN会 社自身

が当事者との個別契約に基づ く代行責任を関係当事者に対 し負担するものといえよう。

第6条 受信確認

1.甲 または乙は、相手方に対し、その伝達にかかる発注データまたは受注データの受信確認を求める

ことができる。 この受信確認の方法は、特段の指定のない限り の方法による

ものとする。

2.前 項の受信確認を受領した場合、当該発注データまたは受注データの伝達は完了したものとみなし、

その受領がない場合には伝達がなかったものとみなす。

(コメント)

(1)受 信確認の意味

受信確認とは、伝達されたテし タが到達 したという事実を通知することである。 これは、伝達されたデー

タの内容を了知 したことを意味するものではない。また、それ自体は、伝達されたデータの内容に対する

受信者側の意思表示(例 えば 申込に対する承諾)を 意味するものでもない。

この受信確認は、データが到達 したという事実の証明に際しては決定的な意味を有す るが、それ以上に

受信確認にどのような法的効力をこれに持たせるかにっいては、当事者間の合意による ことになる(例 え

ば、本条2項 、8条 ただ し書)。

(2)相 手方に対する受信確認の要否

第1項 では、受発注の当事者である甲または乙は、その相手方に対 して 「受信確認を求めることができ

る」と規定している。 これとは異な り、データの伝達があれば常にそれに対する受信確認を行 うものとす

る、と定めることも考え られる。 しか し、それは、そのための通信コス トの負担を考えると必ず しも合理

的ではない場合があり、また、取引の種類 によっては、受信確認を必要としないとするほうが妥当な場合

もある。

(3)受 信確認の方法

① 受信確認の方法の選択
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受信確認の方法ついては、その伝達の手段、内容および時期等につき種々のあり方が考え られ、そ

れらをあらか じめ約定 してお く必要がある。例えば、手段についていえば、受信確認 も受発注のデー

タ交換 と同様のシステムを使って電子的に伝達 される場合が多いであろうが、電話や ファクシミリ等

によるとすることも考えられる。 したがって、その方法の詳細については、運用マニュアルに譲ると

いう規定の仕方 も考えられる。そ こで定めた受信確認の方法が著 しく信頼性を欠 くものであるような

場合には、第2項 に定める受信確認の効力が認め られないことにな り、その方法を定めるにあたって

はその内容に十分留意する必要がある。

②VANシ ステムを介 したデータ交換 と受信確認

本協定書では、データの伝達については、相手方のメールボックスにデータを書き込むという方式

のシステムが前提となっている(第4条)。 それ とは異な り、データ交換がVAN会 社を介して行われ、

VAN会 社に伝送された受発注データがそ こに置かれたメールボックスに仕分けされ、受信者がそれに

アクセスするという方式がとられる場合 も少なくない。 この場合も、受信者側が電話や ファクシミリ

で直接に受信確認を伝送するものとするときには、本条にしたがって処理することができる。しか し、

例えば、VAN会 社によって これを代行する方法がとられることもあり、この場合の受信確認について

は、両者の関係に応 じて種々の態様が考えられ、本条がそのまま妥当しないことが多い。甲 ・乙双方

とVAN会 社との関係やそこでのネッ トワーク利用に係る契約 ・協定に則 して、受信確認の方法やその

効果を規定することが必要 となる。

(4)受 信確認の法的効果

① データ伝達の完了

第2項 では、受信確認の効果として、 「受信確認を受領 した場合、当該発注データまたは受注デー

タの伝達は完了した ものとみなし、その受領がない場合には伝達がなかったものとみなす。」という

みなし規定をおいている。

これ によって、甲が乙に受信確認を請求してそれを受領 したときには、甲の申込みは到達 したこと

になり、乙はこれに拘束されることになる(民 法521条1項 、524条 参照)。 逆に、乙が甲に受信確認

を請求 してそれを受領 した ときには、乙の承諾は到達 したことになる。本協定書では、契約の成立に

つき発信主義による民法の規定(526条1項)と は異なり、受注データが伝達されたときに成立すると

する立場を採用されている(第8条 本文)。 それを受けて、乙が甲に対 して受信確認を求めた場合に

は、受信確認の受領の時に個別契約が成立するものとする、という条項が置かれている(第8条 ただ

し書)。

なお、受信確認の受領には、データ伝達の完了の効果が与えられるだけで、それ自体は、伝達され

たデータの内容を了知 したことないし了知可能となったことを意味するものではない。 したがって、

受信されたデータの読み出しができないことが判明したような場合には、その場合の受信確認には、

上記のような契約の申込みや契約成立の効果は生じない。

また、本条 によれば、逆に受信確認の受領がない場合には、伝達がなかったものとみなされる。受

信確認を求めた場合 には、実際には受信がなされていても、本条1項 所定の方法による受信確認が伝

達され請求した者によってそれが受領されない限 り、伝達されなかった ことになる。すなわち、この

場合には、甲の発注データ(申 込み)は 伝達されなかったことになるか ら、甲は申込みに拘束されな

いし、乙の受注データ(承 諾)は 到達 しなかったことになるか ら、契約は成立しない(第8条 参照)。

このような規定の仕方(み なし規定)の ほかに、受信確認があれば、データの伝達の完了が推定さ

れると規定して、データ伝達の相手方に反証を認めるという規定の仕方 も考えられる(推 定規定)。

② 受信確認を受領する前の履行準備等

受信確認を求めた場合、受信確認の受領がない場合には、伝達がなかったものとみなされる。 した

一42一



がって、受信確認を受領するまでは、当事者が契約に係る種々の処理を行 う場合、それは、それぞれ

の費用 と責任において行われることになる。例えば、乙が甲に対 して受注データの受信確認を求めな

がら、それと併行 して履行の準備等をした場合、甲からその受信確認が伝達されなかったときには、

それに係る費用等のリスクは乙が負担すべきことになる。当事者間の事情によっては、その趣旨を明

文化 した条項を置 くことが望ましい場合 もある。

(5)受 信確認の伝達の安全および信頼確保

受信確認は、受発注のデータ交換と同様のシステムを使って電子的に伝達される場合も少な くない。そ

の場合、伝送に際 してのデータの食い違いや無権限者による伝送等に対する安全および信頼確保のための

配慮が必要となる。それについては、本協定書による場合には、第3条 で定めるデータ交換の安全確保の

ための手順を履践 して受信確認を受領すれば、受信確認がなされたものと解される(第7条 参照)。

第7条 データの確定

甲および乙は、伝達されたデータが第3条 各号に定める安全確保のための手順にしたがって作成 ・伝

送された場合 には、それぞれ確認された事項につき受信データの内容が確定することに合意す る。

(コメント)

(1)本 条の趣旨

本条は第3条 の規定を受けて、安全および信頼確保のための手順が履践された場合の効果 を規定する。

すなわち、第3条 で規定する手順が履践されていることが確認された場合にそれぞれ確認された内容につ

いてデータが確定するという効果が発生することを定めている。例えば、第3条 の発信者の同一性の確 認

手順の履践(決 め られたパスワー ドの使用等)が 確認された場合に、データ発信者がデータ上に表示され

た名義人と同一であることに確定するということである。

(2)主 張立証責任との関係

本条の規定は、訴訟における主張立証責任と関連する。例えば、EDIに よる契約の申込がなされ受信者

がこれに対 し承諾 した場合に、これによって成立 した契約に基づく請求をするときの主張立証責任は、当

該契約による法律効果の発生を主張する者、すなわち原則として受信者が負担することとなる。したがっ

て、受信したメッセージが真に相手方が作成したものであるかどうか、発信者がデータの作成 ・伝送権 限

を有するかどうか、データが伝送途上において変質 しているかどうか、などについて争いがある場合には、

受信者は、これ らの事項を主張 ・立証しなければな らないことが多かろう。ただ、EDIに おいては、 こう

した立証は一般的には困難である。

本条の規定によって、第3条 に基づいて定められた手順の履践、すなわち定め られたパスワー ドの使用、

暗号鍵の使用等の事実を受信者が証明すれば、これに対応するデータであることが確定されることになる

が、これ らの事実の証明は比較的容易である。例えば、パスワー ドの使用であれば受信者に送信されたパ

スワー ドを確認すればよく、また暗号鍵の使用の事実は、意味あるデータとして復元されることか ら証 明

される。

(3)デ ータの確定の意味

本 条で はデ ー タ の確定 とい う用語 が使 用 され て いるが 、そ の 意味 に注 意す る必 要 があ る。

第3条 の手順の履践の効果 に関する定め方 としては、一般的には、確認された内容の事実を推定すると

するという方法 と、これを見倣す(擬i制)と いう方法がありうる。 この両者の相違は、前者であれば反証

が許されるのに対 し、後者ではこれが許されないというところにある。 しかしなが ら、第3条 の手順を履

践した場合の効果 として、この両者のうちいずれを採用すべきかを一律に論ずることは困難であろう。な
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ぜな らば、例えば同一性確認のための手順 として暗号システムを採用 した場合であっても、その強度には

高低があり、また安全対策に関する技術の進展に伴い、これを阻害する技術 もまた進展することも予想 さ

れ、推定的効果に留めるのが妥当か、擬制的効果まで認めるかを一律に決定することには問題があるか ら

である。参考試案では、とりあえず第3条 の手順を履践した場合の効果 として 「確定」という文言を使用

しているが、もし、この効果がいずれであるかを明確 にしたい場合には、上記の問題 も考慮したうえ、そ

の趣旨を文言上も明らかに規定する必要があろう。

(4)確 認手順と効果の対応

採用された確認手順 と効果とが対応 していない場合、場合によってそのような効果が認められないこと

があ りうるので、この点留意が必要である。 これに関しては米国の統一商法典第4A編 の電子資金移動 に

関する規定で用いられる 「安全 保護手続き(securityproce(hier)に お ける 「取引上の合 理性(commerdal

reasonableness)」の概念が参考 となる。

この概念は、必ずしも技術上の観点だけか ら安全対策に伴う効果を定める規定ではないが、例えば、採

用された確認手順が高度の安全性を保証するもの(強 度の強い暗号による暗号化が採用されている場合等)

である場合には、単に固定的なパスワー ドのみを採用 しているような場合に比べて、同一性の確認につ い

てのメッセージに対する信頼がより強く保証されるという考え方である。このような考え方は、当事者間

において見倣 し規定をお く場合の参考になろう。

なお、第3条 の手順の定め方によってはその履践を受信者が知 り得ないことがある。そのような手順の

履践を要件としても、受信者は手続きが履践されたことを立証できないため、法律的には、本条による効

果を受け得ない場合もあることには留意する必要がある。本条の規定は、諸外国 ・諸国際機関が作成発表

しているEDIモ デル契約に比べて、データ交換の安全および信頼確保のための手順に関する規定に加えて、

これを履践 した場合の効果についても規定した点に特徴がある。

第8条 個別契約の成立

本件取引に関する個別契約は、受注データが伝達された時に成立するものとする。ただ し、乙が甲に

対 して第6条 の受信確認を求めた場合には、個別契約は受信確認の受領の時に成立するものとし、かつ

甲乙間に別段の定めがある場合には、その定めに従うものとする。

(コメン ト)

(1)本 条の趣旨

本条は、第7条 でデータの内容が確定する旨を定めていることを前提 として、個別契約の成立時点を明

らかにするものである。

データ交換協定においては、データの交換にかかわる問題についてだけ規定するという考え方か らすれ

ば、個別契約の成立時点については取引の基本契約の中で規定すべきであるということも考えられる;し

かし、ここでは、継続的な取引契約の中で、電子的なデータ交換による個別的な受発注を対象としている

ので、特に個別契約の成立時点を定める明文規定を置くこととしている。 したがって、基本契約の中で個

別契約の成立時点についての規定が存在する場合には、本条は必ず しも必要ないであろう。

継続的な商品の売買契約において、個別的な受発注を法的にどのよ うに構成するかについてはいくつか

の考え方が可能であるように思われる。商品の売買については、すでに基本契約で合意されていて、1回

1回 の受発注を出荷指図とそれに対する応諾と構成す ることも可能であるが(そ のように理解 している業

界もあるようである)、 継続的な売買を成立するものと理解するのが一般的であるように思われる。

(2)個 別契約の成立時期
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個別的な売買契約の成立時点を定 めることの意義は、それによって個別的な契約が確定し、売主または

買主としての権利義務関係が発生する時点を明らかにすることである。

民法では、隔地者間の契約の成立時点を申込に対する承諾が発信された時 と規定 している(526条1項)。

このような隔地者間の契約の成立に関する民法の原則である承諾の発信主義によれば、電子データ交換 に

よる個別契約は、法的に承諾と評価される電子データの発信時点において成立することになる。買主の発

注データに対応 して売主の受注データが伝送される場合には、前者を申込、後者を承諾と解することがで

きるから、受注データが発信された時点で個別的契約が成立することになる。本条は、このような民法の

原則を修正 し、受注データの受信時に個別的な契約が成立するものと定めている(到 達主義)。 周知のよ

うに、民法における承諾の発信主義は、イギ リス法に由来するものであるが、契約が成立するためには承

諾の効力が存在することが必要であるという論理的な前提と必ずしも整合性がな く、その両者をどのよ う

に理論構成するかについて、停止条件説、不確定効力説などいろいろの学説が主張されている。例えば、

発信された承諾が相手方に到達 しなかったときに、承諾の発信によっていったん成立 した契約が結局効 力

を生 じないことになるのであるが、それをどのように説明するかなどの問題が生ずるのである。本条では、

このような民法の原則によらず、承諾に当たる受注データが伝達された時点に個別契約が成立するとした

ものである。UNcrrRALの モデル法案においてもとられている考え方である。隔地者間の取引といって も、

コンピュータを利用 した通信システムによって電子データが交換される場合には、特殊な場合 を除いて、

データの発信時点と受信時点との間にはほとんど時間差はなく、発信されたデータが何 らかの事由によっ

て受信されなかったときのことを考えると、発信主義をとるよりも到達主義による方が合理的であろう。

(3)受 信確認との関係

なお、受注者が発注者に受注デー タの受信確認を求めたときには、受注データの伝達時ではなく、受信

確認データの受領時に個別的な契約が成立するとしている。すなわち個別契約は、受注データの伝達時よ

りも遅い時点である受信確認の受領の時に成立することになる。受注者が受信確認を求めるのであるか ら、

契約の成立時が遅 くなることも許されるであろう。

(4)双 方向システムと単方向システム

本条は、発注データに対 して受注データが送信されることを原則 としている。卵C㎜ のモデル法案

でも同様である。現実に行われている受発注システムにおいては、発注データのみが送信され、それを応

諾する旨の受注データが送信されないことも少なくないようである。システム全体の安全性の観点か らす

ると、受注データが送信される方(双 方向システム)が 望ましいといえよう。 しかし、 日用雑貨のように

比較的単価が低 く常に在庫があって発注にいつでも応 じられるような商品の受発注などにおいては、通信

コス トの節約な どの理 由から発注データのみで個別的な契約が成立するというシステム(単 方向システム)

にも十分な合理性があるといわなければならない。本条は、このような単方向システムの存在を否定す る

ものではない。 この場合には、発注という一方的な意思表示だけで個別的な契約が成立するということで

はな く、基本契約において、発注者か らの発注があれば、受注するという受注者の承諾があ らか じめ包 括

的に与えられていると解することができる。 このような単方向システムの場合にも、個別的な契約の成立

時点 を契約で明 らかにしておく必要がある。発注者の発注データが受注者によって受信された時点にお い

て個別的な契約が成立するとすべきであろう。例えば、データ交換協定では、 「本件取引に関する個別 契

約は、発注データが伝達された時点に成立するものとする。」と規定することが考えられる。

第9条 データの保存および交付

L甲 および乙は、それぞれの発信 にかかるデータおよび受信にかかるデータを保存するものとし、相

手方の請求がある場合には、これを相手方に交付しなければな らない。ただし、プリントアウト・複

製その他によりこの交付に費用が 発生 する場合には、その費用は請求者の負担とする

2.保 存および交付の細目にしては運用マニュアルに定める。
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(コメント)

(1)総 説

わが国においては、電子取引において作成 ・伝送 ・保管される発注 データや受注データが、プリントア

ウ トを要さずに、データのままの形態で、税務上の資料 とな りうるかどうかについては明確ではない。 し

かしながら、これ らのデータは、一般的な取引における紙ベースによる取引資料と同様に保管されるのが

通常であろう。

(2)第2項 の問題点(運 用マニュアルで定まる細 目)

本条は、 これ らのデータの保存および交付に関する細 目を運用マニ ュアルにおいて具体的に定める旨が

規定 されている。運用マニュアルにおいては、例えば保存に関する事項としては、保存するデータの種類、

保存の方法(使 用するシステムなどに関する事項が含まれることもありうる)な どについて定めることに

なり、相手方が保存 しているデータの交付については、交付の方法(オ ンライ ンによる引き渡しを行うの

か、磁気媒体による引き渡 しの方法をとるのか、記名捺印を伴う文書の形式での引き渡しを行うかなど)、

交付するデータの作成形式などの諸事項が定め られることになろう。

(3)「 交付」についての問題点(交 付請求の負担費用の範囲)

なお、本条は、相手方に対 してデータの交付請求ができる旨を定め、かつ、データ交付に要する費用は、

交付請求を行った当事者の負担とする旨が定め られている。周知のように、民事訴訟法においては、挙証

者と文書所持人との間の法律関係について作成された文書については文書提出命令を拒むことができない

旨を規定するが(同 法312条)、 文書種類 によってはそれが 「法律関係について作成された」かどうかが

争いとなる場合もある。他方、同条は、挙証者が当該の文書について引き渡しまたは閲覧を請求しうる場

合には文書所持人は文書提出は拒絶 しえないことになってお り、参考試案第7条 の規定を設けることによ

り、このような争いをあらかじめ回避す ることが可能となる。また、データの交付請求の費用に関しては、

公平の見地から交付を請求する者が費用を負担する旨明定している。ただし、データを書面化した場合 に

はケースによっては印紙税の負担が発生することもあるが、参考試案における交付費用 には、書面化に伴

う印紙税の負担までは考えてはいない。書面形式による交付を行う場合にこのような印紙税負担が発生 し

うることには留意すべきであり、現実にデータ交換協定、運用マニュアルを作成する場合には、どのよう

な処理をするかを検討すべきであろう。

(4)電 子データの証拠法での位置付け

また、民事訴訟法上、電子データ(電 磁的記録)の 証拠能力(形 式 的証拠力)に 関する明文の規定はな

いが、下級審判例においては、電磁的記録媒体を準文書であるとして文書提出命令を許容したものもあり、

民事裁判においては、プリン トアウトされた書面が書証として採用することも多い(*)。 ただ、電子デー

タは この証明力(実 質的証拠力)に ついては、例えば改ざんが容易でしかも改ざんの痕跡を全 く残さない

場合 もあるなどの問題点 もある。 このことに照 らすと、保存方法について合意する場合には、どのような

保存方法をとれば十分な証明力を有するか、証明力に関する補強証拠としてのどのような立証が可能か、

などの事項を検討することには意味がある。

(*)UNCITRMやECE/w.4の モデルEDI協 定 においては、交換されたデータを証拠とす るための合意

が存在する。これは、コンピュータ ・データに証拠能力 を認めない法域もあることを前提としてい

るためと考え られるが、コンピュータ ・データの証拠能 力が認められ るわが国にお いては、さしあ

たり、データ交換協定にかかる合意までを規定す る必要は乏しいように思われる。ただ、特定のデー

タのみをある事実に関する証拠とする合意、すなわち証拠契約を締結する場合には、参考試案第9

条とは異なる規定となる。証拠契約条項を置く場合には、その法律的有効性 を含めた検討が必要 と

なろう。なお、コンピュータの 「原本性」に関する問題は、参考試案 においては特に触れていない。
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第10条 費用負担

この協定に定めるデータ交換の運用に伴 う費用の負担は別に定めるとお りとする。

(コメン ト)

データ交換の運用に当た り発生す る費用について具体的にどの費用 をどちらが負担するか、別途定める

旨を規定 している。 これ については運用マニュアルで定めることとしてもよい。どち らか一方が過大な負

担を負うことのないよう甲乙間の公平に注意 して定める必要がある。

費用負担については書面(契 約)に よ り定めるべきであろう。いったん定めた事項の変更も同様である。

相手方に費用負担の変更を求めることができる場合、例えば、データ交換の規模が増大 した場合や、シス

テム構成に変更が生 じた場合には、見直 しができるようにしておくことが当事者の公平という点から望 ま

しい。

第11条 システムの管 理

1.甲 および乙は、データ交換が円滑かつ安全に実施されるようそれぞれシステムを管理するものとす

る。

2.シ ステムの異常、故障発生時に伴う措置は、運用マニュアル に定めるところによる。

(コメント)

(1)シ ステムの管理

日々のシステム管理および保守方 法も運用と併せて運用マニュアル で定めるべきであろう。各々が保有

するシステムの管理 ・保守にかかる費用は通常各々で負担すると思われるが、別段の取 り決めをすること

も考えられる。第3条 の安全および信頼確保のための手順 と同様、これ らの管理を行っていた場合には、

異常等の発生により生じる損害について危険を負担 しないといった定めをすることも考えられる。

(2)異 常等の発生時の措置

異常等が発生 した場合、速やかに対応策をとらなければならず、異常等を発見 した者に、相手方に対す

る速やかな通知義務を課す必要がある。その際の通知方法、通知後の対応の協議、どちらが危険を負担す

るか、異常継続中の代替措置、復旧後の措置等についても可能な限 り詳細に定め、異常等の影響を最小限

に抑え られるようにしておく必要がある。

第12条 基本契約 との関係

甲乙間で締結した本件取引に関する 年 月 日付基本契約書に定めた事項 とこの協定に定めた事項

との間に相違がある場合には、この協定の定めが優先的効力を有するものとする。

(コメン ト)

電子取引は、背景となる取引契約、データ交換協定、技術 ・運用マニュアルの三者によ り一体を構成す

る。いうまでもなく、参考試案は、このうちのデータ交換協定にあたるが、背景 となる取引契約 ・取引関

係に関連する内容にはほとんど触れてお らず、取引の実施に必要な諸々の事項、例えば、検収の時期お よ

び方法、暇疵担保責任、代金の支払方法および時期その他の事項は、背景 となる取引契約によって支配 さ

れことになる。

このような背景となる取引契約は、いわゆる 「基本契約」によって規律されることになるが、紙ベース

の取引を前提とする 「基本契約」においては、例えば、 「個別契約は、注文書 と注文請書の交換によって

成立す るものとする。」という条項のように、必ず しもデータ交換を前提にしない条項 も存在する。本条

は、データ交換の当事者間において 「基本契約」が締結されていることを前提 とし、基本契約とデータ交
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換協定の間に齪酷がある場合には、データ交換協定が優先的に適用されることを明文化 した。なお、基本

契約とデータ交換協定に齪酷がない場合には、基本契約の定めが適用される。仮にデータ交換協定の導入

によって背景となる取引関係自体が変更される場合には、当然のこととして、基本契約またはデータ交換

協定において必要な手当てをしなければな らない。参考試案においては規定を設けていないが、データ交

換によって決済を行う場合、請求 ・支払処理をデータ交換によって行う場合などには、ある程度詳細な規

定(マ ニュアルにおける規定を含む)を 設ける必要があろう。

いずれにせよ、データ交換システムの導入にあたっては、その大小 は別として既存の基本契約は何等か

の影響を受ける可能性がある。 このような点に配慮し、基本契約、データ交換協定、運用マニュアルの整

合性を保つ必要があることには留意すべきである。

第13条 有効期間

この協定の有効期間は 年 月 日か ら 年 月 日までとし、期間満了の3カ 月前までに甲または

乙から相手方に対 し書面により更新の拒絶または内容変更の申出のない限 り同一条件をもって更に 年

継続するものとし、事後も同様 とする。

(コメン ト)

データ交換協定についても一般の継続的契約同様に存続期間を定めることが考えられ、 「基本契約」 の

存在を前提とする参考試案については、本条のように協定上でその存続期間を定める方式と、例えば 「こ

の協定の有効期間は、基本契約の有効期間と同一とする。」という方式の二通りの方式がありえよ う。そ

のいずれを採用するかは当事者の合意によるところによろう。ただ、基本契約が終了して継続的取引自体

も終了した場合にデータ交換協定のみを存続 させることはあまり意味が無い。取引を継続 しつつ、データ

交換方式のみを廃止するという希な場合 には、この変更処理のために必要な期間に配慮する必要があり、

参考試案 において3か 月というやや長めの予告期間をおいたのはこの点を考慮したためである。もちろん、

具体的な状況においてこの予告期間を修正することは可能である。

なお、データ交換システムの変更はマニュアル等の変更手続(第2条)に よって行 うことになるか ら、

必ずしも、本条の適用は必要としない。ただ、システム等の変更処理に要する期間について配慮する必要

は、上述のデータ交換方式廃止の場合と同様である。
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電 子 調 達 に つ い て の ア ンケ ー ト結 果

今年度 、企 業でのイ ンターネ ッ トの利用 にっ いて検 討 を行 ったが 、

これ に関連 して、イ ンターネ ッ トを使 った電子調達情況の調査のた め

にアンケー ト調査 を、実際 にイ ンターネ ッ ト上 に調達のためのホー ム

ペー ジを立 ちあ げて いる製造業企 業 を対象 に実施 した。その調査結果

につ いて ここにのせ る。

1.調 査 結 果 49

2.ア ン ケ ー ト調 査 票 57





電子調達 につ いてのアンケー ト結果

ユ.調 査 結 果

1-1.ア ンケ ー ト調 査 の概 要

調査 期間1998年1月28日 ～2月10日

調査 方法 郵送法(電 子 メー ル併用)

調査 対象Web上 で調 達活動(告 知 を含む)を 行 って いる製 造業

回収数25(う ち有効 回答:23、 有効 回収率65.7%)

35社

L2.ア ンケ ー ト調 査 の結 果

間1.'開 始 時 期

回答内容 回答数 割 合

a.1995年4月 以 前 か ら 1 4.3%

b.1995年4月 ～9月 末 ま で 1 4.3%

cl995年10月 ～96年3月 末 ま で 2 8.7%

d1996年4月 ～9月 末 まで 8 34.9%

e.1996年10月 ～97年3月 末 ま で 6 26.1%

f1997年4月 ～9月 末まで 3 13.0%

g1997年10月 以降 2 8.7%

合計 23 100.0%

問2ア クセス数

アクセス数(ホ ームページ全体) アクセス数(調 達ページ全体)

回答内容 回答数 割 合 回答内容 回答数 割 合

a.ロ グをとっていないので不明 8 34.9% aロ グをとっていないので不明 6 26.2%

b.100件 以 下 2 8.7% b.100件 以 下 4 17.4%

c.100～500件 1 4.3% c.100～500件 5 21.7%

吐500～1,000件 3 13.0% d500～1,000件 1 4.3%

e.1,001～5,000件 4 17.4% e.1ρOl～5,000件 2 8.7%

f5,001～10,000件 2 8.7% f5,001～10,000件 2 8.7%

910,000～20,000件 3 13.0% 91qoOO～20β00件 2 8.7%

合計 23 100.0% NA(無 回答) 1 43%

計 23 100.0%
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問3.Web上 での関連 実績

調達 の段階 を 「問 い合 わせ ・応 募」 、 「交 渉」、 「成約」 の3段 階に分 けて調査 した。その結果 を

み ると 「問い合わせ ・応 募」で は、全体 としてはまだ実績数 が少ない企業 が多い ものの、 「100件以

上」の実績が ある企 業が30%を 越 えてお り、一 定 の実績 をあげ ている。 これ に対 して 、 「交渉数 」

では 「10件以下」が全体 の87肱 「成約 数 では同じく 「10件以下」 が全体 の95%を 占めているな ど、

実際の取引以前の、いわ ば入 り口の段階 にとどまって いるものが多 くなっている。

(1)問 いわせ合 ・応募 (2)交渉数 (3)成約数

回答数 割 合 回答数 割 合 回答数 割 合

a.10件 以 下 3 13.0% 20 87.0% 22 95.7%

h11～20件 5 21.8% 0 0.0% 0 0.0%

ρ21～30件 3 13.1% 0 0.0% 0 0.0%

止31～40件 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0%

e41～50件 2 8.7% 2 8.7% 0 0.0%

f51～60件 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

961～70件 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0%

h.71～80件 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

1.90～100件 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0%

1・100件 以 上 7 30.5% 0 0.0% 0 0.0%

NA 一 一 1 4.3% 1 4.3%

合計 23 100.0% 23 100.0% 23 100.0%

問4.Web上 での調達 目的

イ ンターネ ッ トを利用 した調達 を行 って いる 目的では 、 「コス ト削減 のため の新規取引先 開拓 」

が82%で 圧倒的 に多 く、 「自社 の社会 的イメージ向上」 は13%と 少な くな って いる。

回答内容 回答数 割 合

a.自社の社会的イメージの向上

b.コス ト削減のための新規取引先開拓

C生 産規模拡大のための新規取引先開拓

d新 規事業のための新規取引先開拓

e.その他

3

19

0

0

1

13.0%

82.7%

0.0%

0.0%

4.3%

合計 23 100.0%

※ 「そ の他 」 の内容 は 「海外メーカー発掘 の情報ツール とす る」。
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問5.調 達 の対象 とな る地域

調達 の対象 とな る地域 で は、 「海外 のみ」(8%)、 「海外 が 中心 」(52%)と い う海外 に重点 を置 いた

調達が、 「国内のみ」(4%)、 「国内 が中心」(26%)と い う国内に重点 を置 いた調達 を上回る結果 とな っ

て いる。

回答内容 回答数 割 合

a.国内のみ

b.国 内が 中心

c海 外が 中心

d海 外 のみ

e.その他

1

6

12

2

2

4.3%

26.1%

52.2%

8.7%

8.7%

合計 23 100.0%

※ 「その他」は2件 とも 「調達対象地域を特定 していない」との回答である。

問6.Web上 の調達 の対 象品 目(複 数 回答)

対象 品目で は 「汎用部 品」(82.6%)、 「部 品以外の資材」(69%)が 多 くな ってい るが、 「専用部 品」

も52%と 過 半数 が調達 を行 って いる。 イ ンターネ ッ トを利用 した調達で は 、規 格が決 まって いる汎

用部品が、調達の 主 な対 象 にな る と考 え られ るが 、すでに見た とお り、調達 目的 の多 くが コス ト削

減で あることか ら、専用 部品 につ いて も、調達 の間 口を広 げて いると考 え られ る。

回答内容 回答数 割 合

a.専用部品

b.汎 用部 品

C部 品以外 の資材

d間 接部門で利用す る資材

e.その他

13

19

16

1

2

565%

82.6%

69.6%

4.3%

8.7%

合計 23 100.0%

※ 「そ の他」 はプラ ン ト資 材、金型

問7.イ ンターネ ッ トの利用範 囲

実 際にイ ンター ネ ッ トを利用 して いる範囲では 、現在 では 「調 達交 渉 の申 し込 みを うけ るのみ 」

が65%で 過 半数 、 「調達 に関す る広 告 ・告知のみ」 とい う消極 的な回答 も21%あ る。 しか し、一方で

はたったそ れぞれ1件(4.3%)と 数は ごく少数ではあ るが、 「形式的な審査 まで」 「契約まで」 と回 答

した企業 もある。

将来 につ いてみ てみる と、や は り 「調達交 渉 の申 し込み を うけるのみ」(30%)が 多 い ものの、 「形

式的な審査 ま で」 「契約 まで 」 もそ れぞれ21%と 多 くな って い る。契 約ま で を行 う場 合 には、既 存
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の取引先について、Webで の申し込みを受付けるなどのケースも考え られている。

これに対 して 「調達に関する広告 ・告知のみ」にとどまるとす る回答は8%と 限られている。 この

ことか ら、将来的には現在よりもさらに広い範囲で利用の拡大を予定 していることが分かる。

回答内容 (1)現在 (2)将来

回答数 割 合 回答数 割 合

a.調達 に関す る広告 ・告知 のみ

b.取 引交渉 の申 し込み を受 け付 けるのみ

C形 式 的な審査 まで

d契 約 まで

e.その他

NA

5

15

1

1

1

一

21.7%

65.4%

4.3%

4.3%

4.3%

一

2

7

5

5

3

1

8.7%

30.6%

21.7%

21.7%

13.0%

4.3%

合計 23 100.0% 23 100.0%

※ 「そ の他」の内容 は、(1)が 注文 、(2)がEDI全 般

問8イ ンターネ ッ トでの調達 を進 めるため に必 要な こと

(1).イ ンターネ ッ トの利用 を制限 してい る理 由

現在、イ ンターネ ッ トの利用範 囲を制限 して い る理 由で は 「調達 を開始 したばか りなので」が

56%で 過半数 を 占めてい る。 これ に対 して 「法 制度的整備 が不十分 で あ る」は13%と 低 くなっ て

いる。

「その他」が30%と 多 くな って いるが、具体 的 な内容をみ ると 、 「具体 的な調 達の仕 様は公 開

して いな い」、 「品質 、信頼性 を確認す る上で は、工場の認定、工場審 査 等、更 な る確 認が不 可

欠」、 「面談 ・工場訪 問が必 要 」、 「全社 調達 システムが別 に 確立 してお り、webと は未 連携」 な

ど、イ ンターネ ッ トによる調達 の限界 を指摘す る意見が多 くな って いる。

回答内容 回答数 割 合

a.イメージ向上のためなのでこれ以上は必要ない

b.調達を開始 したばか りなので

c.法制度的整備が不十分で不安がある

dそ の他(具体的にお書き下さい)

O

l3

3

7

0.0%

56.6%

13.0%

30.4%

合計 23 100.0%

※ 「その他」の内容は次のとお り

・まだ交渉にいたるケースが極めて少ない。

・具体的な調達の仕様は公開 していない。

・新規にベンダーを開拓する場 合は、インターネットの調達ペー ジを出会いの場と考えている。そ

の理由は、品質、信頼性 を確認する上では、部 品の認定、工場審査等、更なる確認が不可欠とな

る為です。

・仕入先様と取引を前提 とした審査す る段階になると,面 談,工 場訪問が必要になると考えている。
・全社調達システムが別に確立 してお り、Webと は未連携。
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(2).必 要 な 法 制 度 整 備(問8.1でc.を 選択 した回答者 のみ)

・ウィルス侵入 防止。

・電子 フ ァイル の法的有効性。

・暗号 、認証 、メ ッセー ジな どの標準化。

問9ト ラブル対策

トラブル とその対策については、実際に行われ ている調達が限 られていることか ら、いずれにつ

いても 「あり」 との回答は2件(8.7%)と わずかになっている。

トラブルについて 「あり」の内容 をみてみると、 「回線障害」、 「『情報の収集 のみに使うのか』

との指摘」 という回答である。前者については技術的な問題であ り、インターネ ッ ト全般に関わ る

問題であるが、後 者は部品調達に関する問題である。現在のところ、実際の調達が進んでいない現

状を考えると、今後とも同様の問題が生ずる可能性は否定できない。

(1).Web上 の調達 での トラブル対策

回答内容 回答数 割 合

a.な し

b.あ り

21

2

91.3%

8.7%

合計 23 100.0%

(2).実 際 にお きた トラブルの有無

回答内容 回答数 割 合

a.な し

b.あ り

21

2

91.3%

8.7%

合計 23 100.0%

※ 「あ り」の 内容 は 「電子 メール受付 ※ 「あ り」 の内容 は 「『情報 収集

窓 口を専門家 に しぼって、 ウィルス のみに使 うのか』 との指摘 あ り」、

対策 を行 って いる」。 「回線障害」。

問10.Web上 調 達 の 今 後

今後の見通 しで は、 「縮 小す る 」 との回答 は一件 もな く、 「現状 の まま継続す る予 定であ る」が

52%、 「拡大す る予定で ある」が34%で 、85%以 上の 企業が今後 もイ ンターネ ッ トを利用 した部品 調

達 を行 う予定 にな って いる。

回答内容 回答数 割 合

a縮 小する予定(中止の可能性あり)

b縮 小する予定(中止はしない)

c現 状のまま継続する予定である

d拡 大する予定である

e.現在のところ明確な方針はない

0

0

12

8

3

0.0%

0.0%

52.2%

34.8%

13.0%

合計 23 100.0%

一53一



〉

問11.Web上 の調達 を進 め るため に必要 な こと

今後 、イ ンター ネ ッ トを利用 した調達 を進める ために必要な こ とにつ いて は、 「情報通信基 盤 の
一層の拡充」(56%)

、 「情 報通信技術の さ らなる 高度化 」(47%)、 「取引慣 行 の改善」(39%)が 上位 を

占めて いる(い ずれ も複 数回答)。

情報 基盤整 備 について は、回 線の 速度 ・品質 の他 「東 南ア ジア におけ る情報 通信 基盤 の 整備 」

「部品の販売 代理 店 を含 めたイ ンターネ ッ トの ビジネスに対す る 普及が、最重要 」 という指摘 が あ

る。情報通信技術 について は、 「セキ ュ リティ技 術」 、 「情報 イ ンプ ッ トの簡便 化」、 「電子 メ ー

ルの確 実性 の向上」 が指摘 され て いる。

また今後 のインター ネッ トを利用 した 部品調達 に 関す る自 由回答 ではWeb-EDIに 対す る期待 が大

き くな って いる。

回答内容 (1)3つ まで (2)最 も重要

回答数 割 合 回答数 割 合

a.必要な ことは特 にない 3 13.0% 3 13.0%

b.情報通信基盤の一層の拡充 13 565% 5 21.8%

α情報通信技術のさらなる高度化 11 47.8% 3 13.0%

d取 引慣行の改善 9 39.1% 5 21.8%

e.国内の法制度的整備 5 21.7% 1 4.3%

f国 際的な法制度の整備 3 13.0% 2 8.7%

gそ の他(具体的にお答え下さい) 2 8.7% 4 17.4%

合計 23 100.0% 23 100.0%

※(2)の 具体 的内容 は、次 の通 り

b.情 報 通信 基 盤 の一 層 の拡 充

・ 回線 ス ピー ドを上げる こと。

・インターネ ッ トの普 及。

・東南 ア ジアにおける情報通 信基 盤 の整備。

・既に取 り引き を行な っ て いるベ ンダー と は、最 終的には 、イ ンタ ーネ ッ トを利用 した商取 引

(ウェ ッブEDI)が 期待 され る。 そ の為 には、部 品の販売 代理 店 を含めたイ ン ター ネ ッ トの ビ

ジネスに対す る普及 が、最重要 と考 える。

・通信 の安定性。

C.情 報 通 信 技 術 の さ らな る高 度 化

・な りす ま しとか否認 防止 といったセキ ュ リテ ィ技術 が不安 である。

・情報イ ンプッ トの簡便化。

・e-mailを 使 っての情報伝達 の確実 性。

d.取 引慣行 の改善

・人間関係が大きな要因になっている現状を打破する必要がある。
・Web上 での取引実績がないため。
・一般的にいって、現在海外からのアクセスは受注者 と発注者が対等 という理解 もあって、当方
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の公開品目に関係なく一方的な売 り込みが多 く、一方国内か らのアクセスは、資材取引に関 し

てはインターネッ トでの売 り込みは少ないし、又当社内も含め発注者側の姿勢も、その利用 に

関し未だ不十分の感がある。上記a-fの 内容はどれも重要な ことではあるが、今一番必要 な

ことは、国内においては、今までの取引形態 ・取引慣行に安住せず、今後資材取引において も

メールやインターネットを十分に活用 しないと国内 ・国際競争に必ず負けるという認識を確立

することであると思う。又海外に関しては品質や納期を重視 した 日本型資材取引を、インター

ネッ トを通してどのように して海外のメーカー に理解させるかということが課題であると考 え

る。

e.国 内の法制度 的整備

・供給側の質の向上を促す法的整備

f・国際的な法制度 の整備

・現状、弊社では新規ベ ンダー開拓を目的としているだけであるが、今後インターネット上で の

取引が進んでい く(オープンな調達)上での トラブル回避のた め、国際的専門機関による法制度

整備が不可欠である。
・購入拠点が無い地域か ら安心 して購入をする為に信頼関係をどのように築くべきか悩んでいる。

g.そ の他
・仕様の標準化

・社内のBPR(意 識 面、制度面)

間12自 由回答

・慶応大学のGlobalProcurementOpenMarlcetの よ うな"調 達 モール"が 世界的 に知 られ るよ うにな

り、世界 中の 「部品 を売 りたい企業」がそ こを入 り口にアクセス して くれ ることを望み ます。

・近 い将来、Web-EDIを 目指す ので、そ のステ ップ と考 えている。

・インターネ ットEDIと いうことで新 しいシステムが実用化されつつ あり、その動向には注意 して

おく必要がある。引合、見積、調達に必要な図面や仕様書などの伝達方 法が今一つこれだとい う

ものが無い。

・まだまだ始まったばか りで実用化 には時間がかかる。

・ 現時点では、発展途上国からの低価格部材の調達には、あまり有効とは言えないようです。

・ウェ ップEDIを 普及す る為 のソフ ト(セ キ ュリティー を含む) 、ルール 、標 準化が必要 と考 え る。

これ は、 日本電子機 械工 業会等 を巻き込 んだ、活 動が、必要 とな り、 これ らに出遅 れる と、 ます

ます 、 日本 は、世 界か ら取 り残 される事 にな りかね ない。

・当社 として今一番力を入れているのはインターネッ トを利用 したEDIで す。すなわち、まずは紙

や電話を介 した現状の取 引データをどのように して全てを電子情報で伝達するかが焦眉の課題で

す。 したがってイ ンターネ ットを利用 して、不特定多数の未取引先との取引関係を作ることは、

情報通信インフラのみな らず、上述した意識面 での改革もまだこれか らの段階であり、これか ら

世の中の推移を見なが ら進めていく課題 という位置付けです。 とは言え、インターネットを利用

しての世界中の取引先との情報交換や取引そのものは近い将来の課題で あり、今 日本のメーカー

全てが生き残 りをかけて構築 しなければならないシステムであるとも思う。 従って当社としては、

ここ1-2年 で調達のページの内容を実効のあるものに全面的に刷新 し、かつ事業本部の購買部
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門の意識改革 を行ってい こうと考えている。 かつ日本の各業界が共同で、インターネットを縦

横に活用 した国際調達システムのような物を作ることを期待 したい。

・弊社の調達品は仕様による製作品が多いこともあり、どの程度 利用可能かが不明である。従って

当分の間、新規ベンダー開拓に的を絞っている。

・ 調達内容を開示する相手を登録制にして、ある程度アクセス件数を制限 したい。

・他社 で、 どのよ うに活用 しているか を知 りたい。

・企業対企業の取り引きにおいては、facetofaceで の企業審査が必要。したがって新規ベンダー に

即注文を出すことはありえない。そう考えると、完全にオープ ンな環境でのWeb調 達は、取 り引

きの基本契約締結に至る トリガとしての役割に留まるのではないか。既 に基本契約をかわ してい

る既存取引先についてはWebか らの注文行為も今後検討の余地があると考える。
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2.ア ン ケ ー ト調 査 票

**********************************************************************

★☆★インターネットによる部品 ・資材調達に関するアンケー ト★☆★
**********************************************************************

財団法人 日本情報処理開発協会

産業情報化推進センター

■ご協力のお願い■

・本調査は、インターネットを利用した資材や部品調達のについてその実態

を調査 し、今後の発展のために必要な法制度面を含めた課題を明らかにす

ることを目的にしています。

・お伺 いする 内容 は、御社が…(WorldWideWeb)を 利用 して行 っている資材

調達 に関する もので す

・この電子メールと同 じ内容の調査票を郵送でもご送付いたします。いずれ

か一方にご回答いただくようにお願 いいたします。

・ご回答いただいた内容は
、本調査以外に利用することは決 してありません。

・ご回答いただ いた方には、後 日電子メールにて結果をご報告させていただ

きます。

■ご回答にあたって■
・ご回答は、r★ 回答欄:」 とある場所にお願いいたします。回答は記号を

選んでいただ くものと、自由回答がございます。なお、質問文は削除 しな

いようにお願いします。

・お 忙 し い と こ ろ 恐 縮 で す が
、2/1②(火)ま で にkotera@idr.or,jpま で 、 電 子

メ ー ル 等 で ご 返 送 下 さ い 。

※なお、調査は下記の機関に委託しております。お問い合わせば、直接下記へ

お願 いいた します。

十

1●委託 先● 社 団法 人流通 問題研究協会

I

l〒1②5東 京都港区芝公園3-5-8機 械 振興会 館4②Z

lTEL:03(3436)1686/FAX:②3(3436)169②

十

+

一

一

1

ー

+
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●問1開 始 した時期はいつですか(回 答は一つ)

a.1995年4月 以 前 か ら

c.1995年1② 月 ～96年3月 末 ま で

e.1996年1② 月 ～97年3月 末 ま で

g.1997年1② 月 以 降

b.1995年4月 ～9月 末 ま で

d.1996年4月 ～9月 末 ま で

f.1997年4月 ～9月 末 ま で

★回答欄:

●問Z調 達ページへのアクセス数についてご回答下さい

(1)御 社 の ホ ー ム ペ ー ジ(全 体)へ の 月 平 均 ア ク セ ス 数(最 近3ヶ 月 平 均)

(2)調 達 ペ ー ジ へ の 月 平 均 ア ク セ ス 数(最 近3ヶ 月 平 均)

o.ロ グ を と っ て い な い の で 不 明

b,100件 以 下c.100～5② ②件d.5② ②～1,②0② 件

e.1,② ②1～5,② ②0件f.5,② ②1～1②,②00件g.10,② ②②～2②,000件

★回答欄(1)=

★回答欄(2)=

●問3Web上 で行 っている調達の実績 についてご回答下さい(回答は一つ)

(1)問 い合わせ ・応募数(こ れまでの総数)

(2)交 渉にいた った数(こ れまでの総数)

(3)成 約数(これまでの総数)

o.1② 件 以 下b.11～2e件c.21～3e件d.31～4② 件e.41～5e件

f.51～6② 件g.61～7e件h.71～8② 件i.9② ～1e② 件j.1② ②件 以 上

★回答欄(1):

★回答欄(2):

★回答欄(3)=

●問4Web上 の調達 目的に最もあてはまるものをお答え下さい(回答は一つ)

o.自社の社会的イメージの向上

b.コス ト削減のための新規取引先開拓

c.生産規模拡大のための新規取引開拓

d.新規事業のための新規取引先開拓

e.その他(具体的にお書き下さい)

★回答欄:
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●問5調 達の対象となる地域をお答え下さい(回答は一つ)

a.国 内のみb.国 内が中心

c.海 外が 中心d.海 外 のみ

★回答欄:

●問6Web上 の調達の対象品目についてお答え下さい(回答はいくつでも)

o.専 用部 品b.汎 用部 品c.部 品以外の資材

d.間 接部 門で利用す る資材e.そ の他(具 体的 にお書き下 さい)

★回答欄:

●間7イ ンターネ ットを利用 している範囲についてお答え下さい

(1)現 在行 って いる範 囲を選択 して下 さい(回 答 は一つ)。

(2)将 来、行 う可 能性 がある範 囲を選択 して下さい(回 答 は一つ)。

o.調 達 に関す る広告 ・告知 のみ(申 し込み は電話 ・FAX等 の従 来メデ ィア)

b.取 引交渉 の申 し込 みを受け付けるのみ

c.形 式 的な審 査まで

d.契 約 まで

e.そ の他(具 体 的 にお書き下 さい)

★回答欄(1):

★回答欄(2):

●問8問7(1)の 範囲に限定 している理由についておうかがいします

(1)あ てはまる理由をすべて選んでお答え下さい(回答はいくつで も)。

o.社会的イメージの向上のために行っているので、これ以上は必要な い

b.調達を開始 したばか りなので、どの程度利用できるかわからないから

c.法制度的整備が不十分で不安がある一一一〉(2)へ

d.その他(具 体的にお書き下さい)

★回答欄=

(2)今 後さらにオープンな取引を行 う上でどのような整備が必要か自由にお書

き下さい。

★回答欄:
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●問9Web上 の調達での トラブル対策についてお答え下さい。

(1)ト ラブル防止策の有無

o.な し

b.あ り(さ しつかえない範囲で具体的内容を回答欄にお書き下さい)

★回答欄:

(2)実 際におきた トラブルの有無

o.な し

b.あ り(さ しつかえない範囲で具体的内容を回答欄にお書き下さい)

★回答欄=

●問1② 御社のWeb上 での調達の今後についてお答え下さい(回答は一つ)

o縮 小する予定(中 止の可能性あり)

b 縮小する予定(中 止は しない)

c 現状のまま継続する予定である

d 拡大する予定である

e 現在のところ明確な方針はない

★回答欄=

一

●問11Web上 のオープンな調達を進めるために必要なことをお答え下さい

(1)つ ぎの中から必要と思われることを3つ まで選んで下さい

o 必要なことは特にない

b 情報通信基盤の一層の拡充

c 情報通信技術のさらなる高度化

d 取引慣行の改善

e 国内の法制度的整備

f 国際的な法制度の整備

9 その他(具 体的にお答え下さい)
、

★回答欄:

(2)(1)で 選んだ中で最も重要な ものを一つ選び、具体的内容をご回答下さい

★回答欄(選 択肢):

★回答欄(内 容)=

●問12Webを 利用 した部品 ・資材調達 についてご自由にお書き下さい

★回答欄:
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-.

■ アンケ ー トは以上で す。

お問い合わせのためにご回答者について次の欄にご記入下さい。

● ご回答者 氏名:

● ご回答者e-mai1:

●御社名:
●所属部署・役職:

************************************冷*********************************

一一一ご協力ありがとうございました…

**********************************************************************
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